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はじめに 

 

 文部科学省では、職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上のため、

職業実践専門課程の各認定要件等に関する先進的取組の推進事業として、第三

者評価システムの構築事業（以下「本事業」という。）を平成 26 年度から継続

事業として実施してきており、今年度は４年目となります。 

当機構は 26 年度から本事業を受託し調査研究を続けてまいりました。機構が

担当した柔道整復師養成分野を含め 8 分野でコンソーシアムが発足しシステム

開発やモデル評価事業を開始し、当機構はその連絡調整役も担ってきました。 
こうして各々の分野においてシステム開発を続ける中で、第三者評価に関す

る標準的なシステムを検討することとなり、27 年度はそれまでの検討成果を踏

まえて各分野に共通する内容を「共通項試案」として整理し、概念設計に取組

みました。そして 28 年度に実用化を進めるための基本設計として、『分野横断

的な第三者評価の仕組み』をまとめ発表しました。 
 本年度は、この基本設計に基づく詳細設計として、第三者評価の実務上必要

な評価基準の解説、評価業務に使用する諸規程や様式類等をひな型として提示

し、これらを『職業実践専門課程の第三者評価マニュアル』として発刊するこ

ととしました。このマニュアルを活用されることにより様々な分野が存する職

業実践専門課程の第三者評価システムが各分野の特色を捉える評価システム構

築と第三者評価の実践に向けて活用されることを期待しております。 
 本書は、今年度事業の取組経過を記録しその成果を取りまとめたものです。 
本事業の実施にあたっては、第三者評価の仕組み構築委員会、基準等策定部

会、評価組織検討部会の委員の皆様方、公益財団柔道整復研修試験財団、公益

社団法人東洋療法学校協会の皆様方に懇切なご指導・ご協力をいただきました。 
また、コンソーシアム連絡調整会議、第三者評価フォーラム等についてご協

力いただいた各コンソーシアムの皆様、ご指導・ご助言を賜りました協力者会

議委員の川口昭彦先生、前田早苗先生に深く感謝を申し上げます。 
最後に、第三者評価フォーラム開催等本事業の推進にご支援・ご協力いただ

いた全国専修学校各種学校総連合会、東京都専修学校各種学校協会、大阪府専

修学校各種学校連合会、福岡県専修学校各種学校協会の関係者の皆様に心より

御礼を申し上げます。 
 

平成 30 年 3 月 

 

        特定非営利活動法人 私立専門学校等評価研究機構 
                        理事長 茅 野 祐 子 
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第１章 事業の概要 
 
１ 事業の目的 
（1）事業のテーマ 

 職業実践専門課程における分野横断的な第三者評価の調査研究及び仕組

みの詳細設計 

 

(2) 事業の目的 

① 各コンソーシアムのモデル評価実施結果及び文部科学省が示した第三

者評価の観点（設置基準・職業実践専門課程認定要件・学修成果等・内部

質保証）等に基づき、昨年度構築した分野横断的な第三者評価の仕組みの

基本設計について、第三者評価事業の実用化を図るために、評価基準、規

程、各種様式、評価者の育成プログラム等を詳細設計し「第三者評価マニ

ュアル」（仮称）としてまとめ、各コンソーシアム等に提供する。（以下「分

野横断的な第三者評価の仕組み構築事業」という。） 

② 職業実践専門課程における第三者評価の実施体制整備に向け、第三者評

価に取組んでいるコンソーシアム等と連携協力し、評価実施体制のモデル

組織を構築し、当該組織により分野横断的な第三者評価の仕組みを用いて

第三者評価のモデル評価を実施し、その実施過程及び結果に対する検証を

行う。（以下「モデル評価組織による第三者評価事業」という。） 

③ 各コンソーシアムが参加する連絡調整会議を開催し、第三者評価に関す

る共通認識と情報を共有してモデル事業を進め、その成果をフォーラムで

発表し普及を図る。（以下「コンソーシアム連絡調整」という。） 

 

 (3) 事業の内容 

① 分野横断的な第三者評価の仕組み構築事業 

 昨年度構築した、分野横断的な第三者評価の仕組みの基本設計をもとに

第三者評価事業の実用化に必要な評価基準、規程、各種様式、評価者の育

成プログラム等を、以下の点に留意し詳細設計を行い『職業実践専門課程

の第三者評価マニュアル』としてまとめる。  

・第三者評価の観点（設置基準等・職業実践専門課程の認定要件・学修成

果等・内部質保証）に基づく評価のあり方 

・各職業分野における特色ある教育活動の評価 

・第三者評価事業の実用化に必要なルール、各種様式等の開発 

・公正、適正な評価を行うための評価者育成及び評価組織のあり方  
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② モデル評価組織による第三者評価事業 

 第三者評価に取組んでいるコンソーシアム等と連携協力し、評価実施体

制のモデル組織を構築の上、当該組織により分野横断的な第三者評価の仕

組みを用いた第三者評価のモデル評価を実施し、その実施過程及び結果に

対する検証を行い、職業実践専門課程の第三者評価実施体制の整備に向け

た課題等について取りまとめる。 

○第三者評価モデル実施体制の 2つの型及び実施校数 

 【モデルⅠ】特定非営利活動法人私立専門学校等評価研究機構（以下「当

機構」という。）が教育活動など専門分野に関する一部の評価

項目の評価を専門分野関連団体へ委託し、共同して評価を行う

型（2校で実施） 

 【モデルⅡ】当機構が事業実施を専門分野関連団体からの連携・協力を

受け一括して当機構で行う型（2校で実施） 

○実施に向けた留意点 

 ・連携・協力団体との協議、評価組織の構築 

 （モデル校の決定・評価者の推薦・評価部会運営の委託等） 

 ・評価項目基準の策定等モデル第三者評価マニュアルの作成 

 ・評価者研修・モデル評価実施 

 ・結果公表 

 ・事業実施の検証、実用化への課題抽出 

③ コンソーシアム連絡調整 

 各コンソーシアムにおける第三者評価モデル事業を円滑に推進するた

め、他のコンソーシアムと情報の共有化、進捗状況の相互確認を図るため、

以下の点に留意し、連絡調整を行うとともに成果についての総括的な発表

を行い職業実践専門課程の第三者評価の普及を図る。 

・評価の観点等事業実施に関連する事項について基本的な認識の一致を図

るため、第三者評価に関する基本的な共通認識に関する研修会の開催 

・職業実践専門課程における第三者評価に関する分野横断的な仕組みの構

築の意義、検討経過についての専門学校関係者等に向けた情報発信 

 

２ 事業の推進体制 

 (1) 事業の受託者 

 本事業は、特定非営利活動法人私立専門学校等評価研究機構が受託し、事

業を実施した。なお、当機構のこれまでに取組んだ学校評価に関する受託事

業の状況は次のとおりである。 
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 (2) 各事業の組織構成及び委員 

 本事業は前記(2)の３つの目的を達成するため、次のとおり担当組織を分け

て進めることとした。それぞれの組織は、事業展開の主要な節目で相互の情

報交流を図り、全体として職業実践専門課程における分野横断的な第三者評

価の調査研究と仕組みの詳細設計構築へ向けた活動を行った。 
① 分野横断的な第三者評価の仕組み構築事業 

分野横断的な第三者評価の仕組みの構築事業は、基準等策定部会で調査

研究を進め、第三者評価の実用化に向けて必要な規程や様式類のひな型を

開発し詳細設計としてまとめるなかで、『職業実践専門課程の第三者評価マ

ニュアル』を作成した。 

② 分野モデル評価組織による第三者評価事業 

モデル評価組織による第三者評価事業は、評価組織検討部会で専門分野

の教育活動に重点をおいた２タイプのモデル第三者評価組織を編成し、評

価事業の進行管理を行い、事業結果の検証を行った。また、外部の独立し

た評価組織モデルについては公益財団法人柔道整復研修試験財団に事業委

託を行って実施した。 

 この２つの部会の活動を総括し、総合的な検討を行う組織として、昨年

度から引き続き第三者評価の仕組み構築委員会を継続設置した。 
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第三者評価の仕組み構築委員会（12 名）  ※委員長は関口正雄氏が就任 

大久保力 東京経営者協会顧問 職業人教育学会会長 

岡部雅人 公認会計士 

川口昭彦 独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構 顧問・名誉教授 

工藤一彦 一般社団法人 日本技術者教育認定機構 業務執行理事 

古賀稔邦 学校法人電子学園 日本電子専門学校 校長 

菅野国弘 全国専修学校各種学校総連合会 事務局次長 

関口正雄 学校法人滋慶学園 東京メディカル・スポーツ専門学校 校長 

福島 統 東京慈恵会医科大学 教育センター長・教授 

福田益和 一般社団法人 大阪府専修学校各種学校連合会 理事長 

前田早苗 国立大学法人千葉大学 普遍教育センター 教授 

山野晴雄 多摩地区高等学校進路指導協議会 顧問 

吉原宏幸 東京都生活文化局私学部私学行政課長 

基準等策定部会（7 名） 

植田 威 学校法人岩崎学園 理事 

岡部雅人 公認会計士 

古賀稔邦 学校法人電子学園 日本電子専門学校 校長 

清水尚道 学校法人森ノ宮医療学園 理事長 

菅野国弘 全国専修学校各種学校総連合会 事務局次長 

関口正雄 学校法人滋慶学園 東京メディカル・スポーツ専門学校 校長 

高橋 稔 学校法人川口学園 早稲田速記医療福祉専門学校 講師 

評価組織検討部会（７名） 

大麻正晴 学校法人大麻学園 副理事長 

三大寺秀豊 一般社団法人 福岡県専修学校各種学校協会 事務局長 

重里徳太 学校法人福田学園 理事長付 学園本部広報室長 

菅野国弘 全国専修学校各種学校総連合会 事務局次長 

関口正雄 学校法人滋慶学園 東京メディカル・スポーツ専門学校 校長 

高山雅行 公益社団法人 全国柔道整復学校協会 理事 

福島 統 東京慈恵会医科大学 教育センター長・教授 
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③ コンソーシアム連絡調整 
今年度は５分野のコンソーシアムと当機構の６団体で連絡調整会議を開

き、分野横断的な第三者評価システムについて検討するほかに合同研修会

や第三者評価フォーラムなどを実施した。 

コンソーシアム連絡調整会議の構成員（６団体） 

№ 事  業  名 実 施 機 関 

1 
自動車整備学校における職業実践専門課程の第

三者評価について 

全国自動車大学校・整

備専門学校協会 

2 
情報・IT 系職業実践専門課程における第三者評

価の評価基準・体制の構築 
学校法人岩崎学園 

3 
専門職高等教育質保証機関の国際連携の推進お

よび美容分野におけるその成果の活用 

一般社団法人専門職

高等教育質保証機構 

4 
職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保

証・向上の推進 
学校法人敬心学園 

5 
動物系職業実践専門課程における実効的な第三

者評価導入のための取組 

一般社団法人全国動

物専門学校協会 

6 
職業実践専門課程における分野横断的な第三者

評価の調査研究及び仕組みの詳細設計 

特定非営利活動法人

私立専門学校等評価 

研究機構 

④ 事務局 事務局は、委員会・部会の運営、専門学校・関係団体との連

絡調整、各コンソーシアムとの連絡及び事業の会計処理その他の業務

を担当した。事務局員には当機構の事務局から従事した。 
 

 真崎裕子  特定非営利活動法人 私立専門学校等評価研究機構 事務局長 

 金城義之           同上          評価スタッフ 
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３ 実施スケジュール 

 この事業は、平成 27 年度に取組んだ標準的な第三者評価システムの概念設

計作成からスタートし、28 年度に基本設計をまとめ、今年度の事業はその成

果をもとに、より実現可能性を見据えた調査研究を続け、詳細設計として諸

規程や各種様式類のひな型を開発するなど実務志向型の開発を進めることに

なった。加えて、第三者評価を実施する評価組織のあり方を描くこととした。

この一連のシステム開発取組の流れと今年度の具体的な実施スケジュールを

次ページ以下に図示する。 
 
４ 事業の成果物 

 (1) 出版物 

 「職業実践専門課程」の各認定要件等に関する先進的取組を推進するため、

分野横断的な第三者評価に関する調査研究に基づき、第三者評価の仕組みの 
基本的考え方やシステムの構造から評価実務のための手引きとなる資料と、

その検討経過や取組の一環として開催されたフォーラムなどを記録する報

告書として、次の２つの出版物を作成し、専修学校関係者及び関係団体・機

関に配布する。 
① 業実践専門課程の第三者評価マニュアル 
② 事業成果報告書  
 

 (2) 発行部数 

 各 600 部 
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第２章 分野横断的な第三者評価の仕組みの構築 
 
１ 分野横断的な第三者評価の仕組み構築の検討経過 

〇 当機構は平成27年度の文部科学省受託事業において標準的な第三者評価シ

ステムの概念設計に取組んだ。これは、26 年度に職業実践専門課程の 8つの

分野で取組んだ第三者評価のモデル事業の内容を比較対照し、評価基準や評

価体制などが分野によって大きく異なるケースがあり、ある程度共通の枠組

で構成された評価システムを考える必要があったからである。 

標準化のためには基本的な枠組はできるだけ共通なものとし、各分野はそ

れぞれの分野特性を生かすようなシステムや基準の工夫を行うことが適切で

ある。この考え方に基づいて「職業実践専門課程の第三者評価 共通項試案」

がまとめられた。 

 

〇 28 年度は、分野横断的な第三者評価の仕組みの構築を目指して基本設計に

取組んだ。「分野横断的」という表現は、各分野の取組の成果を取入れつつ分

野の違いを超えて共通的に適用できるような骨格を有するシステムを志向し

ている。基本設計の方針としては、具体的に評価基準や評価方法等について

システムのモデルを提示することとした。これにより、各コンソーシアムの

システム構築の完成に向けたヒントを提供することと同時に、今後、第三者

評価に取組むであろう多くの分野のシステム構築に活用することができる

「第三者評価の仕組み」として提供する意図をもっている。 

  システムの構築にあたっては、前年度にまとめた「共通項試案」で提示さ

れた共通項を軸に、職業実践専門課程の認定要件、専修学校における学校評

価ガイドラインとの関連性、共通項で課題として残された問題等を整理しな

がら、評価基準項目例、評価業務の進め方、評価組織のあり方などを検討し

た。その検討の結果を『職業実践専門課程における分野横断的な第三者評価

の仕組み』という冊子としてまとめ、専門学校関係者に配布した。 

 

〇 29 年度は、基本設計としての『職業実践専門課程における分野横断的な第

三者評価の仕組み』に基づいて、より実用化を目指して評価基準の細部の検

討や評価業務の実施に必要な諸規程、様式類のひな型を作成し、残された課

題等を解決して『職業実践専門課程の第三者評価マニュアル』の作成を目標

として事業活動を行った。 
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２ 委員会及び基準等策定部会・評価組織検討部会おける検討状況 

 

(1)  第 1 回基準等策定部会（平成 29 年 9 月 1日） 

 今年度の事業計画やスケジュールを事務局から説明し、検討の進め方を確

認して議案の審議に入った。 

 最初に提出された議案は、昨年度に中項目までを定めた評価基準モデルに

ついて、小項目やチェック項目、参照資料名、各評価項目の対象区分を加え

て一覧表にまとめた資料である。このモデルは、評価組織検討部会が指揮し

て実施する鍼灸分野のモデル第三者評価事業において適用される評価基準の

原型となるもので、早急に内容を確定する必要があって審議されたものであ

る。討議の中で、大学評価ではこれほど詳細なチェックは第 2 ステージでは

行っていないが、初めて第三者評価を実施することを勘案すると丁寧に行う

必要があるとの意見、機関別と分野別一体型の評価基準でも、それぞれの専

門家が別々に評価にあたるべきではないかとの意見などがあり、承認された。 

 その他の議案として、自己評価報告書と第三者評価報告書の様式(ひな型)

と、第三者評価マニュアルに盛り込む主要項目について審議され、承認され

た。 

 

(2)  第 1 回第三者評価の仕組み構築

委員会（平成 29 年 9月 11 日） 

文部科学省から専修学校教育振

興室長と室長補佐が出席し、今年度

の事業についての説明があり、第三

者評価の開発の段階から普及・実践

につながる取組を進めてほしいと

いう話があった。 

事業計画とスケジュールについ

て事務局から説明し、議案の審議に

入り、第 1 回基準等策定部会における検討状況などを報告し、詳細設計に関

する主要な検討課題について活発な討議が行われた。 

主な議論としては、次のような意見があった。 

・機関別と分野別評価では、評価基準として一体型と分離型があるが、評価

組織としても一体型、独立型、連携型の 3タイプが想定される。 

・学校の目的や学修成果の目標が達成されたかを見る以上に細かいことを機

関全体で見るのは困難。 
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・第5次提言で専修学校は質の保証が担保されていないという指摘に対して、

まず機関別評価をしっかり行うことではないか。 

・先行する大学の評価方式が専門学校まで影響しているようだが、専門学校

はもっと自由度があってもいい。 

 最後にモデル評価の実施計画についても説明し承認された。 

 

(3) 第 1回評価組織検討部会（平成 29 年 9 月 20 日） 

  今年度の事業計画やスケジュールを事務局から説明し、検討の進め方を報告

し了承された。 

  評価組織のあり方について、基本的な方向性、専攻分野別評価組織のあり方、

評価機関のあり方について審議を行った。分野別評価組織については、外部団

体と連携する方法と機構内部に部会を設置して実施する方法が現実的な対応

である。評価機関については、東京都以外でも必要かという点では組織を作る

ためには経費等について課題があ

り難しいのが現状であるが、機構

のような機関と各県単位の専修学

校協会との連携もありうる。その

他リハビリ養成校、看護師養成校

などの動向について意見交換を行

った。 

 

(4) 第２回基準等策定部会（平成 29 年 12 月 1 日） 

分野横断的な第三者評価の詳細設計に向けた課題の整理として、次のよう

な点について討議を行った。 

・学生募集等の評価において、定員充足というチェック項目が必要か。 

・成績評価において、現在は多様な評価手法があるがどう考えるか。 

・学修成果の評価において、卒業時アウトカムという目標を定めるか。 

・社会的評価は分野によって事情が全く違うが、どう取り扱うか。 

・30 年度から教育課程が変更になる分野は新しい項目が必要か。 

 ほかに、基本設計段階で残されていた課題として、次の 2 点についても討

議を行った。 

 ・不適合や改善を求めるケースについての改善状況の報告・公表の問題 

 ・財務運営の評価基準と評価部会のあり方 
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(5) 第２回評価組織検討部会（平成 29 年 12 月 8日） 

冒頭、部会長から、文部科学省協力者会議においての発言内容について説

明があった。「分野別評価の可能性」研修会及びモデル評価の実施状況につい

て事務局から報告を行った。続いて前回会議の主な意見内容について確認の

のち分野別評価組織及び評価組織の全国展開についての討議を行い、評価組

織の運営経費の問題、評価コストをどのように負担するのか、評価料に対す

る補助制度の可能性など課題が多くあることが確認された。評価組織のあり

方については引き続き次回討議を行うことが了承された。 

 

(6) 第２回第三者評価の仕組み構築委員会（平成 29 年 12 月 18 日） 

会議の冒頭で委員長から、最近の注目すべき動向として次の説明があった。 

・専門職大学等の分野別評価において、評価団体が形成できない場合は専

門家による検証結果を公開することでもよいという見解が示された。 

・厚生労働省のリハビリテーション分野のカリキュラム検討委員会で、養

成施設についても第三者評価を導入することが決定した。 

  次に、第２回基準等策定部会で審議された詳細設計に向けての課題等に

ついて、討議を行った。その中で、財務運営評価のあり方について、専門

学校の財務体質の見方として、経営計画や中期計画等に基づいて運営され

ているということが前提であり、そのうえで財務状況を見ないと財務評価

は難しいという意見があった。 

 また、モデル第三者評価事業の進捗状況についても、報告があった。 

 

(7) 第３回基準等策定部会（平成 30 年 1 月 29 日） 

モデル評価事業の経過及び第三者評価委員会の結果等事務局から報告をお 

行った。財務評価部会の委員から財務基盤の項目の評価について、財務基

盤の安定及び適正な経理処理、監査の実施などの要件があり、評価 4 校の

うち 1校は総合的にみて不適合の評価を行った旨の説明がなされた。 

   第三者評価マニュアルの関連で分野横断的な評価基準項目と分野の独自

性とのバランスをどのようにとるか議論がされた。分野横断基準項目と独

自性とは双方からアプローチが必要であり、財務については計画との整合

性が重要である。成績評価の基準、適正な運用など今後、重要となる評価

項目があるとの意見があり、引き続き基準項目については継続した検討が

必要であるとの方向性が確認された。 

   ほかに事業成果報告書の構成、第三者評価フォーラムの実施要項につい 

て事務局から説明があり了承された。 
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(8) 第３回評価組織検討部会（平成 30 年 1 月 30 日） 

   会議の冒頭、職業実践専門課程に対する経常的補助制度が東京都の 30 年 

度予算案に盛り込まれたことは、大きなニュースであり、議会で予算案が

可決されると全国で 10 団体が補助制度を持つことになる。一方、高等教育

の無償化の話もあり、いずれも、教育内容等の質の保証を担保することが

重要になると説明があった。 

まず、モデル評価事業の経過及び第三者評価委員会の結果等事務局から

報告を行った。今回は柔道整復研修試験財団との連携で、それぞれ役割を

決めて実施したが、時間の関係で調整・協議の場が確保することができな

かった点など、今後、取組んでいく上での反省点がいくつか確認された。 

続いて、第 2 回会議の主な意見を整理し、分野別評価組織の構築及び全

国展開に向けた課題の整理を行った。分野別評価では、これまでの分野以

外にトライアルするべきで、全国展開については、県単位、エリア単位に

ブランチを設けるなどの意見も出されたが、来年度に向け、第三者評価の

機運が醸成されている地域との連携を模索していくべきであるとの方向性

か確認された。ほかに事業成果報告書の構成、第三者評価フォーラムの実

施要項について事務局から説明があり了承された。 

 

(9) 第３回第三者評価の仕組み構築委員会（平成 30 年 2 月 20 日） 

モデル評価の実施結果、アンケートに基づく検証について事務局から報

告を行い意見交換が行われた。第三者評価結果は公表するが、それのみで

は自己評価報告書も公表すべきとの意見が出された。 

これはスタートでありこれからの課題であるとの意見も出された。また、

会議の有無などチェックのみでは評価にならず教育内容・活動への反映な

ど確認すような評価が必要であるとの意見も出された。 

続いて事業の取りま

とめとしてマニュア

ルの作成、事業成果報

告書の構成について

説明し了承された。 

また、来年度の取組

について、各部会の審

議を経て、他分野及び

地域との連携につい
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て検討する旨の報告を了承された。 

続いて、第三者評価フォーラム大阪会場のアンケート調査結果の報告と

今後、福岡、東京とそれぞれ開催する旨の報告を行い了承された。 

  最後に、機構の大久保副理事長から委員各位へ感謝の意が伝えられ、今

後の指導・助言について協力を求めた。 

 

３ 『職業実践専門課程の第三者評価マニュアル』の作成 

 

〇 詳細設計をまとめるにあたり、これまでの様々な検討結果を振り返り、関

連する事項間の整合性などの確認を行った。また、これまで並行して実施し

てきたモデル第三者評価事業における評価基準の有効性や様式類の使い勝手

などの確認・検証も参考にした。評価業務の進め方についても、実際に評価

の現場で直面した問題などを把握し、改善を考えなければならない。こうし

た作業は思いのほか時間のかかることであった。 

 

 

〇 システムの中核となるモデル評価基準については、９月の時点でほぼ実用

化できる形になっていたが、モデル第三者評価事業で評価担当部会を３つに

分けて運用した際に、基準上に共管項目が生じた。これを避けるため、項目

の見直しや入れ替えを行った。 

 また、評価基準の趣旨や解釈運用についても、できるだけ詳しい解説を付

けることとした。 

 

〇 規程類や様式等のひな型については、この４年間で蓄積してきたものを生

かし、ひな型としての形を整える程度の作業で済んだ。 

 

〇 このように、少しずつ出来上がったものを積み重ねていくようなことで、マ

ニュアルに盛り込む材料は揃ってきた。あとは順序立てて書き上げるだけだ

が、これにはさすがに難渋した。できるだけ、わかりやすいものをと努めた

ところであるが、親しく読みやすいマニュアル作りの難しさを痛感した。こ

の点については、今後に改訂の機会があれば工夫していきたい。 
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第３章 モデル評価組織による第三者評価の実施 
 
１ モデル評価組織による第三者評価の実施計画 

〇 新たに構築した評価システムを適用して、実際に特定の職業実践専門課程

を設置する専門学校を対象として第三者評価をテスト的に行うモデル評価は

当機構では平成 27 年度に 3 校実施した。これは 26 年度に開発した柔道整復

師養成分野のための第三者評価システムをテストし検証を行ったものである。 

 27 年度と今年度のモデル評価事業の違いは、次の表のとおりである。 

    平成 27 年度      平成 29 年度 

 

目的 

柔道整復師養成分野の第三者

評価システムのテスト 

分野横断的な第三者評価システムのテスト 

評価組織をモデル設定して、組織運営の課題

などを調査する 

評価 

体制 
当機構内に評価組織を設置 

モデルⅠは、外部の団体に委託 

モデルⅡは、当機構内に設置 

評価 

部会の

編成 

1 校につき 1部会を設置 

1 校につき次の 3部会を設置 

・教育活動等評価部会 

・学校運営等評価部会 

・財務運営評価部会 

評価 

対象 
柔道整復師養成校 3 校 

モデルⅠ 柔道整復師養成校 2 校 

モデルⅡ 鍼灸師養成校   2 校 

 

〇 29 年度に実施したモデル評価組織による第三者評価の実施体制は次ページ

の図のとおりである。（この図に基づくモデル評価組織の 2形態の実施体制に

ついては、2ページの記述を参照されたい。） 

この 2形態においてそれぞれご協力をいただいた団体は次のとおりである。 

 ・モデルⅠ：公益財団法人柔道整復研修試験財団（委託契約） 

 ・モデルⅡ：公益社団法人東洋療法学校協会（教育活動等評価部会の支援） 

 

〇 モデル評価組織による第三者評価で適用する評価基準は第 1 回基準等策定

部会の議を経て第 1 回第三者評価の仕組み構築委員会で承認された評価基準

一覧表をベースとして取り扱う。 

 なお、この基準において 3部会の所管する評価項目は次のとおりとする。 

・教育活動等評価部会 →大項目・基準 1～３ 

・学校運営等評価部会 →大項目・基準４～基準７（中項目 7-3 を除く） 

・財務運営評価部会  →中項目 7-3 
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・評価項目の中で、教育活動等評価部会と学校運営等評価部会で共管とする

評価項目が若干存在する。 

・分野の特性に鑑み、任意の評価項目として、大項目「社会貢献・地域貢献」

を追加し、学校運営等評価部会の所管として扱うこととした。 

 

 

２ 評価者育成研修の実施 

〇 モデル評価組織による第三者評価を担当する評価委員は１校当たり７名程

度必要で、評価を受ける学校を４校と想定しているので、重複して担当する

ケースがあるとしても、２０人前後となる。この人選が評価運営上まず取り

組まなければならないことで、交渉にかなりの日時を要することもあるので、

早めに取組むことが肝要である。 

 

〇 こうして評価委員に就任する方の中には第三者評価に関わったキャリア豊

富な方は少なく、全く初めてという方が多い。そこで、実際の評価委員とし

ての業務に就く前に、一通りの評価業務に関する研修を実施する必要がある。 

 今回は、10 月 16 日と 17 日に実施した。研修のプログラムは 1 日コースで組

んでいるが、日程の都合がつかない方があるので、全員に受講してもらうよ

うに同じプログラムで 2回実施することとした。 

 

〇 研修プログラムの主な内容は、次のとおりである。 

 ・第三者評価制度に関する一般的解説 

 ・専門学校・職業実践専門課程の第三者補評価制度 

 ・第三者評価委員の役割 

 ・書面調査の進め方 

 ・第三者評価報告書の記述方法 

 

18



 

３ ２形態の評価組織によるモデル事業の実施 

〇 ２形態の評価組織の実施体制を描くと、以下のようになる。なお、今回は

２階層の評価体制をとることとする。 
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〇 モデルⅠは、主たる評価機関を柔道整復研修試験財団とし、学校運営・財

務の評価を評価機構が分担し、評価結果を通知し、主たる評価機関が第三者

評価委員会を開催し最終的な評価結果を決定し、学校に通する形態である。 

○ 柔道整復研修試験財団は、昨年度文部科学省から受託しモデル事業を実施

していることから、評価業務に問題はなく事業を完了させている。 

○ モデルⅡは、主たる評価機関は、評価機構で、評価機構内部に、学校運営

部会、教育活動等部会、財務部会を設け、鍼灸師等の分野の第三者評価を実

施た。このため、鍼灸師等の学校団体である、東洋療法学校協会は、モデル

校の選択、教育活動等分野の評価者の推薦など分担し双方共同して、第三者

評価を実施した。 

○ 教育活動等分野の評価委員は、学識者、臨床及び業界団体、養成学校関係

者、それぞれの区分から 1 名づつ推薦を受け、教育活動を主に集中して評価

することができた。 

○ 事業は実施では短期間でのモデル評価となったことにより、モデルⅠでは、

双方の機関の協議の場が確保できなかった。また、モデルⅡにおいても、書

面調査、訪問調査、原案作成までの評価の流れが、一部逆転したため、モデ

ル評価のスケジュール管理に問題があり、完全化かたちのモデル評価とはな

らなかったが、分野に特化した教育活動の評価を行うための必要な評価者の

選任が円滑にできた面もある。 

○ 評価実施体制、委員、審査経過、第三者評価報告書等は資料として添付し

た。 

 

３ モデル事業の検証 

○ アンケート等による意見の聴取を行い指摘された項目について今後の対応

等検証した。 

評価部会運営  

○ 評価担当部会における意見等からは、教育活動等評価部会、学校運営等評

価部会、財務運営評価部会それぞれの機能と役割分担の検討が必要であり、

学校運営等評価部会と財務評価部会は、少なくとも 1 回は合同で評価した方

がよい。組織の内部統制など関連項目を合同で評価することにより妥当な評

価結果が得られるのではないか。原案作成時には、3部会が合同協議する場が

必要ではないかとの意見があった。 

⇒ 評価部会を上記 3部会で運営したが、スケジュールの関係上、結果として、 

協議の時間を設けることができなかった。分けて運営するについては意義があ 

るが、今後の対応では、協議の場、合同開催など検討し実施することにしたい。 
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評価項目基準 

○評価項目基準では、財務関係比率について自己評価における指標や目標を明

確に定めていない場合の評価方法をどうするか。財務基盤の安定については、

具体的な財務比率が悪くとも自己評価及び達成していればよいとするのか、単

純に基準を定めて評価すべきか検討が必要ではないか。 

⇒評価項目・基準等については、特に財務基盤等の評価について意見が寄せら 

れた。今後の対応は以下の方向で検討する。 

・財務基盤の評価について、財務比率の評価と、財務運営の計画性の評価、学 

校部門、法人全体など異なった観点での評価が必要であり、基準等のあり方に 

ついて検討する。 

書面調査 

○学校から提出される自己評価報告書における資料の標記の統一が必要、４校

の書面調査は、時間が不足し、十分に内容を吟味できなかった。評価シートの

記入は初めてのため、要領を得なかった。評価シートを３人で記入するより、

担当を決めてそれを協議した方が、各人の負担が軽減するのでは？ 

⇒評価者が求めている資料と提出された資料との相違があった。提出する 

資料など具体例は記載されているが、評価される側の慣れも必要かと思う。 

訪問調査 

○何をヒアリングするかを事前に明確にして取り組んではどうか。 

○その場で提出された資料を評価者全員で確認する作業に少し時間がかかり 

すぎたように感じた。 

○訪問・ヒアリング調査時には、ヒアリングの実施と資料の閲覧を行うが、 

時間が不十分 

一方、２日間にわたり実施をする場合、日程調整が大変になる、経費増、学 

校の事務負担増にもなり、これもまた難しいことと思うが、学生インタビュ 

ーも併せて考えると、２日間にわたっての訪問調査も必要ではないか。 

○書面調査のイメージが、訪問等を行い、学校の実体が明確になった。 

○学生等のインタビューは必要性及び学生が答えた内容が正確か否かについて

確認する機会がない。 

評価のどこに反映させるのか、時間の問題など多くの課題があり実施方法も含

めて検討する必要がある。 

⇒訪問調査時の課題では、スケジュール管理、時間をどれくらいかけるかなど

難しい問題があるが、学生等のインタビューの人数についても所要時間の中で

人数を決めざるを得ない点などがあり、更なる検討が必要である。 
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評価の時期 

○時期を変更する方がいい（６月～１２月頃が適当：諸々事情があるかと思 

いますが、少しでも早い時期から始めたい） 

○スケジュールの見直し、書面調査を十分行ったうえで、実地調査を行う   

⇒評価方法の書面調査等に関する意見は、ほとんどがスケジュール管理と関連 

する内容である。今回は、事業のスタートが文科省との委託契約の関係で遅く

なり十分な時間が取れなかった。契約に関わらず準備が必要であり、今後進め

方について検討したい。 

原案作成の審議方法など 

○事務局の方で集約していただき原案を作成していただいたので統一感もあ 

り、非常にわかりやすかった。評価は全体的に優しい印象を受けた。 

○事務局としては大変だとは思うが、現行方式でよいと思う。 

○それぞれの学校により、評価報告書の内容、分量に差があると感じた。 

⇒評価原案は、たたき台を事務局で作成し、審議した。業務量があるので評価 

機機関における事務局機能の組織的課題として今後検討が必要になる。 

 

 

 

 

 

22



 

第４章 連絡調整会議の運営 
 
１ 連絡調整会議の開催 

〇 当機構は平成 26 年度の文部科学省受託事業開始以来、他の分野のコンソー

シアムとの連絡調整会議の事務局を務め、年数回の会議開催のほかに、関連

する行事として、コンソーシアム合同開催の研修会や第三者評価フォーラム

などを催してきた。今年度も連絡調整会議２回、合同研修会１回、第三者評

価フォーラムを東京、大阪、福岡の３都市で開催している。 

 連絡調整会議の開催目的は、それぞれにシステム開発を進めるコンソーシ

アム間の情報の共有化を図り、共通の課題等について討議し解決を図ること

にある。特に、分野横断的な第三者評価システムの仕組み構築に当たっては、

分野の特性や事情も把握する必要があり、会議の場で得られることは少なく

なかった。 

 

(1)  第１回連絡調整会議（平成 29 年 9 月 28 日） 

会議の初めに、文部科学省の専修学校教育振興室の室長補佐から、平成２

９年度事業の方向性について説明があった。 

続いて、各コンソーシアムから今年度の取組状況などについて報告があり、

質疑応答が交わされた。文部科学省の「専修学校の質の保証・向上に関する

調査協力研究者会議」委員からは、次のような発言があった。 

・養成施設のように別の監督官庁が定める規則等と第三者評価の基準が両方

ある分野の場合、目的が違う

ので評価領域が一致していな

い場合もある。それぞれに評

価の指標がある場合、相互に

検証しながら取り扱い、特に

不適合の判定などが出た場合

は、慎重に扱う必要がある。 

・ミニマム・リクワイアメント

は認めたうえで、その学校の

実績、プロフェッショナルを

育成しているということを社会に発信する責任が質保証機関にはある。学校

側からもアピールする情報が少なすぎる。 

 そのほか、美容分野における国際通用性に関する取組について他の分野で

の動きなども報告された。 
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 また、11 月開催の合同研修会の計画が報告され了承された。 

 

(2) 第２回連絡調整会議（平成 29 年 12 月 22 日） 

職業実践専門課程の質保証に関して今後の事業展開をどう進めるかという

ことについて、各コンソーシアムの取組予定が報告され意見交換が行われた。 

その中で、分野別の評価機関の設立を計画している団体も複数あった。当

機構からは、質保証への今後の要請に応えるためには道府県の学校協会との

連携を模索する方向性も示された。文部科学省からは、評価機関の設立に伴

う財政的なバックグラウンドの問題が説明された。 

最後に、30 年 2 月開催の第三者評価フォーラム開催計画について報告があ

った。 

 

２「分野別評価の可能性」研修会の開催 

(1) 研修会の概要 

① 研修会のテーマ 

 分野別評価の可能性～実践的職業教育のあり方～ 

② 主催・開催日時及び会場 

・ 主  催  コンソーシアム連絡調整会議 

・ 開催日時  平成 29 年 11 月 24 日（金）14：00～17：30 

・ 会  場  アルカディア市ヶ谷 私学会館 3階「富士(西)」 

③ 研修受講対象者 

 専修学校及び関係団体に通知し、

幅広く参加を呼びかけた。 

④ 参加者数 141 人   

 

(2) 研修プログラム 

① 講義・報告 

 ・専門職大学等の認証評価制度につ

いて 

   講師 塩原誠志 

（文部科学省高等教育局高等教育企画課 主任大学改革官） 

 ・職業教育分野分類に関する調査研究について 

   講師 関口正雄（東京都専修学校各種学校協会 常務理事 

           東京メディカル・スポーツ専門学校 校長） 

 ・医師養成教育における第三者評価のあり方について 
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   講師 福島 統（東京慈恵会医科大学 教授 

           日本医学教育評価機構 企画・運営部会長） 

①  意見交換「分野別評価の可能性～実践的職業教育のあり方～」 

 ・登壇者 福島統教授・陣内大輔リハビリテーション教育評価機構理事 

コンソーシアムメンバー 

   （５名） 

 ・進行  関口正雄 

 

３ 「第三者評価フォーラム 2018」の開催 

(1) フォーラムの概要 

① フォーラムのテーマ 

 職業実践専門課程に求められる質保証と分野横断的な第三者評価の仕組

み構築と課題 

② 開催の目的 

・5分野における第三者評価システム構築事業の取組と課題を整理し、今年

度の共同の事業報告として広く公表する。 

・専修学校関係者等と意見交換を行い、情報・課題を共有し、今後の質保

証・向上への取組に資する。 

③ 主  催   

  コンソーシアム連絡調整会議 

④ 開催案内送付範囲 

  都道府県の専門学校関係協会に周知するとともに、開催地のブロック

内に存する専修学校に直接案内を送付し参加を呼びかけた。 

 また、高等学校関係者、行政・学会関係者にも案内を送付した。 

 

(2) フォーラム 2018 大阪 

① 開催日時及び会場 

・開催日時  

  平成 30 年 2 月 15 日（木） 

  13：30～17：00 

・会  場 大阪市  

 大阪私学会館 4 階 講堂 

 プログラム 
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【開会挨拶】 社団法人大阪府専修学校各種学校連合会 

      理事長 福田 益和 

【基調報告】 今後の職業実践専門課程と第三者評価 

     文部科学省 生涯学習政策局 生涯学習推進課 専修学校教育振興室 

                        室長補佐 星川正樹 

【各分野における第三者評価の検討状況等】 

・自動車整備専門学校における職業実践専門課程の第三者評価について 

     東京工科自動車大学校 校長 佐藤康夫 

・情報系３専門学校の卒業生調査と学修成果の検証 

     日本電子専門学校 校長 古賀稔邦 

  ・専門職高等教育質保証機関の国際連携の推進および美容分野における 

その成果の活用 

     一般社団法人専門職高等教育質保証機構 事務局長 江島夏実 

【職業実践専門課程における「分野横断的な第三者評価の仕組み」について】 

     第三者評価の仕組み構築委員会 委員長 

     東京メディカル・スポーツ専門学校 校長 関口正雄 

【登壇者・来場者 意見交換・質疑応答】  

②  参加者 81 人 

 

(3)フォーラム 2018 福岡 

① 開催日時及び会場 

・開催日時  

  平成 30 年 2 月 22 日（木） 

  13：30～17：00 

・会  場 福岡市  

  アクロス福岡 7階 大会議室 

 

② プログラム 

【開会挨拶】 福岡県専修学校各種

学校協会 副会長 吉田登志子 

【基調報告】 今後の職業実践専門課程と第三者評価 

     文部科学省 生涯学習政策局 生涯学習推進課 専修学校教育振興室 

                       室長補佐 星川正樹 

【職業実践専門課程における「分野横断的な第三者評価の仕組み」について】 

   特定非営利活動法人私立専門学校等評価研究機構 事務局長 真崎裕子 
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【各分野における第三者評価の検討状況等】 

・介護領域における第三者評価導入の取組 

     学校法人敬心学園 職業教育研究センター長 川廷宗之 

・動物系職業実践専門課程における実効的な第三者評価導入のための取組 

     宮崎ペットワールド専門学校 校長 坂元祥彦 

 【登壇者・来場者 意見交換・質疑応答】  

③ 参加者 62 人 

 

(4) フォーラム 2018 東京 

① 開催日時及び会場 

・開催日時  

 平成 28 年 2 月 28 日（水） 

 13：30～17：00 

・会場  

 東京都千代田区 

 アルカディア市ヶ谷 

 私学会館 ３階「富士(東)」 

② プログラム 

【開会挨拶】 特定非営利活動法人 私立専門学校等評価研究機構  

                      副理事長 大久保 力 

  【基調報告】 専門学校における質保証と職業実践専門課程 

     文部科学省 生涯学習政策局 生涯学習推進課 専修学校教育振興室 

                        室長 廣野宏正 

【職業実践専門課程の質保証と第三者評価の仕組みの在り方】 

     第三者評価の仕組み構築委員会 委員長 

     東京メディカル・スポーツ専門学校 校長 関口正雄 

【各分野における第三者評価の検討状況等】 

 ・自動車整備専門学校における職業実践専門課程の第三者評価について 

専門学校東京工科自動車大学校 校長 佐藤康夫 

   ・介護領域における第三者評価導入の取組 

     学校法人敬心学園 職業教育研究センター長 川廷宗之 

【登壇者・来場者 意見交換・質疑応答】  

③ 参加者 90 人 
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第５章 まとめ 
 
○ 職業実践専門課程の第三者評価の取組は 4 年目を迎え、事業全体を振り返

ると、平成 25 年度に職業実践専門課程の認定制度化の翌年度から間髪入れず

第三者評価仕組みについての検討に入っている。当初は 5分野、翌年は 11 分

野と広がりを見せたが、今年度は 5分野による取組みとなった。 

○ 複数の分野では、教育活動に関連する評価項目において、分野に特化した

評価基準等の開発とモデル評価も実施されている。 

○ 特に医療分野では、国家資格の要件に定められた教育内容を超えて取組む

ことが望ましい事項の明示や臨床実習における高いレベルの取組要件を開発

するなど先進的な取組みが見られた。 

○ 情報・IT 分野では、経済産業省の IT スキルディクショナリを事実上の有効

な基準とみなし教育関連項目への導入に挑戦している。 

○ このことから、職業実践専門課程の第三者評価の取組では半数以上の分野

で分野独自の評価項目・基準、評価方法、評価者の選任等についての取組が

行われている。 

○ しかしながら、残念ではあるが、第三者評価への取組の方向性を明確化で

きなかった分野もあり、また、当初から分野に特化した評価には取組まない

分野も複数あった。 

○ 分野別評価の開発にあたっては、当該分野の学校団体、業界団体、学会な

ど関係団体からの支援・協力なしでは困難であるところから、こうした体制

を構築することが当面困難な分野も数多く存在することも確認している。 

○ 前述のように専門分野に特化した評価項目を開発することが当面困難な分

野も多く存在することから、こうした分野の学校・学科も第三者評価が受審

できるようにするために、評価項目体系が必要であり、平成 28 年度、分野横

断的な第三者評価の仕組みを策定した。 

○ 特に専門分野ごとの特質が異なっていると思われるのは、教育関連の評価

項目である。それらは敢えて分野共通の一般的な項目表現している。 

○ 各学校・学科は、業界が求めるコンピテンシーの把握、学修成果及び成果

の評価方法、学内外の実習のあり方、教員の要件と専門性、教育の方法など

について、分野に特化した事柄を一般的な項目表現と照らし合わせて、自己

点検・評価し、その上で第三者評価を受けることになる。 

○ 当面分野別評価基準づくりの目途が立たない分野の学校・学科は分野横断

的な第三者評価の仕組みを活用して、分野別評価にチャレンジしてほしい。 
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○ 第三者評価は、私立専門学校等評価研究機構等、機関別評価を実施してい

る評価機関が、上記分野共通基準を用いて実施することが考えられる。 

○ 職業実践専門課程に対する助成を行う都道府県への助成について第三者評

価の導入が要件になる可能性がある。そのばあいは、財務や組織運営など学

校運営に対する評価項目についての評価が行われる可能性がある。 

○ 最近の職業教育をめぐる動向では、実践的職業を行う高等教育機関として

専門職大学等の制度化がなされ、平成 31 年度開学を目指し専門学校関係の 16

法人が申請を行っている。専門職大学等は大学体系に位置付けられていると

ころから認証評価が義務付けられ、専門職大学院と同様に専攻分野別評価も

義務付けられている。 

○ 厚生労働省の理学療法士、作業療法士養成施設カリュキュラム等改善検討

会において、同分野養成施設における第三者評価の義務化が決定している。

柔道整復師、あはき（あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師）分野に

おいても次の検討時期では導入の検討が必至であるといわれている。 

○ 分野独自の評価諸課題(評価基準、評価実施体制等）を研究開発し、継続的

に分野別評価を実施・運営する機関が必要となるが、運営に必要な人材及び

財務基盤の確保等課題が多くあり、実用化には困難が予想される。 

○ 評価機構はこれらの課題の解決の道も探りながら、多くの分野また地域と

連携しながら今後も評価組織体制の構築に努めていきたいと考えている。 
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文部科学省における学校評価
の取組と今後の展望について

文部科学省生涯学習政策局

生涯学習推進課専修学校教育振興室

室 長 廣野 宏正

1

ご挨拶

• 平成２９年度「職業実践専門課程等を通じた
専修学校の質保証・向上の推進」事業

• 事業内容の変遷
• 「公開プロセス」における指摘
• 専修学校における学校評価等の状況
• 平成３０年度概算要求内容
• 今後の展望について

2
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◆ 第三者評価の研究等を通じた質保証・向上の推進
第三者評価について、認定校を中心として、分野ごとの課題等

を取りまとめつつ、各分野関係団体や企業等が参画し、第三者評
価の試行・検証を進め、その普及・拡大のための取組を実施する。
また、分野横断的な第三者評価の基準や評価体制等の在り方に
ついても検証を進め、標準的な評価モデルの構築を目指す。

◆ 質保証・向上のための実態調査
産業界との連携による教育課程の編成等の実施状況や、卒業生
の企業内における評価など、職業実践専門課程に係る実態調査を
行うとともに、認定効果の比較分析等のため、非認定の専門課程
や高等課程等を含めた専修学校に関する実態調査を実施すること
により、専修学校の一層の質保証・向上につなげる。

職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進

職業実践専門課程等の充実に向けた取組の推進

◆ 専修学校の質保証・向上に関する調査研究協力者会議
職業実践専門課程の実態調査等に基づく検証等により、専修学校の
質保証・向上の推進に向けた方策の検討を行う調査研究協力者会議を
開催する。

◆ 専修学校教育研究協議会
専修学校の運営改善に向けた取組等に関する研究等を行う協議会を開
催する。

調査研究協力者会議等の開催

＜背景・経緯＞

＜事業の内容＞※点線枠部分は新規項目

職 業 教 育 の 充 実 ， 専 修 学 校 の 質 保 証 ・ 向 上

（前年度予算額：１８３百万円）
平成２９年度予算額：１８１百万円

学校評価の充実

平成28年5月～：[これからの専修学校教育の振興のあり方検討会議]

平成28年6月：[日本再興戦略改訂２０１６（平成２８年６月２日閣議決定）]
専修学校についても、グローバル化に対応した人材育成のための留学生受入れ促進等に関する方策や、「職業実践専門課程」の実績検証等を含めた専修学校教育の在

り方について、本年度中に検討し、産業界のニーズを踏まえた専修学校の専門人材の育成機能の強化と質の保証・向上を図るために必要な制度的措置等を来年度までに講
じる。

専修学校制度の目的・役割を踏まえつつ、専修学校固有の課題等への対応を図る観点から、専修学校教育の振興に関する総合的な検討を行う。

◆ 社会のニーズに応える効果的な情報発信の推進
高校や企業などを意識した効果的な情報集約・情報発信等の在り方
について検討を行い、広報ツールの開発等を行う。

◆ 情報公開等の促進に資する取組

「学校評価ガイドライン」を踏まえた『専修学校における情報公開実
践の手引き』に係る視聴覚教材を作成し、その活用を含めた研修等を
各地で実施する体制づくりを進め、学校評価の充実を図る。

◆ 教員の資質能力向上の取組
職業実践専門課程の教員の指導力等の向上に資する研修プログ
ラムを開発するとともに、その成果を普及する。

3

ﾒﾆｭｰ/年度 25 26 27 28 29

『職業実践専門課程等の質保証・向上の推進』事業内容の変遷

質保証・向上に関する調査研究協力者会議の開催 等

職業実践専門課程の実態等に関する調査 等

高校等を意識した効
果的な情報発信の在
り方の検討

教員の指導力向上
に資する研修プロ
グラムの開発

第三者評価に関する実証研究 等

情報公開手引書を活
用した普及・啓発

学校評価ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
の導入

学校評価実践の
手引書を作成
（自己評価・学校関
係者評価）

学校評価手引書を
活用した普及・啓
発（研修の実施） 情報公開実施の

手引書の作成

調査研究協
力者会議等
の開催

学校評価の
充実

職業実践専
門課程等の
充実に向けた
取組の推進

情報公開研修等を活
用した研修体制構築

分野の特徴を踏まえた第三者評価の基準及び審査体制についての検証

分野横断的な第三者評価の仕組の検証

○学校評価ガイドライン
の策定(H25.3)

○職業実践専門課程
の制度化（H25.8告示）

事業内容を会議で確認→ 事業の成果を会議で報告 → 会議の意見を受けて事業を修正

○これからの専修学校
の振興のあり方につい
て（報告）（H29.3）

各分野における第三者評
価の仕組の検証

教育研究協議会 教育研究協議会 教育研究協議会の開催 教育研究協議会の開催

研修会等の開催 研修会等の開催 研修会等の開催研修会等の開催 研修会等の開催

職業実践専門課程制度創設に伴う取組の推進 4
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「職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進」事業
第三者評価の研究等を通じた質保証・向上の推進 採択一覧

（平成２９年７月２５日採択）

№ 事 業 名 実 施 機 関

1 自動車整備学校における職業実践専門課程の第三者評価について
全国自動車大学校・整備専門
学校協会

2 情報・IT系職業実践専門課程における第三者評価の評価基準・体制の構築 学校法人岩崎学園

3 専門職高等教育質保証機関の国際連携の推進および美容分野におけるその成果の活用
一般社団法人専門職高等教育
質保証機構

4 職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進 学校法人敬心学園

5 動物系職業実践専門課程における実効的な第三者評価導入のための取組
一般社団法人全国動物専門学校
協会

6 職業実践専門課程における分野横断的な第三者評価の調査研究及び仕組みの詳細設計
NPO法人私立専門学校等評価
研究機構

5

公開プロセスにおける指摘

■評価結果

事業全体の抜本的改善
廃止 ０名

事業全体の抜本的改善 ６名

事業内容の一部改善 ０名

現状通り ０名

■とりまとめコメント
● 質保証・向上に取り組むためには、評価という手法だけでなく、様々な政策リ
ソース・政策手法を用いる等、質保証・向上のために多面的な手法を検討する
必要がある

● アウトカムの設定については、専修学校の質保証・向上に対応した多様なア
ウトカムを設定すべき

● 外部委託の割合が高いため、事業の目的を達成するための仕組み作りが必
要であり、入札プロセスの競争性や透明性の確保に取り組むべき

6
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専修学校における学校評価・情報公開等の状況

自己評価 学校関係者評価 第三者評価 情報公開

実施 公表 実施 公表 実施 公表 実施

Ｈ２２
1,647

(59.5%)
436

(15.8%)
802

(29.0%)
207

(7.5%)
172

(6.2%)
83

(3.0%) －

Ｈ２３
1,655

(60.2%)
472

(17.2%)
700

(25.5%)
201

(7.3%)
149

(5.4%)
69

(2.5%) －

Ｈ２４
1,721

(61.9%)
541

(19.5%)
738

(26.5%)
233

(8.3%)
153

(5.5%)
67

(2.4%)
535

(19.2%)

Ｈ２５
1,765

(66.7%)
588

(22.2%)
659

(24.9%)
215

(8.1%)
127

(4.8%)
53

(2.0%)
521

(19.7%)

Ｈ２６
1,912

(69.8%)
976

(35.6%)
994

(36.3%)
632

(23.1%)
175

(6.4%)
93

(3.4%)
879

(32.1%)

Ｈ２７
2,061

(76.9%)
1,425

(53.2%)
1,199

(44.7%)
963

(35.9%)
218

(8.1%)
147

(5.5%)
1,399

(52.2%)

Ｈ２８
2,073

(79.9%)
1,468

(56.6%)
1,289

(49.7%)
1,051

(40.5%)
150

(5.8%)
111

(4.3%)
1,709

(65.9%)

出典：私立高等学校等実態調査

7

◆ 職業実践専門課程による先進的取組の推進
職業実践専門課程の取組充実に向けた運用改善（教育

課程編成委員会と学校関係者評価の効果的運用等）等、
職業実践専門課程による取組の更なる質向上に向けた先進
モデルの開発に実践的・実証的に取り組む。

◆ 質保証・向上のための実態調査
産業界との連携による教育課程の編成等の実施状況や、

卒業生の企業内における評価など、職業実践専門課程に係る
実態調査を行うとともに、認定効果の比較分析等のため、非認
定の専門課程 高等課程等を含めた専修学校に関する実態調
査を実施する。

職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進

③職業実践専門課程等の充実に向けた取組の推進

◆ 専修学校の質保証・向上に関する調査研
究協力者会議
職業実践専門課程の実態調査等に基づく検証等

により、専修学校の質保証・向上の推進に向けた方
策の検討を行う調査研究協力者会議を開催する。

◆ 専修学校教育研究協議会
専修学校の運営改善に向けた取組等に関する研究

等を行う協議会を開催する。

①調査研究協力者会議等の開催

背
景
・
経
緯

職 業 教 育 の 充 実 ， 専 修 学 校 の 質 保 証 ・ 向 上

（ 前年度予算額：１８1百万円）
３０年度要求額：150百万円

◆ 自立的・持続的な研修体制づくりの
推進
各地域において自立的・持続的に教職員研

修を実施する体制づくりを進め、教職員の資質
能力向上を図る。

◆ 教職員研修プログラムの構築
専修学校教員の指導力向上や職員のマネジ
メント力等に資する研修プログラムを開発すると
ともに、その成果を普及する。

②教職員の資質能力向上の推進

平成29年3月： 「これからの専修学校教育の振興のあり方について（報告）」（これからの専修学校教育の振興のあり方検討会議）

平成28年6月：[日本再興戦略改訂２０１６（平成２８年６月２日閣議決定）]

専修学校についても、グローバル化に対応した人材育成のための留学生受入れ促進等に関する方策や、「職業実践専門課程」の実績検証等を含めた専修学校教育の在り方について、

本年度中に検討し、産業界のニーズを踏まえた専修学校の専門人材の育成機能の強化と質の保証・向上を図るために必要な制度的措置等を来年度までに講じる。

「これからの専修学校教育の振興策については、質保証・向上の視点を中心にして、三本の柱を軸として相互に関連付けながら様々な具体的な施策を打ち出していくことが重要」
さらに、具体的施策として「教職員の資質能力向上の推進」、「職業実践専門課程を基軸とした質保証・向上の更なる充実」等が位置付けられている。

従
来
の
重
点
取
組

調査研究協力者会議等の開催

学校評価の充実（自己評価の実施・公表等）

職業実践専門課程等の充実に向けた取組の推進（第三者評価の検証等）

H24 H25 H26 H27 H28

自己評価 実施 61.9% 66.7% 69.8% 76.9% 79.9%

公表 19.5% 22.2% 35.6% 53.2% 56.6%

学校評価の
実施充実

成
果

事
業
内
容

質保証向上推進の司令塔

都道府県等との研究協議

職業実践専門課程の高度化・改革推進

質保証向上のための実態調査

研修ネットワークの構築

研修プログラムの構築

教育改善・学校評価・情報公開・満足度向上・卒業生の活躍 etc

社会的評価の
一層の向上

8

35



今後の展望について

• 人生１００年時代構想会議において、高等教育の無
償化が議論。前提は高等教育機関の質保証であり、
大学改革が急務。

• リカレント教育、実践的な職業教育の必要性などが
取りざたされる中で、これまでその役割を担ってきた
専修学校が比較対象となる。

• 専門職大学等が設置される中で、職業実践専門課
程を基軸とした専修学校の取組充実は引き続き重
要。

9
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鍼灸師等養成分野のモデル評価の検証 

 

 

1 アンケート等による意見の聴取  

 

（1）評価担当部会における意見等 

・評価部会の設置と運営 

教育活動等評価部会、学校運営等評価部会、財務運営評価部会 

それぞれの機能と役割分担の検討 

 

○学校運営等評価部会と財務評価部会は、少なくとも 1回は合同で評価 

した方がいい（理由：外部監査の導入が少なく、資料も不十分な状況では、財 

務評価の前提条件としての計算書類の妥当性や内部統制の状況を何らかの方 

法で確かめたほうがよい。学校運営評価部会と合同で評価することで、中項目 

の２、３の妥当性の心証を得る一助になるのではないか。） 

  

○評価をまとめる段階で３部会において協議する会議が必要である。 

（理由：難しい場合評価段階で協議することも考えられる。) 

 

○教育活動等評価部会と学校運営等評価部会はまとめて評価した方がよい。 

（理由：重複する分野をどう評価するか）            

 

○３部会に分けて行うのは非常に良いと思う。ただ全ての部会が終わり、最後

のまとめの時に全員そろう日があり、別部会も含め最終的な共通認識を持つこ

とが出来るとなお良いと感じた。 

 

○おおむね適当だが、学校運営等評価部会委員の人数を変えた方がいい 

（必要な人数と理由：評価期間が短いため、２校程度を担当） 

 

○教育活動等評価部会と学校運営等評価部会はまとめて評価した方がよい。 

（理由：関連する評価項目がある。就職率、資格取得率、退学率等） 

 

  ⇒評価部会を上記 3部会で運営したが、スケジュールの関係上、結果として、 

協議の時間を設けることができなかった。分けて運営するについては意義があ 

るが、今後の対応では、協議の場、合同開催など検討し実施する。 
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・評価項目・基準と及び運用 

 

○財務関係比率について自己評価における指標や目標を明確に定めていない 

場合の評価方法をどうするか 

 

○「財務公開の実績を記録しているか」は、記録の趣旨を明確にする。 

 

○中長期的な財務基盤の安定については、具体的な財務比率が悪くとも自己評 

価及び達成していればよいとするのか、単純に基準を定めて評価すべきか検討 

が必要（安定していると評価して、倒産してしまった場合にリスクがあるので 

はないか）。 

 

○監事監査については、会計士等の外部監査の小項目を入れるのであれば、中 

項目の表現を監事監査に限定しないほうが良いのではないか 

 

○満たしている、満たしていない、の 2択の判断は分かりやすいと思うが財務 

関係は影響が大きいと思われるため評価表現は検討を要する。 

 

○予算制度、監事監査制度、情報公開制度は自己評価の記載者が制度の趣旨や 

法令を理解できていないと、十分な記載や資料提出がなされないため、啓発活 

動が必要かと思う。 

 

○提出された計算書類が学校法人会計基準に準拠して作成されたものでない 

と、分析が不十分であるため、その点は明示する必要がある。 

 

○監事の監査報告書は追加してはどうか。 

 

⇒評価項目・基準等については、特に財務基盤等の評価について意見が寄せら 

れた。今後の対応は以下の方向で検討する。 

 

・財務基盤の評価について、財務比率の評価と、財務運営の計画性の評価、学 

校部門、法人全体など異なった観点での評価が必要であり、基準等のあり方に 

ついて検討する。 

・外部監査の取扱いについては、多くの専門学校は義務付けられていないため、 

積極的な取組みとして評価している。 

・財務の評価表現については、公表した場合影響が大きいことから、現状の機 

構の第三者評価においても慎重に検討している。 

・財務の項目の自己評価報告書の記載、参照資料については十分内容を理解す 

るよう、法人の担当者も含めて第三者評価の受審説明会に出席を求め、周知徹 

底する。 
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・評価方法 

 

◎書面調査 

 

○学校から提出される自己評価報告書における資料の標記の統一が必要 

 

○４校の書面調査は、時間が不足し、十分に内容を吟味できなかった。 

評価シートの記入は初めてのため、要領を得なかった。評価シートを３人で 

記入するより、担当を決めてそれを協議した方が、各人の負担が軽減するの 

では？ 

 

○書面調査の意見、回答を明確にする。 

 

○資料の量が膨大で非常に戸惑った。自分で付箋を貼るなど分かりやすく 

したが、それでも目的の資料を探すのに時間がかかってしまった。 

⇒評価者が求めている資料と提出された資料との相違があった。提出する 

資料など具体例は記載されているが、評価される側の慣れも必要かと思う。 

 

◎訪問調査 

 

○何をヒアリングするかを事前に明確にして取り組んではどうか。 

 

○その場で提出された資料を評価者全員で確認する作業に少し時間がかかり 

すぎたように感じた。 

 

○訪問・ヒアリング調査時には、ヒアリングの実施と資料の閲覧を行うが、 

時間が不十分 

一方、２日間にわたり実施をする場合、日程調整が大変になる、経費増、学 

校の事務負担増にもなり、これもまた難しいことと思うが、学生インタビュ 

ーも併せて考えると、２日間にわたっての訪問調査も必要ではないか。 

 

○書面調査のイメージが、訪問等を行い、学校の実体が明確になった。 

 

○学生等のインタビューは必要性及び学生が答えた内容が正確か否かについ

て確認する機会がない。 

評価のどこに反映させるのか、時間の問題など多くの課題があり実施方法 も

含めて検討する必要がある。 

 

○学生の目的意識、学校の教授体制、学生生活等から、学生の視点から見た 

学校の実情がよく分かった。 
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○学生インタビューと一緒に行ったが、卒業生は一人で学校の良さを肯定 

的に述べていた。できれば複数の卒業生の意見を聴きたかった。時間的余裕 

が欲しい。 

 

○参加した学生は率直に貴重な意見を述べてくれたと思うので、必要な調 

査であると感じた。 

 

○卒業生には、在学中の話し、卒業後の話し、在学中の学びが今の仕事に結 

びついているかなど、学生インタビューと同様にもっと話しを聞きたかった。 

 

◎評価の時期 

 

○時期を変更する方がいい（６月～１２月頃が適当：諸々事情があるかと思 

いますが、少しでも早い時期から始めたい） 

 

○スケジュールの見直し、書面調査を十分行ったうえで、実地調査を行う   

 

⇒評価方法の書面調査等に関する意見は、ほとんどがスケジュール管理と関連 

する内容である。 

 

・原案作成の審議方法など 

 

○事務局の方で集約していただき原案を作成していただいたので統一感もあ 

り、非常にわかりやすかった。評価は全体的に優しい印象を受けた。 

 

○事務局としては大変だとは思うが、現行方式でよいと思う。 

 

○それぞれの学校により、評価報告書の内容、分量に差があると感じた。 

 

⇒評価原案は、たたき台を事務局で作成し、審議した。業務量があるので評価 

機機関における事務局機能の組織的課題として今後検討が必要になる。 
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専攻分野別評価及び組織構築・評価組織の全国展開に向けた課題の整理 

 

1 専攻分野別第三者評価の基準、組織の構築への課題  

 

（1）学校協会、職能団体等との連携・協力関係の構築 

  ・分野特性に的確に対応した評価項目・基準の設定 

   分野の異なる複数学科の評価への対応 

  ・専門学校、大学等学校種を超えた職業教育評価のための連携 

 

  ⇒分野別評価の開発にあたっては、当該分野の学校団体、業界団体、学会 

など関係団体からの支援・協力のもと協同して取り組むことが必要である 

が、こうした体制を構築するのが当面困難な分野も数多く存在する。 

⇒前述のように専門分野に特化した評価項目を開発することが当面困難 

な分野も多く存在することから、こうした分野の学校・学科も第三者評価が

受審できるようにするために評価項目体系が必要となる。 

⇒昨年示した分野横断的な第三者評価基準モデルは、特に専門分野ごとの特

質が異なっていると思われるのは、教育関連の評価項目である。それらは敢

えて分野共通の一般的な項目表現として示されている 

⇒各学校・学科は、業界が求めるコンピテンシーの把握、学修成果及び成果

の評価方法、学内外の実習のあり方、教員の要件と専門性、教育の方法など

について、分野に特化した事柄を一般的な項目表現と照らし合わせて、自己

点検・評価し、その上で第三者評価を受けることになる。 
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（2）評価組織の運営に関する具体的な検討 

  ・評価組織の組織規模・運営経費 

  ・評価実施体制・評価委員の確保及び育成 

  ・受審校が負担する経費・公的助成 

 

⇒（１）分野別評価機関が、当該分野の専門学校を対象に機関別評価項目を含 

めて第三者評価を行う 

（２）分野別評価機関が、当該分野の専門学校を対象に分野別評価を、また 

機関別評価機関と連携して機関別評価を同時に行う（下記図参照） 

（３）機関別評価を行う評価機関が、分野別評価の開発と実施を依頼してき 

た当該分野団体と連携し、機関別評価機関内部に当該分野の分野別評価  

主体となる部会を設けて、当該分野の分野別評価を機関別評価と同時に 

行う（下記図参照） 

   →分野別評価の部会が実績を重ね、その後分野別評価機関として独立す 

ることが想定されている 

   ＊分野別評価団体を構成するメンバーとしては、 

   ①当該分野の学校団体②同業界団体③同学会④国家資格系では、国試に 

関係する団体等が想定される 
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2 評価組織の全国展開への課題 

 

（1）都道府県専修学校関係団体との連携による評価検討組織のあり方 

  ・事業単位、エリアの規模のあり方 

  ・支援組織の可能性の検討 

（2）評価組織相互の連携のあり方 

（3）職業実践専門課程の認定要件の質保証向上への積極的な取組み 

 

3 共通課題 

 

（1）評価費用の負担及び評価組織の運営経費及び公的助成のあり方 

（2）専攻分野別評価と機関別評価の関わり 

・機関別評価、分野別評価の両者の機能と役割、連携の可能性 

 

4 分野別評価組織確立のための課題解決に向けて  

 

（1）職業教育における専門分野分類の確立に向けた取組スタート 

 ⇒「東京都専修学校各種学校協会振興対策部」の調査研究 

 

（2）NQF（National Qualifications Framework)の確立 

 ⇒国際通用性の確立に向け国家レベルにおける始動が必要条件 

 

（3）分野別評価の実用化に向けた基準策定への研究助成及び 

  評価組織体制整備・運用への財政的補助制度 

 ⇒専門職大学院、専門職大学等、職業実践専門課程を対象と 

  した分野別認証評価団体への補助の可能性 
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【資料２：モデル評価組織による第三者評価事業関係資料】 
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平成 29 年度文部科学省受託事業 

職業実践専門課程・鍼灸師養成分野第三者評価モデル事業 

 

第三者評価報告書 

 

 【呉竹医療専門学校】 

 

 

 

 

 

平成 30 年 1 月 16 日 

 

 

 

 

 

 

63



 

 

 

目   次 

 

Ⅰ 評価結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

  Ⅱ 総 評・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

  Ⅲ 中項目の評価結果 

     区分１ 教育活動と成果に関する評価項目 

  基準１ 教育目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

  基準２ 教育活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

  基準３ 学修成果・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 

  区分２ 教育環境等に関する評価項目 

  基準４ 教育環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 

  基準５ 学生支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 

  区分３ 内部質保証に関する評価項目 

  基準６ 内部質保証・・・・・・・・・・・・・・・・・16 

  区分４ 学校運営に関する評価項目 

  基準７ 学校運営・財務・・・・・・・・・・・・・・・18 

  区分 5 任意の評価項目 

  基準８ 地域貢献・社会貢献・・・・・・・・・・・・・20

64



 

- 1 - 

 

Ⅰ 評価結果 

呉竹医療専門学校（以下「当該専門学校」という。）から提出された自己評価報告書、参照資

料による書面調査及び訪問調査により行った評価の結果、当該専門学校は平成 29 年度文部科学

省受託事業における職業実践専門課程・分野横断的な第三者評価モデル事業において設定したす

べての評価基準を「満たしている」ことを確認した。 

 

 

Ⅱ 総 評 

区分 1 教育活動と成果に関する評価項目 

呉竹医療専門学校（以下「当該専門学校」という。）の設置法人である学校法人呉竹学園（以

下「設置法人」という。）は大正 15（1926）年開設の東京温灸医学院を起源とする我国でも歴

史のある東洋医学教育を行う養成機関の一つである。 

「医の東西を問わず豊かな知識と技術を備え、全人的医療を施すことのできる医療人を育成す

ること」を教育理念とし、教育目的、教育目標、教育方針を明確に示すとともに、育成人材像を

卒業アウトカムとして具体的に明文化している。 

また、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則（以下「認

定規則」という。）に基づき教育課程の編成を行い、職業実践専門課程の認定要件にある企業等

と連携した実習・演習等と教員の研修も計画的に行っている。 

成績評価は、各年次の定期試験と進級試験、卒業試験と国家試験を指標に判定しており、はり

師及びきゅう師の国家試験は全国平均を 10 ポイント以上上回る高水準の合格率を維持するとと

もに、関係先への意見聴取から卒業後の専攻分野におけるキャリア形成への適応性と効果、学会

の研究発表から卒業生の活動等を確認している。 

 

区分２ 教育環境等に関する評価項目 

施設・設備、機器類等は専修学校設置基準及び埼玉県はり師及びきゅう師養成施設指導要領

（以下「指導要領」という。）に定められた基準に適合している。 

防災・安全面では学校安全計画を適切に運用しており、消防計画により昼間部と夜間部それぞ

れで消防・避難訓練を実施している。大規模災害時の対策として食料等の備蓄を進めるとともに

地域等との連携を課題としている。健康管理面では、学校保健計画により、附設のクリニックと

協同して学生の健康管理に取組んでいる。 

学生の経済的支援では、成績優秀者や経済的理由による学納金の減免、分割納付制度等を設け

ている。また、専任教員による学生相談を行っている他、専任カウンセラーの配置を検討してい

る。保護者会を通じて学校の教育活動に関する情報を提供している。 

卒業生との連携では、学校が事務局を担い同窓会の活動を支援し、臨床課題を中心とした情報

発信も行っている。 

 

区分３ 内部質保証に関する評価項目 

毎年度、自己評価及び学校関係者評価を行っており、結果は報告書にまとめ内部公表するとと

もに、ホームページにも掲載した上で、改善活動は、毎月開催する自己評価委員会を中心に取組

んでいる。教育情報を公開では、文部科学省がガイドラインに示しているすべての情報と職業実
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践専門課程の別紙様式４をホームページに掲載し公表している。 

一方、専修学校設置基準及び指導要領に基づいて必要な規則・規定等を整備して学校運営を適

正に行っている。セクシャルハラスメントは禁止条項を明記して教職員に周知しているが、他の

ハラスメントも同様の扱いが望まれる。設置法人が弁護士・監査法人と顧問契約を締結し、相談

体制を整備しコンプライアンスの維持に努め、個人情報保護方針に基づき個人情報保護規程を整

備している。 

 

区分４ 学校運営に関する評価項目 

事業計画は、教育理念を達成するための運営方針と当該年度の重点課題と達成に向けた具体的

事項も掲載し、理事会において審議、決定し、教職員に周知・徹底している。理事会、評議員会

は、寄附行為に基づき開催し、議事録は法人事務局で保管している。 

組織運営、意思決定に必要な規定は、設置法人の規程として定め、適正に運用している。平成

28 年度より新たな規程の整備により業務の見直し、検討を進めている。 

財務関係比率は良好であり、財務基盤は安定している。予算は経理規程に基づき編成し、理事

会の審議を経て決定している。事業計画等と予算の整合性を図るために、平成 29 年度より事業計画

書の充実と予算明細書の作成に取り組んでいる。 

予算執行は毎月執行状況を確認して管理している。予算超過が見込まれる場合は、年度内に補

正措置を適切に行う必要がある。 

設置法人の業務及び財産状況を監事が監査し監査報告を作成し、理事会・評議員会に報告して

いる。外部監査は実施していないが、平成 27 年度より監査法人により財務諸表の確認を受け、

計算書類等調査報告書の提出を受けている。財務情報は、利害関係者への閲覧に加え、平成 24

年度からホームページでも公開している。 

 

区分５ 任意の評価項目（地域貢献・社会貢献） 

学校の教育資源は、広く社会及び地域に貢献する方針で、関係する企業、業界団体、学会、学

校協会等の活動を中心に行っている。 

また、卒業生には施設の利用の他、学校附属施術所と附設のクリニックにおいて卒後研修を行

っている。 

医療人材の養成組織として、ボランティアをはじめとした社会活動への参加は、特に災害時を

中心に社会的な要請が高まる中、教職員による災害ボランティアは関係者から評価を得ている。 
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Ⅲ 中項目の評価結果 

 

区分１ 教育科活動と成果に関する評価項目 

基準１ 教育目標 

1-1 教育理念、目的 

○小項目 

1-1-1.教育理念・目的を定め、広く周知を図っているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由：  

・教育理念は事業計画書、教育目的は学則に明記している。 

・教育理念・教育目的に沿って、鍼灸科（Ⅰ部・Ⅱ部）をはじめ、鍼灸マッサージ科（Ⅰ部）と

柔道整復科（Ⅰ部・Ⅱ部）を設置している。 

・教育目標は、事業計画書に運営方針、教育方針と共に具体的に示している。 

・教育理念はホームページ及び学校案内、学生ハンドブックに掲載し周知している。 

・認定規則の改正に伴う学則改定を契機に教育理念等を再確認している。またこの機会を通して

教職員への周知、浸透の確認を積極的に行っている。 

○更なる向上を期待する点： 

・平成 28 年度より開催している非常勤講師連絡会開催において、教育理念、教育目標、育成人

材像、運営方針、教育方針を伝達、確認するとともに、主な事業計画も示して協力を求めてい

る。こうした機会を有効に活用した、協力体制の充実が求められる。 

・在校生、卒業生及び関連業界等に教育理念等の浸透度を確認するため、平成 30 年度の適切な

タイミングにアンケート調査の実施を検討するとしている。これにより一層の周知、浸透が図

られることに期待したい。 

 

1-2 育成人材像と関連業界の人材ニーズ 

○小項目 

1-2-1.育成人材像が明確であり、関連業界の人材ニーズに適合しているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・知識・技術、技能、態度等の人材要件は、関連業界等の要望をもとに育成人材像及び教育方針

等により明確にしている。これらは事業計画書、学生ハンドブックに掲載するとともに、ホー

ムページ、学校案内等を通じて周知している。 

・認定規則改正による平成 30 年度新カリキュラムの検討過程において、教育課程編成委員会の

審議を経て、課程（学科）の学修成果を「卒業アウトカム」として具体的に示している。 

○更なる向上を期待する点： 

・以下の「卒業アウトカム」は、平成 30 年度入学生から適用となるが、事業計画書、学生ハン

ドブックで周知するとともに、修得に向けた具体的なプロセスと要件を明確にした活動に期

待したい。 

①疾患の適切な鑑別（＝適応･不適応の鑑別）ができる。 

②衛生的かつ安全な施術ができる。 

③患者の愁訴に対して的確にアプローチできる。 
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④多職種との連携、チーム医療を行うことができる。 

1-3 入学者の受入れ方針 

○小項目 

1-3-1.求める学生像、入学者の受け入れ方針を明確に定め、公表、周知しているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・求める学生像をアドミッションポリシーとして明確に定め、募集要項及びホームページに掲

載するとともに、人材の育成方針も明記して入学希望者・保護者、関連業界等に公表、周知

している。 

○特長として評価する点： 

・社会人を対象とした夜間等のミニ説明会を週１回、その他随時希望者の個別見学会を開催

し、来校者の疑問や質問に的確に答えている。 

○更なる向上を期待する点： 

・保護者や関連業界等に向けての学校案内、学生募集要項の必要性を検討課題としており、平

成 30 年度にはホームページに専用サイトを設けるように検討を進めるとしている。保護者や

関連業界等に向けた情報提供方法の充実に期待したい。 

 

 

基準２ 教育活動 

2-1 教育理念、目的に沿った教育課程の編成・実施方針 

○小項目 

2-1-1.教育理念、目的に沿った教育課程の編成・実施方針を定めているか 

2-1-2.企業等の人材ニーズに対応した目標設定を行っているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・教育課程の編成方針、実施方針は、事業計画書に明文化し、ホームページにも掲載して公開し

ている。 

・企業等の人材ニーズは、インターンシップ（当該専門学校における事業所の見学と運営業務補

助実習の呼称）受入先からのフィードバック情報も参考に、教育課程編成委員会において確

認している。 

・各学年で履修する科目・単元の一般目標・個別目標はシラバスに掲載している。シラバスは教

員間で共有するとともに、学生ハンドブックに掲載し、教員と学生の認識が一致するように

している。 

・実技科目においては業界の人材ニーズに対応した専門技術の達成目標を設定している。医療機

関勤務、治療院勤務、開業及びトレーナー活動における技術向上等を目指した選択授業や特別

講座のシラバス、またインターンシップの説明文書にも目標を示している。 

・医療人としての意識向上に努め、進級に伴い専門的な知識を高めていけるように科目を配置し

ている。 

○特長として評価する点： 

・国家試験合格のみを目標とすることなく、卒業後の臨床現場において必要となる知識、技術等

を修得するための選択科目の設置、企業等や患者のニーズや社会情勢に対応した講座を開設

し、学生により多くの学習機会を提供している。 
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2-2 専攻分野における企業等との連携体制を確保した教育課程の編成 

○小項目 

2-2-1.教育課程編成委員会及び企業等との連携体制を確保して教育課程を編成しているか 

2-2-2.実践的な職業教育を行う視点で企業等との連携体制を確保し、教育内容・教育方法・ 

教材等を工夫しているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・教育課程は、関係法令等及び呉竹学園教育課程編成規則に基づき、教育課程編成委員会を年 2

回開催し、委員会の意見を受けながら教育課程を編成している。教育課程の編成過程は、学

科内における教育課程編成会議及び教育課程編成委員会の議事録により明確にしている。 

・提携先の治療院から経験豊富な非常勤講師を起用するとともに、治療院の経営者を専任教員

として採用している。 

・講義形式の授業では、プロジェクターを用いて図や臨床現場の映像を示すなど、より具体性

のある提示方法により学生の理解が深まるよう努めている。 

○特長として評価する点： 

・教育方針に「卒業後すぐに活躍できる医療人を養成するため、必要な知識、技能、態度を身

に付けさせる。」を掲げ、臨床実習において臨床力確実に修得できるように実技実習や臨床

実習のシラバスを作成するとともに、グループワークやロールプレイングなどをとり入れた

能動的かつ実践的な授業を展開している。 

・呉竹学園の鍼灸科は国内有数の伝統校として、多くの卒業生を輩出しており、姉妹校の東京

医療専門学校の教員養成科の講師や卒業生のネットワークによる企業等との連携を確保して

いる。また、当該専門学校の地元にある公益社団法人埼玉県鍼灸師会や公益社団法人埼玉県

鍼灸マッサージ師会との協力関係を良好に保持して地元での連携先を確保している。 

○更なる向上を期待する点： 

・平成 30 年度からの新カリキュラム導入による授業科目の変更にあわせて、設置法人共通のシ

ラバスフォーマットによるシラバス作成を進めている。コマシラバスについても可能な限り

検討を進め、その実現に期待したい。 

 

2-3 専攻分野における実践的な職業教育の実施 

○小項目 

2-3-1.企業等と連携して実習、実技、実験又は演習等を行っているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・企業等から派遣された経験豊富な非常勤講師が実践的な実習・演習の授業を行っている。 

・附属施術所における一般患者に対する臨床実習準備とフィードバックの授業は、経営者・関

連団体の役員でもある専任教員が担当し、より臨床現場に近い内容を教授できるようにしてい

る。 

○特長として評価する点： 

・学業並びに国家資格取得へのモチベーション向上とともに、医療と鍼灸の連携を踏まえた臨

床家を育てる目的で、附設のクリニックにおいて鍼灸臨床で多く遭遇する運動器系疾患を扱

う整形外科とリハビリテーション科で見学実習を行っている。 
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○更なる向上を期待する点： 

・新カリキュラムにおいては、附設のクリニックにおける見学実習を 3 年次から 1 年次に実施

時期を早め、医療と鍼灸の連携を踏まえ医療機関の業務の実際を早期に把握させるとしてお

り、その効果的に期待したい。 

 

2-4 専攻分野における実習施設、インターンシップの場等 

○小項目 

2-4-1.企業等と連携して、実習施設・インターンシップの場等の教育体制を整備しているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・事業所の見学と運営業務補助を経験するため、インターンシップを実施している。成績評価な

どインターンシップの実施に必要な事項は、呉竹医療専門学校インターンシップ規程及び呉

竹医療専門学校インターンシップ実施要項に規定している。 

・インターンシップ受入先とは協定書の締結時及び成績評価時に意見交換を行い、受入先からの

意見を聞きながら評価基準などの改善を図っている。 

・インターンシップ修了時に学生全員が参加する体験報告会を開催して、教育効果の把握に努め

ている。 

○特長として評価する点： 

・インターンシップの受入先は、公益社団法人埼玉県鍼灸師会、公益社団法人埼玉県鍼灸マッサ

ージ師会及び公益社団法人埼玉県柔道整復師会の協力を得ながら確保しており、これらの実績

をもとに、今後の学外実習先の確保を順調に進めている。 

○更なる向上を期待する点： 

・インターンシップ受入先の指導者との連絡・協議の機会は一部の事業所に留まっていることか

ら、学生指導の充実・向上に向け、定期的な指導者との連絡・協議会の開催に向けた準備を

進めており、こうした機会が有意義な意見交換の場となることを期待する。 

 

2-5 授業評価 

○小項目 

2-5-1.授業評価の実施体制を整備し、実施しているか 

2-5-2.評価結果を各教員にフィードバックし、授業改善等に活用しているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・平成 21 年度より学生アンケートによる授業評価を実施している。平成 27 年度からはベテラン

教員（校長・副校長・科長・科長補佐）による授業参観も加えて実施している。 

・学生アンケートの結果は、グラフ化し自由記述のコメントも添えて科目担当教員に返却してい

る。 

集計結果は校長に報告している。授業参観の結果は個別面談により結果を科目担当教員にフィ

ードバックして、授業改善に役立てている。 

○更なる向上を期待する点：  

・学生アンケートの結果は科目担当教員にフィードバックしているが、各教員がどのよう授業改

善に活用しているかの追加調査などを行っていなかったことから、ベテラン教職員による授

業参観に加え、平成 29 年度からは全教員が教員間で授業参観を行うこととしている。よりよ
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い授業に向けた改善活動に期待したい。 

 

2-6 成績評価・単位認定、進級・卒業判定の基準 

○小項目 

2-6-1.成績評価・単位認定、進級・卒業判定の基準を明確に定め、適正に運用しているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・成績評価・単位認定、進級・卒業判定の基準は、学則及び教務規定に規定している。また、成

績会議を開催し、確認することにより客観性・統一性の確保に取り組んでいる。 

成績評価等の基準は学生ハンドブックに掲載して学生に明示している。 

・入学前の履修等認定は学則に規定し、基礎分野の科目について審査のうえ認定している。志願

者にはホームページ、学校案内及び募集要項に記載して周知するとともに、入学予定者にも

案内している。 

○特長として評価する点： 

・定期試験の他、学年末に実施する進級・卒業試験により修得状況を確認しながら、当該学年の

到達レベルに達していることを的確に把握している。進級・卒業の判定は定期試験の他、設置

法人各校の鍼灸科教員が協同で作成した問題による進級・卒業試験を実施して、鍼灸師として

必要な知識を偏りなく修得していることを確認している。 

○更なる向上を期待する点：  

・成績評価方法の運用や追試等に向けた補習等の取扱について学内において、校長の関与や統一

した取扱いがなされるよう内規等の整備を検討している。規定の整備と適正な運用に期待す

る。 

 

2-7 教員の組織体制 

○小項目 

2-7-1.専攻分野における資格・要件を備えた教員を確保しているか 

2-7-2.教員の資質向上への取組を行っているか 

2-7-3.必要な教員の組織体制を整備しているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・教員の採用は、法人事務局において計画的に行っている。採用に当たっては法令に定める資格

要件を満たしていることを確認するとともに、採用面接により教員としての資質を確認して

いる。 

・設置法人が設置する東京医療専門学校教員養成科の卒業見込者や独立開業している卒業生など

を中心に採用が可能な環境となっている。 

・専任教員と非常勤講師の業務内容は、教員一人当たりの授業時数等も含めて適切に把握してお

り、その一部情報は、教員紹介として当該専門学校ホームページに公開している。 

・教員の教授力は、学生アンケートや授業参観により把握・評価している。専任教員の資質向上

のため、研修の年間計画を作成して公益社団法人東洋療法学校協会の教員研修会や公益社団

法人全日本鍼灸学会学術大会に参加させるとともに、設置法人の呉竹学園教育センターの研

修を受講させている。 

・専任教員の組織体制は、呉竹医療専門学校教育職員組織及び職制並びに業務分掌規則に定め、
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科長 1 名、科長補佐 3 名（うち 1 名は附属施術所所長を兼務）により教科教育、成績管理及

び行事運営等を行っている。学科内の業務分担や責任体制は、科長が決定している。 

・実技科目は専任教員と非常勤講師が担当し、実技連絡協議会により実技の到達目標や実施上の

注意点等の確認と調整を行っている。講義科目は主に専任教員が担当し、非常勤講師とシラ

バスによる進度の確認を行うなどして連携・協力している。 

○特長として評価する点： 

・教員の資質向上に向け、呉竹学園教育センターのＦＤ委員会が中心となり、教員研修会を開催

するなど、質の高い授業に向けたＦＤ活動を推進している。 

○更なる向上を期待する点：  

・当該専門学校では、呉竹医療専門学校教育職員組織及び職制並びに業務分掌規則の運用を徹底

し、規定に基づいた業務分掌の現状の適合性や実態との乖離等を整理しながら組織運営の改善

を図ることを課題としており、今後の取組に期待したい。 

 

2-8 実務に関する企業等と連携した教員研修 

○小項目 

2-8-1.教員の専攻分野における実務に関する研修等を企業等と連携して組織的に行っているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・教員の専攻分野における知識・技術、技能に関する研修は、研修の年間計画により公益社団法

人日本鍼灸師会、公益社団法人全日本鍼灸学会をはじめ、関連する企業等との連携により行

っている。 

・教員の授業及び指導力等に関する研修は、研修の年間計画に基づいて公益社団法人東洋療法学

校協会や関連する企業等との連携により行っている。 

○特長として評価する点： 

・当該専門学校では、業界団体等の役員等として活動している教員が多く在籍していることか

ら、学生に対し、業界の最新情報、医学的最新知見、卒後の自己研鑽の重要性など積極的か

つ迅速に伝えている。 

・鍼灸科の教員及び施術所職員は、附設するクリニックの医師及びコメディカルスタッフと紹介

患者の症例検討による合同勉強会により治療や施術の効果を高める努力を行っており、その

成果を授業におけるスタッフ間のコミュニケーションの増進や担当する授業に役立ててい

る。 

 

2-9 学生募集、入学選考 

○小項目 

2-9-1.入学者の募集活動を適正かつ効果的に行っているか 

2-9-2.入学選考基準を明確に定め、適正に運用しているか 

2-9-3.入学手続きは適正に行われているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・願書の受付及び入試の実施時期は、一般社団法人埼玉県専修学校各種学校協会の通知に基づい

て行っている。入試はＡＯ入試、社会人入試、推薦入試及び一般入試を行っている。 

・学校案内において、教育活動は教育方針、魅力、学びのサポート及び国家試験対策サポート、
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学修成果は国家試験合格実績及び就職実績を紹介している。ホームページにブログを開設し

て新着報告を随時掲載している。 

・入学選考基準は、呉竹学園入試委員会規程に規定し、入学選考は学則及び入試委員会規程に基

づいて行っている。 

合格者に対する入学手続は、学則及び募集要項に基づいて適正に実施している。入学辞退者に

対する授業料の返還の取扱は募集要項に明示して適正に取り扱っている。 

○更なる向上を期待する点：  

・当該専門学校では、平成 30 年度に入試委員会規程の見直しを予定しており、必要な実施要領

の制定等を行うことを自己評価報告書に明記している。入学選考は公正、公明であることが

求められるものであり、現在の入試制度を反映した適切な規程となるよう今後の規程整備に

期待したい。 

 

 

基準３ 学修成果 

3-1 専攻分野の教育活動における取組の成果 

○小項目 

3-1-1.学生が身に着ける知識・技術、技能、態度等は、養成しようとする人材像等の目標に対

して、取組みの成果を上げているか 

3-1-2.取り組みの成果をもとに教育活動等の改善を図っているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・各年次における習熟度を評価する定期試験（中間試験・期末試験）、各年次の進級試験、卒業

試験と国家試験の結果を人材要件の目標達成の指標としており、概ね達成している。 

・教育課程編成委員会を通じて業界の人材ニーズ等の意見を受けている。さらに、業界団体の役

員である教員がその活動を通じて業界の人材要件を聴取している。 

また、就職相談会等で来校した企業等とのコミュニケーションの中で業界に必要な人材要件を

聴取している。 

○更なる向上を期待する点：  

・実技を担当する専任教員と非常勤講師が実技教育の共通認識を図る目的で年度末に開いている

実技部会において、学生の資質や思考などの申し送りや指導方法の改良などを行っている。

実技部会の内容は、今までは各教員から口頭で学生に伝えていたが、平成 30 年度からは資料

配布による開示を進めるとしている。学生と教員の相互理解による効果的な実技指導に期待

したい。 

3-2 専攻分野における就職率の向上と取組みの成果 

○小項目 

3-2-1.就職率は目標とする水準にある 

3-2-2.就職率の向上に向けた取組みはあるか 

3-2-3.就職率についての結果を分析し、就職指導・支援の改善を図っているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・希望者の全員就職を目標として、3 年次の学生の内定状況を 10 月から 2 ヶ月おきに専門分野

と関連する業界等への就職状況を把握しているが、新卒の 4 月時点で目標は達成していな
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い。 

・就職等の支援のため、事務局に担当者 2 名を配置して学生の就職活動の状況を把握している。

調査等の結果は教員と共有している。 

・平成 28 年度は埼玉県内の業界団体会員に参加を呼びかけた就職説明会を 12 月に開催してい

る。情報収集、自己分析、履歴書の書き方、面接の受け方などのセミナー・講座は 6 月と 12

月（2 回）の計 3 回実施している。 

・就職に関する個別の相談は、学生の窓口業務の一環として事務職員が常時対応し、求人内容や

関連資料の開示や就職活動に関するアドバイスを行っている。 

・専門分野と関連する業界等への求職、求人、就職状況はデータ化して把握し、データと就職状

況調査をもとに学生のニーズを把握した上で、就職説明会を実施している。 

○特長として評価する点： 

・呉竹学園求人検索システムによりタイムリーな就職情報の提供と手続きが行われている。 

学生はネット上に公開された求人票をもとに、求人の登録、申込みはホームページから行い、

就職活動を進めている。 

○更なる向上を期待する点：  

・早期の動機付けはキャリア意識の醸成と円滑な就職活動に繋がることから、入学時から就職を

意識した学生生活を送れるように、平成 30 年度の学生ハンドブックからキャリアサポートに

関する事項を掲載するとしている。その内容の充実に期待したい。 

・就職率を上昇させるために就職支援の組織体制を見直し、学生の就職活動の状況把握と改善を

図るとしているが、学生のキャリア支援に関する環境の変化に迅速かつ効果的に対応する意

味からも、就職活動を支援する専門部署の設置などの検討が望まれる。 

 

3-3 専攻分野における資格取得率の向上と取組みの成果 

○小項目 

3-3-1.資格取得率は目標とする水準にあるか 

3-3-2.資格取得率の向上に向けた取組みはあるか 

3-3-3.資格取得率についての結果を分析し、教育活動及び学生支援の改善を図っているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・国家試験の合格実績は平成 28 年度はり師 95.2％（全国 83.5％）きゅう師 95.2％（全国

83.5％）であり、目標をほぼ達成する高水準を維持している。 

・公益社団法人東洋療法学校協会のはりきゅう実技評価試験を受験し、全国統一課題に対して鍼

実技、灸実技共に 100％合格の評価を受けている。 

・学生ハンドブックに資格・免許の内容、取得の意義を明確にして、年間学習内容を周知してい

る。各科目のシラバスには講義の目的、評価方法、履修の条件・注意、教科書・参考書、担

当者からのアドバイスなどを明示している。 

・3 年次後期には総合講座を設けて資格・免許取得へ向けた内容の授業を展開している。また、

実技認定試験に向けて鍼灸実習Ⅳおよび鍼灸臨床実習において臨床的実技指導を展開してい

る。さらに、公益社団法人東洋療法学校協会主催の全国統一模擬試験を受験して全国水準と

の比較を行っている。 

・鍼灸科Ⅰ部では 1 年次に手話、大師流小児はり、メディカル・ハーブ、社会人のための日本語

トレーニング、サービス介助、2 年次に中医学、現代鍼灸、経絡治療、病態生理Ⅰ（内科診
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断学）、病態生理Ⅱ（整形外科学）、スタビライゼーション・ドラウタビリティー、スポー

ツトレーナー講座、3 年次に美容鍼灸、スポーツアロママッサージなどの特別講座を設けて

いる。また、東京医科大学医学部人体構造学分野において解剖見学実習を行っている。さら

に、kuretake 塾の問題演習を行い基礎力充実に努めている。 

・国家試験の不合格者には聴講生制度を設けており、実技を除く座学科目を無料で聴講すること

ができる。また、国家試験対策予備校 Kuretake 塾を有料で開校している。 

・設置法人 3 校の国家試験自己採点データと合格率データを呉竹学園教育センターで集約し、結

果分析と問題点、今後の課題を抽出している。データを各教員が共有して個々の学生指導に

役立てている。また、「国家試験の臨床系総合問題への対策と授業への応用の検討」を事業

計画の重点課題としている。 

○特長として評価する点： 

・国家試験合格率は全国水準と比較しても高い水準を維持している。また、公益社団法人東洋療

法学校協会のはき実技評価委員会より、はりきゅう実技評価試験を受験し全国統一課題に対し

て全国水準と比較しても高い水準を維持している。 

○更なる向上を期待する点：  

・聴講生制度は、手続きはしっかりと行われているが、根拠となる規定とともに現状の手続きを

明文化することが望まれる。 

 

3-4 退学率の低減と取組みの成 

○小項目 

3-4-1.退学率は目標とする水準にあるか 

3-4-2.退学率の低減に向けた取組みはあるか 

3-4-3.退学率及び退学要因を分析し、教育活動及び学生支援の改善を図っているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・退学率については、数値目標等ではなく減少させることを目標としている。添付された 3 ヵ年（26 年度～

28 年度）の退学率は増加傾向にある。 

・退学率の推移、要因及び各学年における退学者数などの傾向をまとめ、平成 29 年度の退学率の低減

に向けた取組に反映させている。 

○更なる向上を期待する点：  

・当該専門学校では、学業不振への早期対策として学習意欲を高め、資格取得の動機付けを図ることを 

目的として入学前授業の充実に取組んでいる。退学率低減には全学的な取組みが不可欠であり、数値 

目標を具体的に事業計画に掲げるなど、今後の取組に期待したい。  

3-5 卒業後の専攻分野におけるキャリア形成への適応性、効果 

○小項目 

3-5-1.卒業生や就職先等の関係者に、卒業時の知識・技能の卒業後のキャリア形成への適応

性、効果などについての意見聴取を行っているか 

3-5-2.卒業生や就職先等の関係者からの意見聴取の結果を教育活動の改善に活用しているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・卒業生の主な就職先でもあるインターンシップ受入先へ直接訪問し、社会の求める鍼灸師のス

キルについて口頭で意見聴取を行っている。 
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○更なる向上を期待する点：  

・インターンシップ受入先からの聴取内容は、記録し、関係者において情報共有するなど組織的

な取組みが望まれる。また、当該専門学校では、インターンシップ受入先の訪問件数を増や

すことに合わせ、学生の卒業時の知識・技能と卒業後の初期キャリアに関する意見聴取を平

成 29 年度の課題としており、今後の更なる取組みに期待したい。 

・平成 30 年度に卒業生のキャリア形成への適応性、効果について、臨床実習受入先と同窓会を

通して卒業生にアンケートを行うとしている。これらの調査結果を教育活動の改善に効果的

に結びつけられるよう着実な実施が望まれる。 

 

3-6 卒業生の専攻分野における社会的評価 

○小項目 

3-6-1.就職先等の関係者から、卒業生の活動実績などの状況把握を行っているか 

3-6-2.卒業生の活動実績を踏まえ、教育活動等の改善に取り組んでいるか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・インターンシップ受入先への訪問時に、卒業生全体数からみれば聴取数は少ないものの卒業生

の活動状況を聴取し、状況を直接把握している。 

・設置法人主催の呉竹医学会における卒業生の研究発表・症例報告は、抄録で確認している。 

また、全日本鍼灸学会等の学術大会で卒業生の発表については、各団体の機関紙で確認してい

る。 

・学校案内、ホームページ、当該専門学校が運営するＳＮＳ、同窓会報「くれたけ」において、

卒業生のインタビューを実施して活動状況を紹介している。 

○更なる向上を期待する点：  

・卒業生の活動実績を踏まえた教育活動等の改善は、学校関係者評価委員会や教育課程編成委員

会における卒業生の意見によるものに留まっていることから、今後は意見を求める卒業生の

範囲を広げるなどの取組が望ましい。 

 

 

区分２ 教育環境等に関する評価項目 

基準４ 教育環境 

4-1 専攻分野における教育上の必要性に対応した施設・設備 

○小項目 

4-1-1.施設・設備は教育上の必要性に対応できるよう整備しているか 

4-1-2.専攻分野の教育に必要な専門書及び参考図書を図書室に配架し、学生に必要に応じ閲覧でき

るような環境を提供しているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・施設・設備、機器類等は専修学校設置基準及び指導要領に定められた基準に適合している。 

・学生の学習支援施設として、図書室及びＰＣを設置した自習室などを配置している。図書室内

に図書の閲覧スペース及び自習室を設けている。図書は法定 1,000 冊に対し、専門書 4,773

冊を蔵書している。 

 また、学生の休憩・食事スペースとして 4 階と 7 階に学生ホールを設けるなど学生のための厚

76



 

- 13 - 

 

生施設を充実させている。 

・施設内はバリアフリーに配慮した設計となっており、1 階ロビーには視覚障害者向けの点字ブ

ロックを設置し、エレベーターには階層を示す点字表示を行っている。ユニバーサル仕様の

トイレを地下 1 階、1 階、4 階に設置している。 

・実技実習室、教員室、食事のスペースとなっている学生ホールには手洗い設備を設けている。

各階には男女各トイレを設置し、日常清掃を行って衛生管理を徹底している。 

・附属施術所の脇に臨床医学実習室を設置して臨床実習に関する講義やミーティングなどを行え

るようにしている。附設のクリニックは、学生の臨床実習の一環として見学や陪席ができる

ようにしている。 

・施設・設備等は日常点検、隔月の巡回点検及び法定点検を行うとともに、補修等が必要な事案

は、外部委託業者と業務契約を締結して補修等を行っている。 

○特長として評価する点： 

・5 階の柔道場兼多目的ホールは 300 人を収容でき、授業で使用する他、講演会や卒業式などの

学校行事に使用している。4 階の学生ホールはオープンテラスを附設し、屋外の開放感を工夫

している。 

・臨床実習を充実させるために臨床医学実習室を設置する他、クリニックを附設している。 

・専門図書の蔵書数をはじめ視聴覚資料も充実している。 

○更なる向上を期待する点：  

・当該専門学校では良好な教育環境を維持するための施設・設備等の改修計画の策定を課題とし

ており、建物診断などで施設、設備の現状を十分把握の上、長期建物修繕計画を策定するこ

とが望まれる。 

 

4-2 学校における安全対策 

○小項目 

4-2-1.学校における安全管理体制を整備し、適切に運営しているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・学校安全計画を定め、適切に運用している。学校のリスクを分類し、授業中を含む対応マニュ

アルを危機管理マニュアルとしてまとめ、教職員の行動基準としている。外部警備保障会社

と契約して、校内への侵入者に対する自動通報システムや重要施設設備の異常通報システム

を稼働させている。 

○更なる向上を期待する点：  

・防犯体制の課題として内規の制定を目指しており、また、危機管理マニュアルの見直しととも

に安全管理における担当教員の割当てを明確にするとしている。安全管理体制の問題解消に

向けたさらなる取組に期待する。 

 

4-3 防災に対する組織 

○小項目 

4-3-1. 防災に関する組織体制を整備し、適切に運営しているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・消防計画は平成 28 年度に見直しを行い所轄の消防署に届出している。消防・避難訓練は年 2
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回実施し、実施要項及び参加者数の記録を保存している。実施後に教職員にアンケートを実

施して次の計画に活用している。 

・消防施設等の整備及び保守点検は外部業者と委託契約を締結し、適切に実施している。改善が

必要な事項についてはリスト化して対応している。 

・大規模災害時における地域等との連携体制は、消防・避難訓練時にさいたま市の公園管理局の

許可を得て、実際に一時避難所となる鐘塚公園に避難している。東日本大震災の経験に基づ

いて食料や飲料水の備蓄を進めているが、地域等との連携が課題である。 

・教職員及び非常勤講師には危機管理マニュアルを配布し、周知している他、消防避難訓練の際

に防災マップの確認、通報訓練及び消防・避難誘導訓練を行っている。学生には、各教室内

に消火器及び消火栓の配置図及び初期消火の手順を掲示し、訓練時に再確認をしている。 

○特長として評価する点： 

・消防・避難誘導訓練を昼間部の時間帯と夜間部の時間帯に分けてそれぞれ実施している。 

○更なる向上を期待する点：  

・非常用の食料や飲料水の備蓄に関しては、学校が必要と定めたものを備蓄し、必要に応じ適宜

更新することが望まれる。 

・大規模災害時における地域等との連携については、一時待機場所として市民に校舎を開放する

などについて、さいたま市に相談しながら今後の対応を検討するとしている。社会的な役割

を担う学校として今後の地域連携の推進に期待したい。 

 

 

基準５ 学生支援 

5-1 学生の健康管理 

○小項目 

5-1-1.学生の健康管理を行う組織体制を整備し、適切に運営しているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・学校保健計画を定め、附設のクリニックの副院長（内科医）を学校医として選任し、保健室を

整備し教員による初期対応を行い、利用者の状態を報告書に記載している。 

定期健康診断を毎年 4 月に実施している。所見のある学生には学校医より検査が必要となる旨

を個別に書面により通知している。また、健康に関する啓発及び教育は 1 年次の「保健と医療

Ⅱ」において健康に関する教科教育により行っている。 

・心身の健康相談は教員が取り扱える範囲で対応している。心理的なサポートが必要となる領域

については、一時的に附設のクリニックや近隣の心療内科の受診を勧めている。 

・近隣の医療機関との連携は、附設のクリニック及び状態に応じて適切な医療機関を受診させて

いる。 

○特長として評価する点： 

・クリニックを附設しているため、医師による指示を迅速に仰ぐことが可能な環境にある。 

○更なる向上を期待する点：  

・当該専門学校では、学校保健計画を事業計画の中に位置づけ、今後、担当者を明記するなどし

て保健計画の内容を理解しながら進められるよう体制づくりを目指しており、学生の健康管

理に必要な業務を計画に基づき的確に進めることに期待する。 

・検討が進められている臨床心理士等の専任カウンセラーについては、教職員との連携や体制づ

78



 

- 15 - 

 

くりを進め、できるだけ早く配置することが求められる。 

 

5-2 学生生活の支援 

○小項目 

5-2-1.学生の経済的側面に対する支援制度を整備し、適切に運用しているか 

5-2-2.課外活動に対する支援制度及び体制を整備し、適切に運用しているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・学費の減免については、呉竹学園学費等の減免及び徴収猶予取扱規程により学業優秀者への減

免や経済的理由による減免をはじめ、学納金の徴収猶予や分割納付制度を設けている。 

・志願者及び在校生に対する授業料分割納入制度を除く公的支援制度も含めた経済的支援制度

は、募集要項やチラシに掲載して周知し、在学生が利用している全ての経済的支援制度の実

績を把握している。 

・呉竹学園同好会等登録規程により同好会の登録等を行い、顧問教員を配置して活動の指導、状

況を把握している。平成 28 年度は 9 団体の同好会が活動している。 

・同好会には同窓会より 1 団体に対して年間 2 万円の補助金が支給されている。 

○特長として評価する点： 

・奨学金とは位置づけていないものの、複数の学費減免制度を設けることによって実質的に学生

の経済的負担を減らし、学業に専念しやすい環境づくりを行っている。 

○更なる向上を期待する点：  

・授業料分割納入制度は学費の一括納入が困難になった場合の支援措置であることから、他の制

度とともに募集要項や学生ハンドブック等に掲載して、入学前に周知することが望まれる。 

 

5-3 学生相談 

○小項目 

5-3-1.学生相談に関する体制を整備し、適切に運営しているか 

5-3-2.留学生が在籍する場合、相談体制を整備し、適切に運営しているか 

5-3-3.保護者と適切に連携しているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・平成 25 年度より 3 階教員室横に学生相談室を開設し、設置法人に所属する学校心理士に相談

しながら専任教員が対応している。特にプライバシーの保護が必要な相談については、1 階の

応接室を利用している。 

・相談室の利用に関する案内はリーフレット及びホームページにより行っている。 

・相談内容は記録し、適切に保存している。医療機関の受診が必要と判断した場合は附設のクリ

ニックの受診を勧め、その上で必要な医療機関を紹介している。 

・保護者との連携では、連絡体制を確保し、入学時と 1・3 年生の夏季休暇期間中に保護者会を

開催して学校の教育活動に関する情報を提供している。平成 25 年度より夏季休暇期間中の保

護者会から希望者への個別面談を実施している。その他、成績や出席状況等に応じ、保護者

宛て文書にて適切に情報提供している。 

○更なる向上を期待する点：  

・主に学業や学校生活に関する相談は、クラス担任や科目担当者以外にも応じることができる体
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制を敷いているが、更に体制を見直し、組織的な対応が求められる事例については必要に応じ

て会議等においても協議できるように改善を図ることを課題としており、今後の、相談体制の

見直しによる相談機能の充実に期待したい。 

・保護者との連携の重要性から、連絡体制の在り方やホームページに保護者向けのサイトの開設

など、入学前の段階から連携について理解が得られるように検討を進めるとしている。積極

的、効果的、また迅速なアプローチによる保護者との連携の強化に期待したい。 

・メンタルに問題を抱えた学生支援には専門知識が必要であり、臨床心理士等専任カウンセラー

の配置実現に向けた検討が求められる。 

 

5-4 卒業生・社会人学生への支援 

○小項目 

5-4-1.卒業生への支援体制を整備し、適切に運営しているか 

5-4-2.社会人学生への教育環境を整備し、適切に運営しているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・平成 21 年度に同窓会規程を整備し、同窓会の庶務を学校事務局が担当して活動を支援、把握

している。また、呉竹医学会は卒業生の研究発表の場として開放している。 

・ホームページに求人情報を掲載する他、再就職の相談は随時行っている。生涯学習の一環とし

て公開講座を開催し、臨床を中心に各方面に情報発信を行っている。 

・社会人学生を対象とした鍼灸科Ⅱ部を設置している。当該学科は、厚生労働省の専門実践教育

訓練給付金の支給対象講座に認定されている。 

・大学・短大、医療系専門学校等の既卒者には、学則に基づいて基礎分野の科目の単位互換を行

い、学業の負担軽減を図っている。長期休暇中も午後７時半まで図書室や自習室を開放して

いる。就職に関する個別進路指導はⅠ部（昼間部）在校生と同様に行っている。 

○特長として評価する点： 

・附属施術所とクリニックを卒後臨床施設として登録して卒後研修生の受入を行なっている。 

○更なる向上を期待する点：  

・同窓会の活動を活性化して、学校と連携した卒業生の支援を課題とし、対応策として、卒業生

向けの学校ホームページのブログやソーシャルネットワークによる情報発信を充実させて研修

の場を広く提供することやなど検討している。これらは、就職活動中の卒業生への支援情報も

発信するように改善するとしており、今後の積極的な支援活動の展開に期待したい。 

 

 

区分３ 内部質保証に関する評価項目 

基準６ 内部質保証 

6-1 学校評価の実施と結果の公表 

○小項目 

6-1-1.自己評価の実施体制を整備し、自己評価を実施し、結果を公表しているか 

6-1-2.学校関係者評価の実施体制を整備し、学校関係者評価を実施し、結果を公表しているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・自己評価は、学則及び呉竹学園学校評価実施規則に規定し、自己評価委員会を設置して実施し
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ている。自己評価委員会は毎年度 5 月に自己点検・評価を行い、取組み事項の進捗状況の確

認を行っている。 

・学校関係者評価は、呉竹学園学校評価実施規則に基づき、各選任区分から委員を選任し、学校

関係者評価委員会を設置して実施している。学校関係者評価委員会は毎年度 2 回開催し、1 回

目は自己点検・評価の結果に対する評価、2 回目は重点課題への取組みに対する中間報告を受

けた助言についての審議を行っている。 

・自己評価と学校関係者評価の結果は、それぞれ報告書にまとめ内部公表するとともに、概要を

ホームページで公表している。 

 

6-2 学校評価に基づく改善の取組 

○小項目 

6-2-1.学校評価の結果をフィードバックし、学校教育と学校運営の質の改善と向上のための取

組を組織的かつ継続的に行っているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・プラン（P）となる事業計画書や規則等に基づいて、学校運営と教育活動を行い（D）、実施し

た結果や効果について自己点検・評価と学校関係者評価を行い（C）、評価結果によって事業

計画の策定や規則等の改定を行う（A）サイクルが機能するように、平成 29 年度からは自己

評価委員会を毎月開催している。 

○特長として評価する点： 

・今回及び前回（平成 27 年度に柔道整復師養成分野）のモデル事業での経験を設置法人内の他

校にも広め、情報を共有し、自校では気付かない課題の発見や解決の糸口を見つける努力を明

記し、設置法人内の全校が同じ基準で学校評価を実施できるよう働きかけている。 

・自己評価委員会では、次年度の自己評価に携わる教職員を増やし、業務の中で円滑に自己評価

報告書を作成できる体制を整えることなどを毎月の委員会で審議している。また、自己評価

実施体制において事業計画書に沿った事業報告書を作成することで、日常業務の遂行結果が

即時に自己評価の検討資料となるよう工夫している。 

 

6-3 教育情報の公開 

○小項目 

6-3-1.教育情報に関する情報公開を積極的に行っているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・文部科学省の「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」に沿って、ガイ

ドラインに規定するすべての情報をホームページに掲載して公開している。 

・職業実践専門課程の認定要件に規定する、別紙様式４職業実践専門課程の基本情報をホームペ

ージに掲載して公開している。平成 29 年 10 月に改訂様式に更新している。 

○特長として評価する点： 

・情報公開はホームページにより行う他、ブログ、ツイッター、フェイスブック及びラインなど

のソーシャルネットワークを積極的に活用している。 

○更なる向上を期待する点： 

・保護者、学校関係者等への情報発信を充実させるとしている。一層の情報公開に期待したい。 
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6-4 関係法令・専修学校設置基準等の遵守と適正な学校運営 

○小項目 

6-4-1.法令や専修学校設置基準等を遵守し、適正な学校運営を行っているか 

6-4-2.個人情報の保護のための対策をとっているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・専修学校設置基準及び指導要領に基づいた学校運営を行い、必要な規則・規定等を整備し、適

正に運用している。学則の変更をはじめ学校運営に必要な諸届は法令に基づいて適正に行っ

ている。 

・ハラスメント等の防止では、就業規則にセクシャルハラスメント禁止条項を明記し、該当事例

と被害を受けた場合の対応を記述して教職員に周知している。 

・コンプライアンスの維持に関しては設置法人が弁護士・監査法人と顧問契約を締結し、必要に

応じて相談をしている。税務申告・労務関係については税理士法人・社会保険労務士法人の

指導を受けている。 

・教職員には法令遵守する旨を就業規則に規定しているが、研修・教育は行っていない。学生に

は教育課程の「保健と医療Ⅰ」において、関連法令の遵守について教授している。 

・個人情報保護では、個人情報保護方針に基づき規程を整備している。また、ホームページ上に

保護方針（プライバシーポリシー）を掲載している。個人情報管理に関する啓発及び教育

は、情報セキュリティー対策の一環として教職員に対する教育を順次実施して、徐々に教職

員のセキュリティーのレベルを上げる計画を立てている。 

○更なる向上を期待する点： 

・コンプライアンス維持のための相談窓口の設置では、学生に対し、平成 30 年度から、教職員

に対しては、設置法人事務局において設置する方向で検討しており、着実な整備が望まれ

る。 

○改善を求める点： 

・ハラスメント等の防止は、セクシャルハラスメントだけでなく他のハラスメントンついても規

定し、学生、教職員に周知することが求められる。 

 

 

区分４ 学校運営に関する評価項目 

基準７ 学校運営・財務 

7-1 運営方針・事業計画・予算 

○小項目 

7-1-1.運営方針・事業計画・予算・重点目標を適正な手続きで決定しているか 

7-1-2.運営方針と事業計画・予算・重点目標を文書化し、教職員に周知・徹底しているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・事業計画は理事会において審議、決定している。事業計画には教育理念を達成するための運営

方針を掲載し、平成 29 年度からは重点課題ごとに目的・目標、対象者、実施内容、進捗管理

方法、責任者・担当者等も掲載して教職員に周知・徹底している。 

また、学校全体及び各科においても国家試験合格率及び認定実技試験合格率、学校説明会の受

82



 

- 19 - 

 

入目標、就職内定率などを目標とした重点課題に関する計画を立て、自己評価委員会におい

て、進捗管理を行っている。 

○更なる向上を期待する点： 

・学校の運営方針、事業計画、重点課題は事業計画書に掲載し教職員に周知しているが、設置法

人の方針や重点目標は教職員にこれまで配付されていなかったことから、今後、設置法人の方

針を教職員に資料配付することを進めるとしており、確実な周知が求められる。 

 

7-2 学校運営組織の整備 

○小項目 

7-2-1.学校運営組織を適正に運営しているか 

7-2-2.人事、給与に関する制度を整備し、適正に運用しているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・理事会、評議員会は、寄附行為に基づく開催の他、規則・規程の改正や不動産の購入・処分に

関する重要な決定等、適切に開催している。 

・理事会、評議員会の議事録はその都度作成し、議事録署名人（理事会については出席理事全

員）の署名の上、法人事務局で保管している。寄附行為は理事会、評議員会の議を経て改正

している。 

・組織運営、意思決定に必要な規程は設置法人である呉竹学園の規程として定め、設置校に共通

に適用し、適正に運用している。 

・事務職員の資質向上に向けた取組として、主に会計処理に関係する業務の内部統制の強化を図

るため、監査法人の指導のもと改善を行いながら業務フローチャートを作成している。 

・採用手続は就業規則に規定し、設置法人により行っている。人事考課は法人事務局による素案

により平成 29 年度からの導入を目指して基準・規程等の整備を進めている。給与の支給等は

給与規程により適正に運用している。 

○更なる向上を期待する点： 

・平成 28 年 4 月より組織に関する規程整備を行っており、現在、自己評価活動を通して、規程

等の運用状況の確認を行うとともに、業務の見直しを含めた検討が進められている。規程等に

基づく適正かつ円滑な学校運営に期待したい。 

・事務員の業務の更なる質向上を目指して外部研修への参加を推進するとともに、業務マニュア

ルの作成を進めて業務の共有化を図ることを課題としており、今後の確実な実施に期待した

い。 

 

7-3 財務運営 

○小項目 

7-2-1.学校及び法人運営の中長期的な財務基盤は安定しているか 

7-2-2.予算編成及び予算執行を適切に行っているか 

7-2-3.監事による監査を適正に行っているか 

7-2-4.財務情報を適切に公開しているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・財務関係比率の目標を定めていないが、財務比率は良好であり、繰越収支差額も十分にあるこ
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とから、財務基盤は安定している。 

・予算編成は、経理規程に基づき編成し、理事会の審議を経て決定している。事業計画等と予算

の整合性を図るために、平成 29 年度から事業計画書の充実と予算明細書の作成を目標に掲げ

て取組んでいる。予算執行は毎月執行状況を確認し管理している。 

・監事が設置法人の業務及び財産状況を監査し、監査報告書を作成し、理事会・評議員会に報告

している。外部監査は実施していないが、平成 27 年度より監査法人により財務諸表の確認を

受け、計算書類等調査報告書の提出を受けている。 

・平成 19 年度より情報公開規程を整備し、公表用の資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸

借対照表及び事業報告書を作成している。平成 24 年度より財務情報をホームページで公開し

ている。 

○特長として評価する点： 

・外部からの借入はなく、繰越収支差額も十分にあることから、財務基盤は安定している。 

○更なる向上を期待する点： 

・事業計画と予算の整合性を図ることが課題であり、事業計画と予算制度の連携の確立が求めら

れる。また、予算に関する規定は経理規程に記載があるが、経理規程は学校法人会計基準改

正に即した見直しが必要である。 

・予算超過が見込まれる場合は、適切な補正措置が望まれる。 

・予算の執行管理に関する自己評価報告書の記述は、学校部門としてだけでなく設置法人全体と

しての記述も望まれる。 

・監査は監事監査の充実をはじめ、外部監査の導入を検討することが望まれる。 

 

 

区分５ 任意の評価項目 

基準８ 地域貢献・社会貢献 

8-1 社会貢献・地域貢献 

○小項目 

8-1-1.学校の教育資源を活用した社会貢献・地域貢献を行っているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・学校が保有する教育資源を活用し、関係する企業、業界団体、学会、学校協会等の活動を通じ

て広く社会に貢献する姿勢で対応している。 

・学校附属施術所において卒後研修を行っている。関係先では公益社団法人日本鍼灸師会及び全

日本鍼灸マッサージ師会に施設を貸出している。また、学園祭には、公益社団法人埼玉県鍼

灸師会と連携して教室内に一般参加者を対象とした鍼灸体験コーナーを設置した。 

・高等学校のキャリア教育への協力は、専門業者または高等学校の進路指導主事を通じて依頼を

受け、教職員を派遣している。学校見学についても積極的に受け入れ、体験授業を行ってい

る。 

・市民向けの公開講座はまだ実現していないが、桜木地区社会福祉協議会主催の「福祉講演会」

に鍼灸科の教員を派遣している。 

○更なる向上を期待する点： 

・今後、社会貢献・地域貢献への取組の姿勢を方針としてまとめ、事業計画に掲載して教職員へ

周知を図ることを課題としている。成文化した方針に基づく社会貢献・地域貢献への努力に
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期待したい。 

 

8-2 ボランティア活動 

○小項目 

8-2-1.学生のボランティア活動を奨励し、具体的な活動支援が行っているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・ボランティア活動は、外部からの依頼を事務局が受け、内容に応じて各科に担当者を設けて学

生募集の受付を行っている。学校に依頼のあったボランティアは活動内容と学生、教職員の

参加人数などの実績を把握している。教職員による災害ボランティアは関係者から評価を得

ている。 

・特待生制度の中でボランティア活動に参加した学生の評価を「学業以外での活動」の評価とし

て取扱えるよう、選考基準の一部を見直すとして、学生のボランティア活動を学校が積極的に

奨励、評価する姿勢を示している。 

○更なる向上を期待する点： 

・医療人材の養成組織として、ボランティアをはじめとした社会活動への参加は、特に災害時を

中心に社会的な要請があることから、学校としての今後の更なる取組に期待したい。 
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Ⅰ 評価結果 

四国医療専門学校（以下「当該専門学校」という。）から提出された自己評価報告書、参照資

料による書面調査及び訪問調査により行った評価の結果、当該専門学校は平成 29 年度文部科学

省受託事業における職業実践専門課程・分野横断的な第三者評価モデル事業において設定したす

べての評価基準を「満たしている」ことを確認した。 

 

 

Ⅱ 総 評 

区分 1 教育活動と成果に関する評価項目 

当該専門学校の設置法人である学校法人大麻学園は、昭和 31（1956）年開設の香川県指圧学

校を起源としている。この学校は、開設当時から今日に至るまで、中国・四国地方で唯一の晴眼

者対象のあん摩マッサージ指圧師養成施設である。平成 12（2000）年に鍼灸学科と柔道整復学

科を開設した際に、現在の四国医療専門学校と改称した。現在までに、理学療法学科、作業療法

学科、看護学科、スポーツ医療学科を設置し、総合的な医療技術の教育機関となっている。 

当該専門学校では、医療人としての「自律・信頼・貢献」を教育理念として掲げ、教育目的、

教育目標、教育方針及び育成人材像を明確に示すとともに、あん摩マッサージ指圧師、はり師及

びきゅう師に係る学校養成施設認定規則（以下「認定規則」という。）及び職業実践専門課程の

認定要件に基づいて教育課程を編成している。その授業計画（シラバス）では、毎回の学習方法

や成績評価方法を明記し、学生に周知を図っている。また、関連業界と連携した実習にはきめ細

かい指導体制をとり、客観的臨床能力評価（ＯＳＣＥ）も実施している。更に、授業評価による

授業改善を進め、教員の資質向上に向けた研修や自己啓発の機会も設けている。 

このような取組の成果として、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師国家試験は全国平

均を大きく上回る合格実績をあげ、就職率も 100％を達成している。 

※ 客観的臨床能力評価（OSCE）とは 

 OSCE（オスキー）とは、Objective Structured Clinical Examination の頭文字をとったもの。 

判断力・技術・マナーといった基本的な臨床技術を客観的に評価するため、実際の現場で必要とされる

臨床技術の習得を適正に評価する有効な方法とされている。 

 

区分２ 教育環境等に関する評価項目 

施設・設備・機器類等は、専修学校設置基準をはじめ関係法令等に定められた基準に適合して

いる。特に施設・設備はゆとりを持って設けてあり、バリアフリー化や衛生設備の設置、学生用

の休憩室を設けるなど、キャンパスとして良好な環境を整えている。 

学校の安全管理や防災対策については、事故発生時の対応策や消防計画の策定、地元の町の行

う防災訓練に教職員が参加、学生にＡＥＤ講習の実施などを行ってきているが、学校安全計画を

策定するとともに、学生も参加する防災訓練を実施することが望まれる。 

学生の健康管理については、学校保健計画が未だ定められていないが、定期健康診断や有所見

者に対する対応は図られており、カウンセリングを担当する臨床心理士も嘱託している。 

学生の経済的側面に対する支援としては、一定条件下での入学金や授業料の減免制度を設けて

いるほかに、授業料の分納制や延納制度を設けている。 

学生相談は基本的には担任が当たるが、ケースによって外部の臨床心理士が対応する仕組みに

なっている。また、保証人とは成績通知等の連絡のほか、年２回、学科開放日として授業参観と

89



 

- 2 - 

 

面談の機会を設け、連絡を密にとるようにしている。 

同窓会組織は学科別に設けられており、定期勉強会、講演会等を開催しているほかに、職員室

で、再就職やキャリアアップ相談などにも対応するようにしている。 

 

区分３ 内部質保証に関する評価項目 

毎年度、自己評価と学校関係者評価を行っており、その結果は運営会議に報告し、学校ホーム

ページにも掲載している。その中で、改善を求められた事案について対応が図られているが、Ｐ

ＤＣＡサイクルによる組織的な取組を更に進めることが望ましい。 

教育情報の公開については、文部科学省の「専門学校における情報提供等への取組に関するガ

イドライン」に沿って教育情報を公開している。 

学内のコンプライアンスに関する問題については、専修学校設置基準及び関連法令に基づき必

要な規程等を整備し、監督官庁への申請・届け出についても速やかに行っている。 

ハラスメント関連の取扱いについては就業規則で規定を設け、学生に対しては入学時のオリエ

ンテーションで注意を喚起している。また、個人情報保護についても、運用管理に留意している。 

 

区分４ 学校運営に関する評価項目 

学内各部署の事業計画案と予算案は、各学科・部署で立案され、管理者が取りまとめて、理事

会及び評議員会で審議・決定している。 

学内の意思決定については、事務及び教務組織に関する学園業務規程、教職員組織規程、稟議

規程を制定し、主要な会議については会議等規程でその目的や構成員を規定している。 

このように学校運営に関する諸規程は比較的よく整備され、必要に応じ寄附行為や学則なども

改正されている。 

職員の資質向上を図るため、平成２８年度から人事考課制度を導入し、組織力強化を図るよう

努めているが、さらに機動性のある組織づくりを目指している。 

法人の財務運営については、平成２８年度の財務数値が良好であることから、財務基盤は安定

しているとみられる。ただ、近年、収入が減少傾向にあることから、その原因分析と対策を図る

ことを検討することが望ましい。また、予算規程や経理規程の整備を進める必要がある。 

 

区分５ 任意の評価項目（地域貢献・社会貢献） 

教育理念に基づき、これまで様々な社会貢献・地域貢献を行ってきている。 

近年では、厚生労働省の教育訓練給付制度に基づく指定講座の開設、業界団体、同窓会の定期

勉強会などで、施設開放を行っている。また、県内の公立高校の授業に教員を派遣している。ほ

かにも健康教室、認知症カフェ、看護学科公開講座などを開催している。 

学生のボランティア活動として、ボランティアマッサージ、国体へのトレーナー派遣など行っ

ている。学校の認めた活動参加者は公休扱いとしている。 
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Ⅲ 中項目の評価結果 

 

区分Ⅰ 教育活動と成果に関する評価項目 

基準１ 教育目標 

1-1 教育理念、目的 

○小項目 

1-1-1.教育理念・目的を定め、広く周知を図っているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由：  

・教育理念は学生便覧、学校案内、学校ホームページに明記し、目的は学則第 1 条に定めている。 

・教育理念と目的に沿って、鍼灸マッサージ学科、鍼灸学科（1 部・2 部）、柔道整復学科（1 部・2 部）、理

学療法学科、作業療法学科、看護学科及びスポーツ医療学科を設置している。 

・各学科の教育目標は授業概要に具体的に年次ごとの目標等を明示し、学生に周知を図っている。 

・教育理念、目的は学校案内等の広報媒体に掲載するほか、オープンキャンパスや入学時のオリエンテ

ーション等で説明し周知を図っている。 

・平成 22 年に教育理念の文言を見直し、より具体的でわかりやすい表現に変更している。また、変更の趣

旨を全教職員に説明し、新教育理念が浸透するよう努めている。 

 

1-2 育成人材像と関連業界の人材ニーズ 

○小項目 

1-2-1.育成人材像が明確であり、関連業界の人材ニーズに適合しているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・公益社団法人日本鍼灸師会の倫理綱領をもとに、鍼灸師業界の求める知識・技術、医療技術者にふさ

わしい態度や倫理観を持つことなどの人材要件を設定している。 

・事業計画・行動計画において、関連業界の要請や変化に対応した具体的な取組を計画するよう努めて

いる。 

○更なる向上を期待する点： 

・関連業界の求める知識・技術、技能、態度等の具体的な人材要件については、状況の変化を的

確に把握し学生に明確な認識を持たせるよう授業概要や学生便覧で説明することが望ましい。 

 

1-3 入学者の受入れ方針 

○小項目 

1-3-1.求める学生像、入学者の受け入れ方針を明確に定め、公表、周知しているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・平成 21 年 3 月に入学者の受入方針をアドミッションポリシーとして定め、募集要項やホーム

ページで明確に掲げて周知を図っている。 

・入試の面接や作文試験でアドミッションポリシーに関する受験者の認知状況を確認してい

る。 
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基準２ 教育活動 

2-1 教育理念、目的に沿った教育課程の編成・実施方針 

○小項目 

2-1-1.教育理念、目的に沿った教育課程の編成・実施方針を定めているか 

2-1-2.企業等の人材ニーズに対応した目標設定を行っているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・教育課程の編成に当たっては、教育課程編成員会規程に定める教育課程編成のルールに基づ

き、基礎分野・専門基礎分野・専門分野の 3 領域に分け、習得する内容、その目的、達成目標

を定めている。 

・学生に配付する授業概要において、教育課程の編成・実施方針、履修規程を明示し、学年ごと

の教育到達レベルの考え方を示し、段階的に目標を達成させるようにしている。 

○更なる向上を期待する点： 

・平成 30 年の厚生労働省の認定規則及び指導要領の一部改正を踏まえ、教育目標を達成すると

いう観点から各科目の意義や位置付けを授業計画等により明確に示されることが望ましい。 

・近年の傾向として、高齢者医療やスポーツ医療の分野で、あはき師の活躍の場が広がっている

ことから、教育課程の実施内容や目標設定のあり方を見直すことを課題としており、適切な対

応を図ることを期待したい。 

※ 「あはき師」とは 

 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師を総称して、「あはき師」といっている。 

 

2-2 専攻分野における企業等との連携体制を確保した教育課程の編成 

○小項目 

2-2-1.教育課程編成委員会及び企業等との連携体制を確保して教育課程を編成しているか 

2-2-2.実践的な職業教育を行う視点で企業等との連携体制を確保し、教育内容・教育方法・

教材等を工夫しているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・教育課程編成委員会の委員に地元の鍼灸マッサージ師会や鍼灸師会の役員、企業経営者等を

参加させ、職業実践的な教育課程を編成するための体制を整え、年２回教育課程編成委員会を

開催し、定期的な教育課程の編成と見直しの参考にしている。 

・教育課程の編成にあたっては、専任教員からの意見を聴取し、教育課程編成委員会、非常勤

講師会議の助言も踏まえて、学科案の取りまとめを行い、学園理事会の承認を受けて監督官庁

に申請している。 

・授業計画については、毎回の学習方法、評価方法を掲載し、毎年度初めに学生に配布してい

る。 

・実技実習室は厚生労働省の認定規則及び指導要領に定められた基準・教材を設置し、衛生的

で効果的な環境とするよう整備している。 

・入学者の多くが将来独立し開業することを目指していることから、開業あはき師として実績

のある講師を招聘して授業科目を設定するように努めている。 
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2-3 専攻分野における実践的な職業教育の実施 

○小項目 

2-3-1.企業等と連携して実習、実技、実験又は演習等を行っているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・平成 28 年度は 5 つの施術所から講師を招聘して実習・実技を実施している。 

・厚生労働省の認定規則及び指導要領の改訂に対応し、平成 30 年度からの学外での臨床実習を

実施するため 3 年間の実習計画を策定し、実習予定施設の交渉や指導者資格講習の調整を行う

など、具体的に準備を進めている。 

 

2-4 専攻分野における実習施設、インターンシップの場等 

○小項目 

2-4-1.企業等と連携して、実習施設・インターンシップの場等の教育体制を整備しているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・実習については、臨床実習実施要綱で教育目標や行動目標のなかに意義や位置づけを説き、成

績評価の方法についても具体的に示している。 

・臨床実習ノートを整備し、実施要綱、実習予定表、注意事項、実習記録の記述法などを詳細に

説明し、学生に配布している。 

・毎年 9 月に非常勤講師会議を開催し、実習内容と指導体制などの教育改善を協議する場を設け

ている。 

○特長として評価する点： 

・はりきゅう臨床実習では、原則学生 1 名に対し 1 名の指導者を配置し、きめ細かい指導体制を

とるようにしている。 

・10 年以上前から、２年次の学年末に客観的臨床能力評価（OSCE）を実施している。 

 

2-5 授業評価 

○小項目 

2-5-1.授業評価の実施体制を整備し、実施しているか 

2-5-2.評価結果を各教員にフィードバックし、授業改善等に活用しているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・10 年以上前から、毎年 1 回、後期最終授業日に、全学科一斉にアンケート形式で授業評価を

実施している。 

・平成 29 年度前期から、学生の携帯電話端末を利用した Web 入力での授業評価を実施し、結果

は学科長より専任教員に開示している。 

・非常勤講師についても授業評価を実施し、結果は学科長が個別に面談して説明している。 

○特長として評価する点： 

・授業評価の結果を示された専任教員は、授業改善シートを提出し、次期の授業の改善を図っている。 
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2-6 成績評価・単位認定、進級・卒業判定の基準 

○小項目 

2-6-1.成績評価・単位認定、進級・卒業判定の基準を明確に定め、適正に運用しているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・成績評価・単位認定・進級・卒業判定の基準は、学則及び履修規程に定め、学生便覧と授業概

要に明記し学生に周知を図っている。 

・入学前の他の学校、養成施設等において履修した科目の当校における履修認定については、学

則に規定し、入学時のオリエンテーションで学生に説明することなどで対応している。 

・各授業科目の成績評価方法は授業計画中に示し、初回授業時に学生に説明している。 

・進級・卒業判定にあたっては、学科会議においてその要件を点検・確認し、教員会議の議を経

て校長が判定することにより、客観性・統一性の確保に努めている。 

 

2-7 教員の組織体制 

○小項目 

2-7-1.専攻分野における資格・要件を備えた教員を確保しているか 

2-7-2.教員の資質向上への取組を行っているか 

2-7-3.必要な教員の組織体制を整備しているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・学校ホームページに教員募集要項を掲載し、求める教員の資格や条件を明示している。 

・授業科目を担当する教員の情報を WAMNET に毎年度登録しており、四国厚生支局による指導調

査でも必要な資格を有する教員が授業を行っていることが確認されている。 

・教員の採用に当たっては、開業歴のあるベテランあはき師、地元大学医学部の教員や医師など

を採用している。また、地元の鍼灸師会の役職者を課外授業講師として招くなど、関連業界

の協力も受けながら、教育の質の向上に努めている。 

・教員の 1 週間当たりの授業時数は約 15 時間で、認定規則、指導要領を遵守している。 

・教員の資質向上に向けた取組として、平成 28 年度から人事考課制度を導入している。また、

教員研修規程を定め、外部の研修会受講や研究会に参加し自己啓発を促すようにしている。 

・教員の組織体制については、教職員組織規程、学園業務規程、稟議規程等を整備し、業務分担

と責任体制を明確にするように努めている。 

・すべての学科において、週 1 回、学科会議を開催し、必要に応じて授業科目の連携を確認して

いる。また、年 1 回、非常勤講師会議を開催し、科目担当教員間の連絡調整を行っている。 

 

※ 「WAMNET」とは 

  独立行政法人福祉医療機構が運営する福祉・保険・医療に関する総合情報サイト 

 

 

2-8 実務に関する企業等と連携した教員研修 

○小項目 

2-8-1.教員の専攻分野における実務に関する研修等を企業等と連携して組織的に行っているか 

○評価結果：基準を満たしている。 
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○評価の理由： 

・職員研修規程を定め、専攻分野における実務の研修を受けさせるように努めている。 

・研修は事業計画にも組み込まれており、東洋療法学校協会が毎年度主催する教員研修会に参加

し指導力の向上等に努めている。 

・業界団体等が主催する勉強会等に教員を参加させ、自己啓発や能力開発を促している。 

 

2-9 学生募集、入学選考 

○小項目 

2-9-1.入学者の募集活動を適正かつ効果的に行っているか 

2-9-2.入学選考基準を明確に定め、適正に運用しているか 

2-9-3.入学手続きは適正に行われているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・学校案内、募集要項に願書受付の開始時期を明示している。 

・学校案内において、各年次で履修する主要科目の説明、学生へのサポート体制、教員紹介、学

修成果としての資格取得や就職の状況などをわかりやすく紹介している。 

・選考方法はＡＯ入試、推薦入試、大学・社会人入試、一般入試、編入試験制度を設けている。 

・合否の決定は、学則に基づき学科会議と教員会議の議を経て学校長が決定している。 

・入学手続きは学則に基づき適切に行っている。 

・授業料の納付は入学後となっており、その旨募集要項にも明示されている。 

 

基準３ 学修成果 

3-1 専攻分野の教育活動における取組の成果 

○小項目 

3-1-1.学生が身に着ける知識・技術、技能、態度等は、養成しようとする人材像等の目標に対

して、取組みの成果を上げているか 

3-1-2.取り組みの成果をもとに教育活動等の改善を図っているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・授業概要において、人材要件と教育目標を定め、各授業科目に一般目標と行動目標を明示して

いる。また、医療人としての基本的な態度・習慣を身につけるため、臨床実習ノートにおい

て一般患者に対する実習にあたっての心構えを明記している。 

・現代医学及び東洋医学の基礎知識については、東洋療法学校協会が実施する統一模擬試験にお

いて全国平均を上回る実績を上げている。また、学校で行っている 3 年次の学力審査で一部

不合格者があったが、再評価では全員が合格している。 

・臨床で必要な技術・技能・態度については、東洋療法学校協会が実施するはりきゅう実技試験

で、1 名不合格となったが、再評価で合格し、３年生全員が一定の技能・態度を身につけてい

ることを確認している。また、学内におけるあんまマッサージ指圧、はり、きゅう実技総合

審査では、一部不合格者が出たが、再評価で全員が合格している。 

・平成 30 年度からの制度改正に対応し、臨床実習の時間数・単位数を大幅に増やし、一般協力

患者に対するあはき施術の機会を増やすこととしている。 
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○特長として評価する点： 

・東洋療法学校協会のはりきゅう実技試験に加えて、学内においても、はりきゅう実技総合審査

を実施し、学生の実技能力の検証を十分に行っている。 

 

3-2 専攻分野における就職率の向上と取組みの成果 

○小項目 

3-2-1.就職率は目標とする水準にあるか 

3-2-2.就職率の向上に向けた取組みはあるか 

3-2-3.就職率についての結果を分析し、就職指導・支援の改善を図っているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・毎年度の事業計画において、就職希望者の就職率 100％を目標設定し、過去 3 年間、達成して

いる。 

・高い就職率を保持するための取組として、情報共有システム、グループウエアを使い就職支援

部門と３年生担任教員が学生の進路決定状況をリアルタイムで把握できるようにしている。 

・年２回以上、４０社以上の企業等から採用担当者を招き職場説明会を開催し、情報交換を行う

など企業との連携体制をとれるようにしている。 

 

3-3 専攻分野における資格取得率の向上と取組みの成果 

○小項目 

3-3-1.資格取得率は目標とする水準にあるか 

3-3-2.資格取得率の向上に向けた取組みはあるか 

3-3-3.資格取得率についての結果を分析し、教育活動及び学生支援の改善を図っているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師国家試験は、いずれも合格率 100％と目標設定し

ている。平成 29 年 2 月実施の国家試験では全国平均を大きく上回る実績を上げている。 

・国家資格の内容や意義については、入学前教育として治療体験を課すなど職業理解をあらかじ

め深めさせるようにし、入学後の宿泊研修で資格取得の意欲醸成を図っている。 

・３年次の初めに模擬試験の年間計画を示し、学生が計画的に受験対策に取り組めるようにして

いる。また、模擬試験の結果は速やかに成績表を配布し、科目別得点や苦手な単元などを担任

教員がフィードバックし問題解決を図っている。 

・成績不振者を対象に放課後補習、レポート提出などを行わせ、苦手分野の成績改善を図り、学

力に応じた個別指導も行っている。 

・不合格の卒業者等に対しては、再受験者リストを整備し、無料の希望科目聴講、模擬試験参加

など、在校生と同等の指導が受けられるようになっている。また、遠隔地の卒業生に対しては

模擬試験を郵送でサポートしている。 
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3-4 退学率の低減と取組みの成果 

○小項目 

3-4-1.退学率は目標とする水準にあるか 

3-4-2.退学率の低減に向けた取組みはあるか 

3-4-3.退学率及び退学要因を分析し、教育活動及び学生支援の改善を図っているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・全学科平均の退学率 4％を目標として設定している。鍼灸マッサージ学科は目標を達成してい

るが、その他の学科は達成できていない。 

・退学理由を把握し、学科会議で報告し情報の共有化を図るとともに、退学に至る経緯と教員の

対応について資料を保存している。 

・欠席や遅刻の多い学生について出席管理教員から担任の教員に連絡体制、成績不振の学生に対

する指導、嘱託の臨床心理士によるカウンセリングの実施などの取組を行っている。 

○更なる向上を期待する点：  

・鍼灸学科は目標を達成しているが、他の学科においても退学率の目標達成が図れるよう更なる

取組が求められる。 

 

3-5 卒業後の専攻分野におけるキャリア形成への適応性、効果 

○小項目 

3-5-1.卒業生や就職先等の関係者に、卒業時の知識・技能の卒業後のキャリア形成への適応

性、効果などについての意見聴取を行っているか 

3-5-2.卒業生や就職先等の関係者からの意見聴取の結果を教育活動の改善に活用しているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・東洋療法学校協会が５年ごとに実施する「あはき師免許取得者の進路状況アンケート調査」に

協力し、鍼灸学科を含む 360 名の卒業生を対象に郵送によるアンケート調査を行った。 

・上記調査の結果をみて、新教育課程の臨床実習に医療機関、スポーツ施設、介護施設における

見学実習を組み込み、職域の拡大や高齢者対応などを意識した実習の準備を行った。 

 

 

3-6 卒業生の専攻分野における社会的評価 

○小項目 

3-6-1.就職先等の関係者から、卒業生の活動実績などの状況把握を行っているか 

3-6-2.卒業生の活動実績を踏まえ、教育活動等の改善に取り組んでいるか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・同窓会ホームページで卒業生の開業情報を発信している。 

・学校ホームページで、卒業生の活躍を紹介している。 

・海外で活躍する卒業生、プロスポーツ選手の専属トレーナー経験者、業界の要職に就いている

卒業生を講師として招き、記念講演や課外授業を行っている。  
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区分２ 教育環境等に関する評価項目 

基準４ 教育環境 

4-1 専攻分野における教育上の必要性に対応した施設・設備 

○小項目 

4-1-1.施設・設備は教育上の必要性に対応できるよう整備しているか 

4-1-2.専攻分野の教育に必要な専門書及び参考図書を図書室に配架し、学生に必要に応じ閲覧でき

るような環境を提供しているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・施設・設備・機器類は、専修学校設置基準をはじめ関係法令等に定める基準に適合している。 

・図書室・実習室等の設備は、関係法令に基づき整備している。 

・各校舎に学生のための休憩室を設け、厚生施設としての学生ホールを備えている。 

・各校舎にエレベータを設置し教室・廊下に段差をなくするとともに、手洗い設備等の衛生設備

などを設置している。 

・施設の法定点検については、事務局職員と外部委託業者が連携して実施している。 

・校舎については空調などの設備を順次更改し、建物の長寿化計画を策定する予定である。 

・図書室は蔵書スペース、閲覧、自習用のスペースがゆったりと配置されている。また、関係法

令に従い専攻分野の教育に必要な図書を保有している。 

○特長として評価する点： 

・全般的に見て施設・設備はゆとりを持って設けてあり、キャンパスとして良好な環境を整えている。 

 

4-2 学校における安全対策 

○小項目 

4-2-1.学校における安全管理体制を整備し、適切に運営しているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・事案発生時にはグループウエア、ｅメールで情報共有を図る体制をとっている。 

・本館と学生寮に防犯カメラを設置し安全管理に努めている。 

・鍼灸マッサージ学科の使用済みはりなどの医療廃棄物は、認可業者に依頼し適切に処分してい

る。 

・学科ごとに実習指導教員と担当者が安全管理に対応し、学校附属鍼灸治療院と接骨院での実習

では教員間で情報共有を図り安全管理対策をとっている。 

○改善を求める点： 

・学校保健安全法に基づく学校安全計画を策定し、危機管理のための対策を検討する必要があ

る。 

 

4-3 防災に対する組織 

○小項目 

4-3-1. 防災に関する組織体制を整備し、適切に運営しているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・各校舎及び学生寮において消防計画を策定し所轄消防署の承認を得ている。 
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・香川県シェイクアウト（別記注参照）に参加し、地元の町の防災訓練に教職員等が参加してい

る。また、地元の町の危機管理課に依頼し、救急と防災講習を年１回実施している。 

・学生に対しては、すべての学科でＡＥＤ講習を実施している。 

○更なる向上を期待する点：  

・消防計画上の防災訓練等については、学生を積極的に参加させることが望ましい。 

 

※ 「香川県シェイクアウト」とは 

  香川県危機管理総局が主催する防災訓練で、「県民いっせい地震防災行動訓練」ともいう。地震を想定して参加者

が一斉に身を守る安全行動を行うという新しい形の訓練である。毎年 11 月 5 日に開催され、約 1000 団体、23 万人が

参加している。 

 

 

基準５ 学生支援 

5-1 学生の健康管理 

○小項目 

5-1-1.学生の健康管理を行う組織体制を整備し、適切に運営しているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・学校健康管理規程を定め、これに基づき学生の健康管理を実施している。 

・学校医を委嘱し、学生の健康診断や健康相談にあたらせている。 

・隣接する看護学科校舎内に保健室を整備し、看護師資格を持つ専任教員が初期対応を行ってい

る。 

・定期健康診断を実施し、有所見者に対しては医療機関への受診や再検診を促している。また、

その記録を保存している。 

・医療従事者を養成する学校であるので、健康の維持増進や病気に関する知識を基礎医学や臨床

医学の教育課程で教授している。 

・学生のカウンセリングは、嘱託の臨床心理士が行っている。 

・病人が出た場合は、最寄りの医療機関と連携し対応を図っている。 

○改善を求める点： 

・学校保健安全法に基づく学校保健計画の策定を行う必要がある。 

 

 

5-2 学生生活の支援 

○小項目 

5-2-1.学生の経済的側面に対する支援制度を整備し、適切に運用しているか 

5-2-2.課外活動に対する支援制度及び体制を整備し、適切に運用しているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・学校独自の奨学金制度はないが、一定条件下で入学金減免制度や授業料減免制度を設けてい

る。 

・授業料は前・後期の分納制とし、学生の経済事情に応じる延納制度を設けている。 

・公的支援制度は募集要項、オリエンテーション等で説明・紹介し、事務部職員が相談に応じる

体制になっている。 
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・学校が窓口になっている日本学生支援機構奨学金等の経済的支援制度については利用実態を把

握している。 

・課外活動に対する支援として、柔道部と鍼灸の研究活動を行う学術研究班に対して活動費を補

助し、その活動状況を学校案内で紹介している。また、柔道大会や学術大会等に参加するとき

には担当教員が引率し、参加費や旅費等の支援を行っている。 

 

 

5-3 学生相談 

○小項目 

5-3-1.学生相談に関する体制を整備し、適切に運営しているか 

5-3-2.留学生が在籍する場合、相談体制を整備し、適切に運営しているか 

5-3-3.保護者と適切に連携しているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・学生からの相談には、基本的には担任教員が当たるが、ケースに応じて無料で相談できる外部

の臨床心理士であるカウンセラーを紹介している。臨床心理士のオフィスは学校の近くにあ

る。 

・相談専用室はないが、会議室や応接室を利用し、プライバシーが保持できる環境で相談に応じ

ている。 

・相談記録は「学生カルテ」として記録を整備して指導に生かしている。 

・留学生は過去５年以上在籍していない。 

・保護者には、前後期２回、成績通知書を送付し、定期試験の成績、出欠状況、担任教員からの

コメントを伝えている。必要に応じ、担任と電話相談、三者面談などを行っている。また、年

2 回、学科開放日として授業参観と担任との面談の機会を設けている。 

・担任教員は、無断欠席、成績不振、問題行動等があれば、学生と面談し、必要に応じ保証人と

連絡をとっている。緊急時の連絡体制もとれている。 

○特長として評価する点： 

・学科開放日の実施は、保護者に対する説明責任を果たしている取組として評価できる。 

 

5-4 卒業生・社会人学生への支援 

○小項目 

5-4-1.卒業生への支援体制を整備し、適切に運営しているか 

5-4-2.社会人学生への教育環境を整備し、適切に運営しているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・各学科に同窓会組織があり、会則を定めて同窓会名簿を管理し、定期勉強会等のイベントを行ってい

る。 

・再就職・キャリアアップ等について、職員室内に求人票を設置し、卒業生が閲覧できるようにしている。転

職の相談などは専任教員が対応している。 

・同窓会主催の定期勉強会、講演会、講座等を実施している。 

・鍼灸学科 2 部、柔道整復学科 2 部、スポーツ医療学科を夜間部として設置している。鍼灸マッサージ学

科、鍼灸学科 2 部、柔道整復学科 1 部・2 部については、教育訓練制度の指定講座となっている。 
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区分３ 内部質保証に関する評価項目 

基準６ 内部質保証 

6-1 学校評価の実施と結果の公表 

○小項目 

6-1-1.自己評価の実施体制を整備し、自己評価を実施し、結果を公表しているか 

6-1-2.学校関係者評価の実施体制を整備し、学校関係者評価を実施し、結果を公表している

か 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・自己評価について学則に規定があり、毎年度、運営会議で取扱事項を協議し決定している。 

・学校関係者評価は評価委員会規程を定め、評価委員として業界団体等の役職者、地域住民代

表、高等学校関係者、保護者代表、卒業生代表などの参加を得て、毎年度実施している。 

・自己評価及び学校関係者評価の結果は、学校ホームページで公表している。 

○更なる向上を期待する点： 

・自己評価組織の運営については、一定のルールは出来ているが、実施時期等の取扱いを規定

化することが望ましい。 

 

 

6-2 学校評価に基づく改善の取組 

○小項目 

6-2-1.学校評価の結果をフィードバックし、学校教育と学校運営の質の改善と向上のための取

組を組織的かつ継続的に行っているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・毎年５月に開催される理事会・評議員会で前年度の事業計画・目標に対する実績、結果を報告

し、その中で学校評価に基づく改善事例等を説明している。 

○更なる向上を期待する点： 

・ＰＤＣＡサイクルを機能させた改善活動を行うにはさらに工夫が必要との認識を持っており、

組織的な取組を進めるための検討を進めることが望ましい。 

 

 

6-3 教育情報の公開 

○小項目 

6-3-1.教育情報に関する情報公開を積極的に行っているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・文部科学省の「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」に沿った教育情

報を公開している。 

・毎年度、職業実践専門課程の基本情報（様式 4）を更新して公開している。また、学校ホーム

ページにおける情報の所在確認も問題はない。 
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6-4 関係法令・専修学校設置基準等の遵守と適正な学校運営 

○小項目 

6-4-1.法令や専修学校設置基準等を遵守し、適正な学校運営を行っているか 

6-4-2.個人情報の保護のための対策をとっているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・関係法令及び設置基準等に基づいて規程等を整備し、適正な学校運営を行うよう努めている。 

・監督官庁等への申請・届け出等については、速やかに手続きが取られている。 

・ハラスメントの防止については、就業規則で禁止規定を設けている。 

・コンプライアンスに関する相談窓口は設置していないが、教職員は所属部署の上司、学生は担

任教員が窓口になって対応を図っている。また、学生に対しては入学時に学生便覧を配布し、

オリエンテーションなどで説明を行っている。 

・個人情報保護に関する諸規程を整備するとともに、機密情報の処理、電子データに関するパス

ワードの設定等、運用にも留意しながら対応を図っている。 

・ホームページの運用管理にあたって、SSL 暗号化通信によって個人情報の保護を図っている。 

・教職員・学生に対してシステム担当者から個人情報保護に関する注意喚起を行っている。 

 

区分４ 学校運営に関する評価項目 

基準７ 学校運営・財務 

7-1 運営方針・事業計画・予算 

○小項目 

7-1-1.運営方針・事業計画・予算・重点目標を適正な手続きで決定しているか 

7-1-2.運営方針と事業計画・予算・重点目標を文書化し、教職員に周知・徹底しているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・各学科・部署の事業計画案・予算案に基づき学園管理者がヒアリングを行い、それを取りまと

めて法人事業計画案として理事会と評議員会に諮り決定している。 

・法人及び各学科・部署の事業計画・予算は明確に定めている。 

・予算執行に当たっては、稟議書により当該執行の是非を精査したうえで執行している。 

・各学科・部署の事業計画には目標が設定され、法人の事業計画には学生募集や国家試験合格率

などの数値目標を掲げている。 

・理事会決定事項は運営会議で報告され、教員には各学科会議、職員にはグループウエアで周知

を図り、共有フォルダで保存するようにしている。 

 

7-2 学校運営組織の整備 

○小項目 

7-2-1.学校運営組織を適正に運営しているか 

7-2-2.人事、給与に関する制度を整備し、適正に運用しているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・理事会・評議員会は、寄附行為に基づき開催し、議事録を作成している。 

・学則に基づき事務及び教務組織を定め、学園業務規程、教職員組織規程、稟議規程を整備して
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いる。学校の運営会議、教員会議等の主要な会議については会議等規程において目的や構成員

を規定している。 

・寄附行為は、平成 25 年に理事及び評議員の定数変更、27 年に収益事業の実施に関する改正を

行うなど、適宜見直し改正を行っている。また、学則をはじめとする主要な規程についても、

適切に見直し改正している。 

・職員の資質向上策として、平成 28 年度から人事考課制度を導入し、組織力強化を図ってい

る。 

・職員の採用基準の定めはないが、採用審査時に複数の面接官が「面接評定表」を用いて総合的

な観点から採否の判定を行うようにしている。 

・給与の支給手続きについては、職員給与規程で定めを設け適切に運用している。 

○更なる向上を期待する点： 

・学校運営に関する諸規程は比較的よく整備されているが、機動性のある組織づくりを目指して

更に見直しを行うこととしており、検討を速やかに進められるよう期待する。 

 

7-3 財務運営 

○小項目 

7-3-1.学校及び法人運営の中長期的な財務基盤は安定しているか 

7-3-2.予算編成及び予算執行を適切に行っているか 

7-3-3.監事による監査を適正に行っているか 

7-3-4.財務情報を適切に公開しているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・財務関係比率の目標を定めていないが、平成 28 年度の財務数値は良好であり、財務基盤は安

定している。 

・事業計画と予算は、各学科・部署で立案され管理者が取りまとめて理事会及び評議員会におい

て教育目的の観点から審議され、整合性が図られている。予算の補正は、予算未計上の追加事

業を実施する場合に補正を行っている。予算執行に当たっては、稟議書で精査を行っている。 

・監事による監査報告書は、理事会及び評議員会に報告されている。 

・財務情報の公開については、財産目録等の閲覧に関する規則に基づき求めがあれば公開してお

り、学校ホームページで貸借対照表と事業活動収支計算書を掲載している。 

○特長として評価する点： 

・外部からの借入金がなく、繰越収支差額も十分にあることから、財務基盤は安定しているとい

える。 

○更なる向上を期待する点： 

・近年、収入が減少傾向にあることを課題としているので、その原因の分析と対策を図ることを

期待する。 

・監事監査の充実や外部監査の導入を検討することが望まれる。 

○改善を求める点： 

・予算規程や経理規程の整備を進める必要がある。 
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- 16 - 

 

区分５ 任意の評価項目 

基準８ 地域貢献・社会貢献 

8-1 社会貢献・地域貢献 

○小項目 

8-1-1.学校の教育資源を活用した社会貢献・地域貢献を行っているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・教育理念に基づき様々な社会貢献・地域貢献を行ってきた実績がある。 

・厚生労働省の教育訓練給付制度に基づく指定講座を開設し、キャリア形成支援、雇用安定、再

就職支援に貢献している。 

・業界団体、同窓会の定期勉強会など，校舎利用に関する規定に基づき施設開放を行っている。 

・香川県専修学校各種学校連合会主催のフェア、香川県内の公立高校からの派遣授業依頼に対し

教員を派遣している。 

・健康教室、認知症カフェ、看護学科公開講座等の開催、周辺住民向けの「健康で長生きまつ

り」を開催している。 

 

8-2 ボランティア活動 

○小項目 

8-2-1.学生のボランティア活動を奨励し、具体的な活動支援が行っているか 

○評価結果：基準を満たしている。 

○評価の理由： 

・ボランティア推進については、活動内容等を精査し認めたものは公休扱いにしている。 

・献血、ボランティアマッサージ、国体へのトレーナー派遣などの実績がある。活動実績はホー

ムページで紹介している。 

○更なる向上を期待する点： 

・ボランティア活動を更に推進するため、窓口の設置などの整備を進めることを期待する。 
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学　校　名 分野区分・設置学科 校　長 設　置　者 所　在　地

医療専門課程
(昼間3学科・夜間2学科）

昼間：柔道整復科
　　　鍼灸科
　　　鍼灸マッサージ科
夜間：柔道整復科
　　　鍼灸科

医療専門課程
（昼間6学科・夜間3学科）

昼間：鍼灸マッサージ学科
　　　鍼灸学科
　　　柔道整復学科
　　　理学療法学科
　　　作業療法学科
　　　看護学科
夜間：鍼灸学科2部
　　　柔道整復学科2部
　　　スポーツ医療学科

平成29年度第三者評価モデル事業・評価対象校　

　呉竹医療専門学校 細野　昇
学校法人呉竹学園
理事長　坂本　歩

〒330-0854
埼玉県さいたま市
大宮区桜木町
1-185-1
TEL：048-658-0001

学校法人大麻学園
理事長　大麻　悦
治

〒769-0205
香川県宇多津町浜
5番丁62-1
0877-41-2323

　四国医療専門学校 大麻悦治
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【概要】
・平成１６年度から、大学は、文部科学大臣の認証を受けた第三者機関（認証評価機関）による評価（認証評価）を受ける
ことが義務付けられている。

【目的】
・評価結果が公表されることにより、大学等が社会的評価を受ける
・評価結果を踏まえて大学等が自ら改善を図る

【種類】
① 大学の教育研究等の総合的な状況の評価（いわゆる機関別認証評価）
大学等の教育研究、組織運営及び施設設備の総合的な状況について評価

（７年以内ごと）
② 専門職大学院の評価（いわゆる分野別認証評価）
専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について評価
（５年以内ごと）
・各認証評価機関が定める評価基準に従って実施
・大学は認証評価機関の中から評価を受ける機関を選択

【大学評価基準】
認証評価機関は自ら定める大学評価基準に基づいて評価を行う。大学評価基準については文部科学省令において

大枠（※）が定められており、各認証評価機関はこの大枠の範囲内で具体的な基準を定めることとなる。
（※）文部科学省令において定める大学評価基準の大枠
１．大学評価基準が学校教育法や大学設置基準などの法令に適合していること
２．大学評価基準に大学の特色ある教育研究の進展に資する項目が定められていること
３．大学評価基準に次の事項が含まれていること
①教育研究上の基本組織、②教員組織、③教育課程、④施設及び設備、⑤事務組織、⑥教育研究活動等の状況に係る情報の公表、
⑦財務、⑧その他教育研究活動等

【評価の方法】
認証評価の方法については、①大学の自己点検・評価の結果分析及び②大学への実地調査が義務付け。

【評価結果の公表等】
認証評価機関は、評価結果について、①大学への通知、②公表、③文部科学大臣への報告を行わなければならない。

大学の認証評価制度（現行制度）の概要 資料１

各大学の学内での取組
（①内部質保証）

設
置
申
請

文
科
大
臣
認
可

➃ 認証評価（第三者評価）

文科大臣が認証した評価団体

が実施（７年に１回）

自己改善 自己点検・評価

４
年
制
大
学
の

場
合
は
４
年
間

【大学の設置申請から完成年度までの質保証】 【恒常的な質保証】

認可後のフォロー

設置計画の履行を

チェック

⑤社会への情報公表

完
成
年
度

H23年から義務化

教育課程，教員数・教員資格，校地・校舎面積などの最低基準を定める（教育研究水準を確保）

大
学
新
設

② 設置認可審査

大学設置・学校法人審議会に

よる審査（ピア・レビュー）

③ 大学設置基準

結
果
の
公
表

教育研究活動

我が国の大学の質保証のイメージ図
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機関別評価と専門職大学院評価に係る基準等に関する細目

機関別認証評価 分野別認証評価

評
価
内
容

≪大学評価基準に定める事項≫（細目省令第１条第２項）
①教育研究上の基本組織
②教員組織
③教育課程
④施設及び設備

⑤事務組織

⑥卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関する
方針並びに入学者の受入れに関する方針
⑥教育研究活動等の状況に係る情報の公表
⑦教育研究活動等の改善を継続的に行う仕組み【重点的に評価】
⑧財務
⑨その他教育研究活動等に関すること

≪大学評価基準に定める事項≫（細目省令第１条第３項）

①教員組織
②教育課程（教育課程連携協議会に関することを含む）
③施設及び設備
④学習の成果（進路に関することを含む）

④その他教育研究活動に関すること

評
価
方
法
等

≪実地調査≫（細目省令第１条第１項第４号）
○ 自己点検・評価の分析及び実地調査の実施

評
価
体
制

≪認証評価の業務に従事する者≫（細目省令第２条第１項第１号）
○ 大学の教員及びそれ以外の者であって大学の教育研究活動等に関し識見を有するものの認証評価の業務への従事

＊細目省令：学校教育法第１１０条第２項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令

≪関係者からの意見聴取≫（細目省令第１条第３項第２号）

○ 評価の実施に当たり、関連職業団体関係者等及び高等学校、
地方公共団体その他の関係者の意見聴取
○ 大学評価基準の制定・変更に当たり、関連職業団体関係者等
の意見聴取

≪評価後の対応≫（細目省令第３条第２項）
○ 認証評価の後、次の認証評価を受ける前に、教育課程又は教員
組織に重要な変更があったときは、必要に応じ、公表した評価の
結果に当該事項を付記する等の措置を講ずるよう努力

○ 当該専門職大学等の分野に関し実務の経験を有する者の認証
評価の業務への従事

≪関係者からの意見聴取≫（細目省令第１条第２項第４号）

○ 評価の実施に当たり高等学校、地方公共団体、民間企業
その他の関係者からの意見聴取

資料3
添 付

認証評価機関一覧 （平成２９年１１月現在）

認証評価機関名 評価の対象 認証日

公益財団法人 大学基準協会
独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構
公益財団法人 日本高等教育評価機構

大学 平成１６年８月３１日
平成１７年１月１４日
平成１７年７月１２日

一般財団法人 短期大学基準協会
公益財団法人 大学基準協会
公益財団法人 日本高等教育評価機構

短期大学 平成１７年１月１４日
平成１９年１月２５日
平成２１年９月４日

独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構 高等専門学校 平成１７年７月１２日

認証評価機関名 評価の対象分野 認証日

公益財団法人 日弁連法務研究財団
独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構
公益財団法人 大学基準協会

法科大学院 平成１６年８月３１日
平成１７年１月１４日
平成１９年２月１６日

一般社団法人 ＡＢＥＳＴ２１ 経営（経営管理，技術経営，ファイナンス，経営情報） 平成１９年１０月１２日

公益財団法人 大学基準協会 経営（経営学，経営管理，国際経営，会計，ファイナンス，技術経営） 平成２０年４月８日

特定非営利活動法人 国際会計教育協会 会計 平成１９年１０月１２日

特定非営利活動法人 日本助産評価機構 助産 平成２０年４月８日

公益財団法人 日本臨床心理士資格認定協会 臨床心理 平成２１年９月４日

公益財団法人 大学基準協会 公共政策 平成２２年３月３１日

公益財団法人 日本高等教育評価機構 ファッション・ビジネス 平成２２年３月３１日

一般財団法人 教員養成評価機構 教職大学院、学校教育 平成２２年３月３１日

一般社団法人 日本技術者教育認定機構 情報，創造技術，組込み技術，原子力 平成２２年３月３１日

公益財団法人 大学基準協会 公衆衛生 平成２３年７月４日

一般社団法人 ＡＢＥＳＴ２１
公益財団法人 大学基準協会

知的財産 平成２３年１０月３１日
平成２４年３月２９日

一般社団法人 専門職高等教育質保証機構 ビューティビジネス 平成２４年７月３１日

公益社団法人 日本造園学会 環境・造園 平成２４年７月３１日

公益財団法人 大学基準協会 グローバル・コミュニケーション 平成２８年３月２９日

一般社団法人 日本ソーシャルワーク教育学校連盟 社会福祉 平成２９年２月２日

公益財団法人 大学基準協会 デジタル・コンテンツ 平成２９年８月２４日

機関別認証評価機関

分野別認証評価機関
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【専門職大学等の分野別認証評価関係答申等】 

- 1 - 
 

 
「個人の能力と可能性を開花させ、全員参加による課題解決社会を実現するための教育

の多様化と質保証の在り方について（答申）」‐抄‐（平成28年５月30日中央教育審議会） 

 

第一部 社会・経済の変化に伴う人材需要に即応した質の高い専門職業人養成のため

の新たな高等教育機関の制度化について 
 
第Ⅳ章 新たな高等教育機関の制度設計等 
２．基本的視点等を踏まえた制度設計の在り方 

（２）具体的設計 
 
②産業界･地域等のニーズの適切な反映、産業界･地域等との連携による教育の推進 

  （設置認可、評価など質保証における連携） 

 ○ 特に、各職業分野で必要とされる実践的な知識・技能等を養成する機関として、専門職業

人材に対するニーズが早いサイクルで転換していくことも想定に置きつつ、産業界等と連携

した的確な設置審査や、各業界・職能団体等と連携した分野別質保証、情報公表等への

取組を進めていくことが重要であり、次のような仕組みを採り入れる必要がある。  
・ 専門団体との連携による分野別質保証の観点を採り入れた評価、情報公表等について、

社会のニーズの変化への迅速な対応等も含め、効果的な導入を図る。 

 
 
 ④高等教育機関としての質保証と国際的な通用性の担保、実践的な職業教育に相応しい

教育条件の整備  
   （質保証の仕組み） 

 ○ 我が国の高等教育については、平成１０年代後半以降、「事前規制から事後チェックへ」の

流れの中で、設置審査の準則化や設置認可における量的抑制の原則撤廃、設置認可手続

の見直し（届出設置制度の導入）、認証評価制度の導入、法科大学院をはじめとした専門職

大学院の創設などが進められ、大学の量的規模は拡大したが、その教育の水準と内容に関

しては、大学等の内外から様々な指摘がなされている。 

 

 ○ 新たな高等教育機関は、国内的・国際的通用性の確保の観点からも、適切な質保証の仕

組みを整えることが必要である。実践的な職業教育に最適化した大学教育を行う機関として、

その学校設置認可は、新しい基準の下、適切な審査体制により実施されるものとすると同時

に、大学体系に位置付くとともに、産業界と連携して教育を行う機関として、情報公表や評価

についても、相当の水準を求める必要がある。これらを踏まえ、新たな機関に関する質保証

の仕組みについては、次のようにすることが適当である。  
・ 大学・短期大学と同様、自己点検・評価、認証評価機関による評価を義務付ける。認証

評価に関しては、分野別質保証の観点からの評価を採り入れること、新たな機関のみを設

置する場合は機関別評価と分野別評価を一体的に行ったり、新たな機関を併設する場合

は、機関別評価は大学全体として行い、新たな機関については分野別評価を中心に行っ

たりして効率化を図ること等を含め、効果的な評価の導入を図る。 

・ 情報公表及び評価に当たっては、産業界等をはじめとしたステークホルダーに対し、各

機関の教育の質や学生の学修成果を分かりやすく明示していくものとする。そのため、でき

る限り客観的な指標を採り入れた仕組みを導入する。 

資 料 ３ 
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【専門職大学等の分野別認証評価関係答申等】 

- 2 - 
 

 
専門職大学院を中核とした高度専門職業人養成機能の充実・強化方策について-抄- 

平成 28 年８月 10 日 中央教育審議会大学分科会大学院部会 
専門職大学院ワーキンググループ 

 
 

Ⅱ．具体的改善方策 

４．認証評価 
（１）社会（「出口」）との連携による認証評価 

○ 認証評価機関は、修了生の就職先（民間企業等）、学生、その他の関係者から意見を聴き、

認証評価に反映させることが必要であり、その際、特に、修了生が、各専門職大学院の人材

養成上の目的に沿った活動を行っているかを確認することを検討すべきである。 

 
（２）国際的な同等性・通用性の確保 

○ 認証評価において、教育の質の国際的な同等性・通用性の確保が必要であり、認証評価

機関における国際的な視点からの取組が期待される。 

 
（３）機関別評価と分野別評価の効率化 

○ 機関別評価と分野別評価の効率化が必要であり、機関別評価にあたって、分野別評価の

結果の活用により効率的に評価することを検討すべきである。また、専門職大学院のみを設

置している大学の場合は、機関別と分野別の評価を一本化して受審することを可能とすること

を検討すべきである。この場合、両評価の質を維持することが必要である。 

 
（４）国際的な評価機関の評価の在り方 

○ 国際的な評価機関の認証を得た場合、国内の認証評価との重複を避けるため、国内の認

証評価基準との整合性を確保しつつ、国内の認証評価の受審に伴う負担の大幅な軽減を図

る措置を検討すべきである。 
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認証評価制度の改善について①

【経緯等】

≪背景・課題≫
○ 大学の質保証については、平成16年に第三者評価制度である認証評価制度が導入され、現在2巡目の評価が
実施されているところ、現行の認証評価制度に対しては、以下のような指摘がなされている。
・法令適合性等の外形的な評価項目等が多く、必ずしも教育研究活動の質的改善が中心となっていない
・評価結果を教育研究活動の改善に活かす仕組みが十分ではない
・社会一般における認証評価の認知度が十分ではない

≪平成28年3月18日≫中央教育審議会大学分科会「認証評価制度の充実に向けて（審議まとめ） 」をとりまとめ
⇒審議まとめを踏まえ、「学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省
令の一部を改正する省令」 を 平成28年3月31日公布、平成30年4月1日施行

中央教育審議会大学分科会大学教育部会を中心に認証評価制度の改善に向け検討

【省令改正内容】

○ 大学評価基準において定める評価事項関連

（１）大学評価基準における共通項目の充実
大学評価基準に共通して定めなければならない事項として、以下の点を追加するものとする。
①三つの方針（※）に関すること。
②教育研究活動等の改善を継続的に行う仕組み（内部質保証）に関すること。

（２）重点評価項目の設定
大学評価基準に定める項目のうち、内部質保証に関することについては、重点的に認証評価を行うものとする。

（３）設置計画履行状況等調査（AC）との連携
認証評価機関はACの結果を踏まえた文部科学大臣の意見において「是正意見」「改善意見」が付された大学に対する評価を行う
に当たっては、当該意見に対して講じた措置を把握するものとする。

※卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）、教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）

1

資 料 ４
添 付

○ 評価の質の向上

（１）認証評価機関の自己点検・評価の義務化
認証評価機関は、大学評価基準、評価方法、評価の実施状況並びに組織及び運営の状況について自ら点検及び評価を行い、そ
の結果を公表するものとする。

（２）認証評価機関におけるフォローアップ
認証評価機関は、評価の結果、改善が必要とされる事項を指摘した大学の教育研究活動等の状況について、当該大学の求めに
応じ、再度評価を行うよう努めるものとする。

（３）評価における社会との関係強化
認証評価機関は、その評価方法に、高等学校、地方公共団体、民間企業等の関係者からの意見聴取が含まれるものとする。

認証評価制度の改善について②

【中教審審議まとめを踏まえた取組】

○ 各大学等が、教育研究の質の確保に資する内部質保証の体制の構築等に取り組む際、また認証評価機関が
大学評価基準等を見直し、認証評価を行う際には、以下のような事項に取組。

・内部質保証に関することについて、優れた取組等を実施していると評価した大学等に対し、次回評価において評価内容及び
方法の弾力化により評価の効率化を図ること。また、法令遵守事項については、評価書やチェックシートの確認など方法の
簡略化を図ること。
・大学の自己点検・評価の段階から客観的なデータや指標の積極的な活用、認証評価機関においても定量的な評価の実施
やエビデンスの収集強化に取り組むこと。
・教育の質的転換を促進するため、各大学等が学生の学修状況の把握・評価の実施状況についての評価に取り組むこと。
・評価の過程において、認証評価と社会との関係強化等の観点から、高等学校、地方公共団体、企業、学生等からの意見聴
取に取り組むこと。
・重点評価項目である内部質保証について段階別評価の活用など、評価結果を社会一般に対して分かりやすく発信するととも
に、特に優れた取組を積極的に公表すること。
・認証評価に係る各大学等の負担の軽減のため、国立大学法人評価などの他の評価における教育研究に関する評価資料及
び結果も活用した評価に取り組むこと。

※高等専門学校の教育研究等の総合的な状況に係る認証評価（機関別評価）においても、上記省令改正内容について、準用する。

2
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認証評価制度と他の質保証制度との関係について（イメージ図）

認証評価認証評価
（認証評価機関）

学校法人運営調査
（学校法人運営調査委員会）

国立大学法人評価（＊）
（国立大学法人評価委員会）各大学における

内部質保証

大学設置・学校法人審議会大学設置分科会
長報告（H27.8.27）より抜粋

文部科学省に対しては、当審議会から設置者
に対して求めた改善事項やその対応状況を確
実に追跡し、加えてその後に行われる認証評価
との連携を図り、継続的に改善が図られるよう
なシステムの構築を要望する。

※会議は非公開。（情報公開法第5条：法人等の権利、競争
上の地位その他正当な利益を害されるおそれ等があるため。）

※実地調査を行った結果、指導助言事項を
付した学校法人に対しては、文部科学省が継
続して指導・助言（フォローアップ）を実施。

毎年度実施、H28年度は50法人を対象

中期目標期間評価については６年ごとに実施

機関別認証評価（大学等）を７年以内
ごとに、分野別評価（専門職大学院）
を５年以内ごとに実施

※大学設置分科会での審議の結果、「改善
意見」等を付すこととされたものについては、
当該大学に通知するとともに、公表

設置認可後、原則完成年度まで実施

※大学等の教育研究、組織運営及び施設
設備の総合的な状況について評価・公表

大学自らの責任でPDCAサイクル
を適切に機能させ、教育研究活動
の質を向上（大学内部の自律的な
活動に基づく質保証が原則）

相互の評価において
評価資料・結果の活用

促進が必要
（評価の効率化）

(＊) 公立大学にあっては
公立大学法人評価

各大学のPDCAサイクル
（内部質保証）が確立・
機能しているかを重視し
た評価の促進が必要
（評価項目の明確化）

認証評価における
指摘事項も参考に
調査を実施

調査の結果付された意見等
への対応状況について継続
的な改善が図られるよう
制度間の連携が必要
（制度間の連携強化）設置計画履行状況調査

（大学設置・学校法人審議会）

※中期目標期間の業績を評価（教育研究の状況も含めた業務
全般について中期目標の達成状況を評価） を実施・公表（教
育研究面の評価は（独）大学改革支援・学位授与機構に要請）。

当該評価結果は、次期の中期目標・中期計画の内容や運営

費交付金の算定に反映。

3

評価制度の問題点等に関する指摘

経済同友会「大学評価制度の新段階―有為な人材の育成のために好循環サイクルの
構築を―」（2013年4月3日）より抜粋

１．大学評価制度の現状と問題点
（２）ステークホルダーへの説明責任の不徹底

○ 公的な第三者評価制度については、評価結果は公表されているものの、大学教育の成果
を評価する機能が不十分なこともあり、学生・保護者・企業等のステークホルダーの多
くには、認識も参照もされていない。また、情報公開に消極的な大学もあり、概して大学と
ステークホルダーとの情報の非対称性は依然大きく、大学が説明責任を十分に果たしてい
るとはいえない。2011年に一部の情報については各大学のホームページ等において公開が
義務付けられたが、教育の成果を示す情報の公開は、依然不十分な状況にある。

（中略）

○ このように種々の評価制度は存在するが、いずれも、ステークホルダーが、教育の成果
により大学を評価する判断材料として十分ではないために、入学偏差値と評判に頼らざ
るを得ないという事態が続いていることから、改善を強く求めたい。

4
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1 

 

認証評価制度の今後のあり方について 
 

 

課 題 
 
「認証評価制度の充実に向けて」（審議まとめ）（平成 28 年 3 月 18 日）をとりまとめる

際に、以下のような問題意識が示されていた。 
 

○法令適合性等の外形的な評価項目等が多く、必ずしも教育研究活動の質的

改善を中心としたものとなっていない。 

 

○評価結果を教育研究活動の改善に生かす仕組みが十分ではない。 

 

○社会一般における認証評価制度の認知度は十分でない。 

 

○認証評価を含めた様々な評価・調査業務があり、評価に対する負担が大き

い。 
 

 

対応状況 
 
審議まとめを踏まえ、省令改正により、認証評価機関は平成 30 年度から以下のような

取り扱いをすることとなる。 
 

○大学評価基準において定める評価事項関連 

（１）大学評価基準における共通項目の充実 

大学評価基準に共通して定めなければならない事項として、以下の点を追加する

ものとする。 
 

 ①三つの方針に関すること。 

 ②教育研究活動等の改善を継続的に行う仕組み（内部質保証）に関すること。 

 

（２）重点評価項目の設定 

大学評価基準に定める項目のうち、内部質保証に関することについては、重点的

に認証評価を行うものとする。 

 

（３）設置計画履行状況等調査（AC）との連携 

認証評価機関は AC の結果を踏まえた文部科学大臣の意見において「是正意見」

「改善意見」が付された大学に対する評価を行うに当たっては、当該意見に対して

講じた措置を把握するものとする。 

中央教育審議会大学分科会将来構想部会 
制度・教育改革ワーキンググループ（第２回） 

【H29.8.9】資料（検討用） 
資 料 ４ 
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2 

 

○評価の質の向上 

（１）認証評価機関の自己点検・評価の義務化 

認証評価機関は、大学評価基準、評価方法、評価の実施状況並びに組織及び運営

の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。 

 

（２）認証評価機関におけるフォローアップ 

認証評価機関は、評価の結果、改善が必要とされる事項を指摘した大学の教育研

究活動等の状況について、当該大学の求めに応じ、再度評価を行うよう努めるもの

とする。 

 

（３）評価における社会との関係強化 

認証評価機関は、その評価方法に、高等学校、地方公共団体、民間企業等の関係

者からの意見聴取が含まれるものとする。 

 

 

今後の検討事項 
 
審議まとめにおいては、下記の事項について、各大学や認証評価機関による取組が期待

される旨が記述されているが、今後、こうした観点等を踏まえて認証評価制度そのものの
あり方を検討することが必要である。 
 
〈審議まとめで示された事項〉 

○内部質保証に関することについて、優れた取組等を実施していると評価し

た大学等に対し、次回評価において評価内容及び方法の弾力化により評価

の効率化を図る。 

 

〈審議まとめで示された事項〉 

○認証評価機関において、大学や社会に対して情報をより分かりやすく発

信していく観点から可能な範囲で定量的な評価に取り組む。 

今後の検討事項例 

・評価項目等で省略できるものは何か。 

・評価方法をどのように簡略化できるか。 

・評価サイクルを長期化することについてどう考えるか。 

今後の検討事項例 

・重要な評価項目について、評価対象となる大学全体の達成状況を集計

し、経年変化を含め、毎年公表することについてどう考えるか。 

・その際、複数の認証評価機関が共通の評価項目について集計し、発表

することについてどう考えるか。 
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3 

 

 
〈審議まとめで示された事項〉 

○内部質保証について段階別評価の活用など、評価結果を社会一般に対して

分かりやすく発信するとともに、特に優れた取組を積極的に公表すること。 

 
〈審議まとめで示された事項〉 

○認証評価に係る各大学等の負担の軽減のため、国立大学法人評価などの他

の評価における教育研究に関する評価資料及び結果も活用した評価に取

り組むこと。 

 

 
 
〈その他〉 

○各評価の評価期間の在り方についてどう考えるか。 

（機関別評価－７年、分野別評価－５年、国立大学法人評価－６年） 

 

○認証評価の結果、不適合とされた大学へのペナルティについてどう考える

か。 

 

 

今後の検討事項例 

・評価項目等を工夫することにより、異なる評価の効率化を推進できな

いか。 

（機関別評価と分野別評価、認証評価と国立大学法人評価、認証評価と

AC)  

今後の検討事項例 

・段階的評価の結果、高い評価を得た大学には何らかのインセンティブ

を与えることについてどう考えるか。 
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平成 29年 11月 24日 於：アルカディア市ヶ谷 

 

平成 29年度文部科学省受託事業 

「職業実践専門課程第三者評価の研究等を通じた質保証・向上の推進」 

研修会「分野別評価の可能性～実践的職業教育評価のありかた～」 

 

職業教育分野分類に関する調査研究について（報告） 

 

公益社団 法人東京都専修学校各種学校協会 

常務理事 関口正雄 

 

 

 

報告事項 

 

１．東京都専修学校各種学校協会振興対策部事業 

「実践的な職業教育を行う専門学校における制度課題に関する調査」 

（資料 1） 

 

２．専門学校教育の質保証と分野分類確立の必要性（資料 2） 

 

 

３．分野分類事業の進捗状況と今後の課題（資料 3） 

 

                               以上 
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医師養成教育における第三
者評価のあり方

東京慈恵会医科大学

教育センター

福島 統
2017年11月24日 第三者評価の研究等を通じた質保証・向上の推進合同研修会

1

自己紹介

2
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1981年 東京慈恵会医科大学卒業
1984年 同上大学院解剖学専攻博士課程修了、自治医科大学第1解剖学講座国内留学
1985年 同上第1解剖学講座講師（教育分野：肉眼解剖、

研究分野：破骨細胞性骨吸収、凍結超薄切片酵素組織化学）
1987年 ペンシルバニア州立大学分子細胞生物学講座留学
1995年 慈恵医大カリキュラム委員
1997年 Harvard-Macy Program: Physician Educators 修了
1999年 医学教育研究室助教授、

モデル・コア・カリキュラムWG委員、共用試験医学系委員
2000年 富士研ワークショップ修了
2001年 医学教育研究室教授
2002年 東京医科歯科大学医歯学教育システム研究センター客員教授（～2006年）
2003年 日本医学教育学会理事、全国医学部長病院長会議広報委員長
2005年 （社）医療系大学間共用試験実施評価機構理事（～2009年3月）、

慈恵医大教育センター副センター長、教育開発室室長
2006年 （財）柔道整復研修試験財団理事
2007年 慈恵医大教育センター長
2009年 日本医学教育学会副理事長・編集委員長、広報委員長（2010年～）

（財）日本医学教育振興財団運営委員・編集委員長
2010年 （公財）柔道整復研修試験財団代表理事
2013年 （公財）医学教育振興財団常務理事
2016年 東京都地域医療対策協議会委員

3

医学教育の分野別質保証

4
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医学教育改善を目指した歴史

1984年： WHOとWFMEは、世界の医学部長に「医
学教育改善」のアンケート調査を行った。

1988年： Edinburgh 宣言（12項目の「医学教育目
標」を設定した）

1994年： 再度、Edinburgh でWorld Summit on 
Medical Education が開かれた。
1998年： WFMEのPosition Paper の発表
2005年： WHOの医学教育の「認証」方法の提案
2010年： ECFMG 宣言
2015年： FAIMERが世界の医学部リストを管理する。

5

ECFMGからの宣言（2010年9月）

ECFMG は2023年から、世界医学教育連盟
（WFME）または、アメリカ医科大学協会（AAMC）が
決めた医学教育基準（グローバル・スタンダード）に
沿った医学教育プログラムの認証が得られていな
い医学部の卒業生(もしくは自国の免許取得者も含
め)にECFMG Certification を出さないと宣言した。

医学教育の質保証をされていない医学部の卒業生
は、米国での医師資格試験が受験できず、卒後研
修も受けられないために、医師資格は取得できない。

6
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医学部新設ラッシュ（2002年から
2010年まで）

マレーシア 46％増

パキスタン 38％増

インド 31％増

ネパール 27％増

サウジアラビア 47％増

シリア 33％増

ブラジル 36％増

カリブ 60％増

7

世界の医学部（医学部の急増）

2013年9月現在、世界には2597校の医学部が
あり、2012年の医学部卒業生は469,000人（ち
なみに日本の全医師数は30万人）である。
医学部の規模はクラスサイズ8名から1102名ま
である。

インド304校、ブラジル182校、USA173校（ただ
し、Osteopathic を含む）、中国147校、パキスタ
ン87校が世界トップ5である（日本は第7位）。

8
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医学部数とその国（地域）の人口比率でみると、世
界全体では人口2,600,000人に1校、日本は
1,600,000人に1校、韓国は1,200,000人に1校だ
が、カリブ諸国では560,000人に1校と飛びぬけて
いる。

1998年には1400校であったことから考えると、こ
の15年で世界の医学部はほぼ倍増したことにな
る（すべてが新設ではなく、その存在すら知られて
いなかった医学部もリストに載った可能性がある）。

これらの医学部はちゃんとした医学教育をしてい
るのかな？患者安全は守れるのかな？

（Duvivier R J, Boulet J B, Opalek A, Zanten M, Norcini J. Overview of the world’s medical 
schools: an update. Med Edu 2014;48:860-869.）

9

医学教育での質保証の意味

The General Medical Council (GMC) protects 
the public ensuring proper standards in the 
practice of medicine.  We do this by setting 
and regulating professional standards not 
only for qualified doctors‘ practice, but also 
for both undergraduate and postgraduate 
education and training. 

→ 国民に提供する医療の質を保証するために、
医学部教育の質を担保しなければならない！

10
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医師国家試験改善検討部会報告書
（平成27年3月30日）

「医師国家試験を受験する者には医師としての人
間性・倫理性の評価が適切に行われることが前提
であり、今回の見直しにあたり、各医学部におい
ては6年間の卒前教育の中で医師としての人間
性・倫理性を適切に評価するよう努め、医師として
求められる基本的資質の向上が図られるよう、よ
り一層の教育内容の充実を強く希望する。」

→ 医師国家試験では医師としての適格性は測れ
ない。これを保証する責任は、医学部にある。

11

医学教育の質保証の目的
は、「Patient safety」にある。

質保証には、①内部質保証と②外部質保証
がある。

この2つの質保証をしたうえで、正式機関が
「認定」を与えることになる。

12
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医学教育分野で行われて
いる分野別評価

13

文部科学省GPによるトライアル

2013年度
1. 新潟大学医学部

2. 東京医科歯科大学

2014年度
3. 東京慈恵会医科大学

4. 千葉大学医学部

5. 東京大学医学部

14
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2015年度
6. 富山大学医学部

7. 筑波大学医学群

8. 京都府立医科大学

9. 岐阜大学医学部

10. 和歌山県立医科大学

11. 奈良県立医科大学

15

2016年度
12. 横浜市立大学医学部

13. 順天堂大学医学部

14. 岡山大学医学部

15. 日本医科大学

16. 藤田保健衛生大学医学部

17. 山形大学医学部

2016年度にJACMEが評価した医学部
18. 東京医科大学（18／80医学部＝22.5％）
2017年からはJACMEによる正式な認定が始まり
ました。

16
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医学教育分野別評価基準の概要

1. その医学部の「使命」が明確で、その使命が学
内外に周知されている。学修成果（アウトカム）
が決められていて、学生、教職員そして学校関
係者に周知されている。

2. カリキュラムが学修成果を習得できるように組
まれている。学年間、学年を超えた科目同士の
連携が取られており、医学部全体として学生が
学修アウトカムを身に付けられるようになって
いる。また、教育改善が行える組織体制になっ
ている。

17

3. 学生評価が学習理論を基盤に実施され、信頼
性、妥当性が検証されている。学修成果を評価
する評価方法を採用されている。

4. 学生選抜が適切に行われ、入学後の教育に円
滑に進むことができるようになっている。学生が
在学中に学習支援を受けられるようになってい
る。

5. カリキュラムを実施するために適切な教員を配
置している。

6. 学修成果を獲得できるように教育環境が整備さ
れ、技術教育や臨床経験ができるようになって
いる。

18
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7. カリキュラム全体を絶えずモニターし、学生の
学修成果をデータとして集め、教育の内部質保
証の体制が整えられている。卒業生の調査を
行い、その結果をカリキュラム改訂に活かす。
医学部が社会から求められていることを調査し、
カリキュラムに反映させる。

8. 教職員が協働して教育の管理運営を行う組織
体制となっている。

9. 継続的改良がおこなわれている。

19

グローバルススタンダードが求めて
いること（領域１）

その医学部の社会的責任、すなわちSchool
Mission を定義すること。
そのSchool mission を、卒業時の学修成果とし
て表現する。なぜなら、その医学部が育て上げ
た医師がどのような社会貢献を行うか、その貢
献を行うのに必要な能力を医学部は「ディプロ
マ・ポリシー」、すなわち学位授与の方針として
掲げる。

20
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自己点検評価書の記載内容
基本的水準：

A. 基本的水準に関する情報： 現状説明とそれを裏付ける
根拠資料

B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価： 根拠資料に
基づいた水準に関する現状分析、現状での優れた点・特

徴と改善すべき点

C. 現状への対応： 優れた点・特徴を伸ばすための現在行
われている活動、改善すべき点に対する現在行われてい

る活動

D. 改善に向けた計画： 優れた点・特徴、改善すべき点を踏
まえた中長期の行動計画

21

外部評価者の読み方

A： 根拠資料に基づいた現状説明： 評価基準に
沿って、根拠の示された現状説明になってい

るか？自己点検での文章の内容とその根拠

となる資料（データ）が符合しているか？

B： 現状分析と自己評価： Aで示された現状説明
（根拠資料も含めた事実）をどのように「現状

分析」しているのか。抽出された優れた点と、

改善すべき点に妥当性があるか？

AとBは過去形の時制で書かれていなければならない。
22
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C： 現状への対応： 根拠資料に基づいた「現状
説明」、この説明に対する納得のいく「現状分

析」により抽出された改善課題に対し、現在ど

のような活動をしているのか。現在進行形の

活動として書かれているか？

D： 改善に向けた計画： Bで述べた優れた点、改
善すべき点について、現在はまだ動き出して

いないが、具体的な中長期的改善計画が立

てられていて、その計画（Action Plan）に実現
可能性があるか？

Cは現在形、Dは未来形の時制で書かれていなければならない。

23

外部評価を受けるとは

外部評価者という「Peer」（学外者という異なった
視点を持った人）から見た「良い点」と「改善すべ
き点」を知る。これを「知る」ために、学内関係者
と外部評価者とで「話し合い」を行う。この「話し
合い」を通じて自分たちの教育の「良い点」と「改
善すべき点」を確認、納得する。

基本的水準：「特記すべき良い点（特色）」、「改
善のための助言」

質的向上のための水準：「特記すべき良い点（特
色）」、「改善のための示唆」

24
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外部評価を受けるとは（続き）

自分たちの教育の「良い点」と「改善すべき点」を
見つけたら、「良い点」を伸ばし、「改善すべき
点」を改善する計画を立てて、実行する。だから、
教育の質の向上が現実化する。

決して、「合格」、「不合格」ではない。自分の活
動を振り返り、自分の中で問題点を見つけ、そ
れを改善（学習）していくプロセスを作っていくこ
とが外部評価の目的である。

25

外部評価を受けるとは（続き）

くどいですが、「合格」、「不合格」の成績判定を
するのではありません！！

受審校の教職員と外部評価者との「対話」による
「振り返り」を行うことなのです。そして、納得の
いく評価を受けることです。

医学教育基準に、数値目標は書かれていませ
ん！！

→ 受審校が自ら改善点に気づくための活動なの

です。問題点がわからなければ、改善のしようは
ありませんから。

26
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そして、

課題が見つかったのだから、それを解決しようと
行動を起こす（問題解決型学習の実践）。

問題解決の過程を、医学部の社会的責任として
公表する（改善報告書）。

できるところから改善し続け、7年周期の「認定」
を受けていく（継続的改善）。

27

医学生を受け入れる
医学部の責任とは

28
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医学部とは

国民のための医師を養成するところである。

Medical education should be citizen-centered.

国民が健康な生活をおくり（予防医学）、病気に
なった時にはケアを提供し（診断・治療）、慢性疾
患や障害を持ち続けてもその人の人生がおくれる
よう（生活支援）に、医学の知識と技をその人に応
用する能力を教育するところ。

29

医学生とは

医学を学び、その知識を患者さん一人ひとりに
応用することを学ぶ。

医学部で学ぶ知識と技は、人を殺せる知識と技
でもある。

だから、高い倫理性を身につけることのできる人
でなければならない。

30
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医学部が教えるべきことは、患者安
全である。

1. 知識

2. 技能

3. Fitness to practise（医師としての適格性）
4. 人としての成長

5. 職業への誇り（職業を通じた社会貢献）

→ 医学部とは知識と技だけを教えるところではな
い！

31

機関認証と分野別質保証
‐第3期認証評価での動き‐

32
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工藤 潤．大学基準協会による第3期
認証評価．IDE No.595. 2017年11月号. P10-15

第3期認証評価における大学の自己点検・評価
は全学的観点から実施することを求めることと
なった。

こうした変更は、核学部・研究科における教育活
動に対する自己点検・評価を執拗としないという
ことではない。各学部・研究科が教育プログラム
の自己点検・評価を行い、その結果について学
外者からの検証を受けるなどして、部局単位の
いわゆる「プログラム・レビュー」が前提となる。

33

（中略）特に重要な点は、全学的に見て、各学部・研
究科の教育活動は適切に行われているか、教育活
動を展開する上で課題を抱えている学部・研究科は
ないか、課題があるとすれば当該学部・研究科は改
善計画を策定しているか、そうした学部・研究科に対
して大学としてどのような助言や支援を行うべきか
（行っているか）を報告書に取りまとめる必要がある。

基準協会としては、大学執行部が学部・研究科の教
育活動を評価し、必要に応じた対応（支援）策をとっ
て大学全体の改善・向上につなげているかを評価す
ること、つまり全学的な内部質保証システムの営み
を、大学執行部の自己点検・評価結果から確認する
こととなった。

34
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学校法人の学校運営と学科での教
育の学修成果

学校という「プラットフォーム」を管理運営するの
が学校法人

職業教育を行うのが学科

「学科」は、「学校・学校法人」というプラット
フォームの上で機能している。そして、そのプラッ
トフォームに支えられ、支援されながら「学科」は
職業教育を行っている。

「機関別評価」と「分野別評価」の連携を考えると
きに来ている。

35

私の話を聞いてくださり、
ありがとうございました。

fukushima@jikei.ac.jp

36

171



シンポジウム「職業実践専門課程」における分野別評価の可能性

（一社）リハビリテーション教育評価機構 理事
国際医療福祉大学 保健医療学部 准教授

陣内大輔

文部科学省受託事業 「分野別評価の可能性」研修会
20171124

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士養成課程を対象とした
一般社団法人リハビリテーション教育評価機構

（Japan Council on Rehabilitation Education ：JCORE）の活動紹介

1

全国理学療法士・作業療法士学校連絡協議会

全国私立リハビリテー
ション学校協会

（一社）日本リハビリ
テーション学校協会

昭和47年～平成24年

昭和62年～平成21年 平成21年～平成24年

平成16年～平成24年

日本言語聴覚士
養成校教員連絡協議会

日本理学療法士協会

日本作業療法士協会

日本言語聴覚士協会

平成24年6月

2012年一般社団法人
リハビリテーション
教育評価機構

公益財団法人 大学基準協会
独立行政法人 大学評価・学位授与機構
公益財団法人 日本高等教育評価機構
一般財団法人 短期大学基準協会

リ
ハ

日
本
の
よ
り
良
い
リ
ハ
教
育
を
目
指
す

日
本
の
よ
り
良
い
高
等
教
育
を
目
指
す

2008年 一般社団法人
日本薬学教育評価機構

機関別認証評価機関

その他の分野別教育評価

第三者評価
法科大学院、日本助産評価機構 他

2005年～

専門職大学院の分野別認証評価機関

（一社）全国

リハビリテー
ション学校協会

2
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一一般社団法人リハビリテーション教育評価機構
法人事業（定款第4条）

当法人の目的を達成するために次の事業を行う

（1）学校等に係る評価システムの構築およびそのシステムに
基づく評価の実施

（2）学校等に関する各種調査研究
（3）学校等の質的向上のための助言相談
（4）学校等における教育に関する普及啓発
（5）その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

3

組 織

社員総会

社員

理事会

監事

理事

理事長

副理事長

常任理事

制度・研修委員会 評価認定委員会

【事業部門】 【管理部門】

理学療法課程評価班 作業療法課程評価班 言語聴覚課程評価班

事務局

杉原素子
丸山仁司

才藤栄一

高木邦格

半田一登、中村春基、深浦順一

班長：吉元洋一
班員：90名

班長：徳永千尋
班員：38名

班長：柴本 勇
班員：27名

事務局長：陣内大輔委員長：板場英行 委員長：佐竹 勝

椿原彰夫、金田嘉清
板場英行、佐竹 勝
陣内大輔、立石雅子
柴本 勇

（一社）全国リハビリテーション学校協会
（公社）日本理学療法士協会
（一社）日本作業療法士協会
（一社）日本言語聴覚士協会

4
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評価認定事業概略

・評価対象：全国リハビリテーション学校協会の会員校（課程）
・評価内容：教育研究活動の状況

（財務等については評価対象としない）
・評価基準： Ⅰ．教育理念、教育目標

Ⅱ．教育環境
Ⅲ．教育内容
Ⅳ．教育成果
Ⅴ．社会貢献

・評価方法：書面調査（3名）、実地調査（2名）
・評価実施：完成年度、および5年に1回実施
・評価結果：対象校への結果通知、JCOREホームページでの公表

適・判定保留（第1クール 2012年～2016年）
適の水準(指定規則、指導ガイドライン:指導要領）

4段階評定 適（3段階）・不可（第2クール 2017年～）
・評価費用：無料（第1クール 2012年～2016年） 5

評価認定プロセス(2017年度～）
4月 対象校へ受審案内の送付/受付
5月 評価員研修会 ↓
6月 「自己点検評価報告書」および「評価様式1～9」の提出（各4部）

↓
7～8月 書面調査「自己点検評価報告書｣「評価様式1～9」の調査/検討/分析"

↓
9月 書面調査の取りまとめ

↓
10～12月実地調査①疑義事項の確認②課題に対する提言/指導

↓
12月 評価チームによる｢実地調査報告書｣の取りまとめ

↓
1月 評価認定委員会による「審査結果」 の取りまとめ

↓
2月 評価認定委員会による審査結果の確定

「保留」「不可」の判定に対する意見の申し立てには，評価認定委員会の下に
仮称「異議申し立て審査会」を設けて審議 ↑ ↓

2月 ↓ 「審査結果」への異議申し立て
3月 理事会による審査結果の承認

↓
4月 公表①評価結果を養成校へ通知および認定証の発行

②社会へ公表（ホームページ） 6
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評価員

評価員
評価員は、次の各団体から推薦され、本機構の理事会において承

認された者とする。

評価員研修会
評価員研修会は、毎年1回開催とする。但し、制度研修委員会、ま

たは理事会が必要と認めた場合は、臨時に開催することができる。
(評価員研修規程第4条）

評価員の責務
評価員は、「評価員研修会」を受講しなければならない。

(評価員規定第4条）
理学療法士：87名(教育機関:50名 臨床施設：37名）
作業療法士：37名(教育機関:30名 臨床施設：7名）
言語聴覚士：27名(教育機関:25名 臨床施設：2名）

（平成29年5月現在）7

評価結果（2012年～2016年）

8
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評価認定基準及び評価方法
具体的な見直し点(2017年～）

１．自己点検評価報告書の提出

▶従来の申請様式（1-9）＋自己点検評価報告書（20頁）

２．段階的評定の導入（適・否・保留⇒E,G,P,Fの4段階評定）

３．対象校（課程）による自己評価と調査結果の分析、及び改善指導
（PDCAサイクルの推進）

▶具体的な課題の認識と、質向上への主体的な改善が期待

４．評価基準の公表

▶審査の透明性のアピール

５．評価結果に対する異議申し立て手続きの追加

▶これまで無かった手続き、改定を機に追加した

６．評価結果の対象校（課程）への通知とHPによる公表

▶通知は4段階評定とコメントの付記

▶公表は「適」のみ 9

評価基準及び評価項目

基 準 項 目

Ⅰ 教育理念 ①養成施設の教育理念・教育目標・教育方針

Ⅱ 教育環境 ②教員数の要件 ③教育設備・機器
④教員のための設備 ⑤教育環境の整備
⑥教員のための設備 ⑦教育のための予算
⑧教員の質の向上

Ⅲ 教育内容 ⑨教育課程の内容 ⑩全体的配分
⑪入学者選考基準 ⑫教育方法
⑬学生の成績評価 ⑭臨床教育の内容
⑮臨床実習の単位数、期間 ⑯臨床実習施設との連携
⑰臨床実習施設の数と種別 ⑱臨床実習指導者

Ⅳ 教育成果 ⑲学業達成率 ・国試合格率 ・就職率

Ⅴ 社会貢献
⑳自治体事業への協力 ・地域住民への貢献

学生ボランティアへの支援

10
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書面調査

審査対象校（課程）から提出された申請資料について、3名の評
価員により、書面調査が実施される

評価員は、別に定める評価認定基準と判定方法にしたがい、
評価を行い養成施設評価記録用紙に結果を記載する

〇判定は以下の観点で20の下位項目ごと5段階評価(点数化）
基準Ⅰ～Ⅳ

１：①を含め、いずれも全く満たしていない
２：①を含め、いずれも十分満たしていない
３：①を満たしている
４：①を満たし、②③のどちらかを満たしている
５：全て満たしている

基準Ⅴ
１：①に該当している
３：②に該当している
５：③に該当している

11

書面調査（申請書式）

1 様式 1 養成施設概要

2 様式 2-1 学科・課程教員表（専任）

3 様式 2-2 教員表（非常勤）

4 様式 3-1 基礎科目と担当教員

5 様式 3-2 基礎専門科目と担当教員

6 様式 3-3 専門科目と担当教員

7 様式 4 臨床実習教育一覧表

8 様式 5 臨床実習指導者表

9 様式 6 社会貢献（自治体、地域、学生ボランティア）

10 様式 7 定期的購入雑誌一覧表

11 様式 8 自己点検評価報告書

12
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自己点検評価報告書（申請書式）

基準Ⅰ-１ 教育理念・目標・方針

◆判定基準
①教育理念が明文化され、公表されている

②教育目標が明文化され、公表されている
③学科・専攻ごとの教育方針が明文化され、公表されている

◆自己評価（該当数字を〇で囲む）
１：判定基準を満たしていない
２：判定基準を概ね満たしている
３：判定基準を全て満たしている

◆自己点検評価結果の理由

◆自己点検評価結果における課題と対応

13

基準Ⅱ-１ 教員の要件

◆判定基準
①指定規則に定める基準が遵守されている

②専任教員は全員が協会員（JPTS・JAOT・JAS)である
③専任教員は全員が必要な教育・研修修了者である

◆自己評価（該当数字を〇で囲む）
１：判定基準を満たしていない
２：判定基準を概ね満たしている
３：判定基準を全て満たしている

◆自己点検評価結果の理由

◆自己点検評価結果における課題と対応

自己点検評価報告書（申請書式）

14

178



基準Ⅲ-１ 教育課程の内容

◆判定基準
①指定規則・ガイドライン等で定める基準が遵守されている

②定期的にカリキュラムの検討・見直しが行われている
③特色ある教育プログラムを有している

◆自己評価（該当数字を〇で囲む）
１：判定基準を満たしていない
２：判定基準を概ね満たしている
３：判定基準を全て満たしている

◆自己点検評価結果の理由

◆自己点検評価結果における課題と対応

自己点検評価報告書（申請書式）

15

基準Ⅳ-１ 教育成果

◆判定基準
①教育成果向上のための取り組みがなされている

②学業達成率が80％以上である
③国試合格率が全国平均以上である（過去3年間の平均値）

◆自己評価（該当数字を〇で囲む）
１：判定基準を満たしていない
２：判定基準を概ね満たしている
３：判定基準を全て満たしている

◆自己点検評価結果の理由

◆自己点検評価結果における課題と対応

自己点検評価報告書（申請書式）

16
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基準Ⅴ-１ 社会貢献

◆判定基準

a.自治体事業への協力
b.地域住民への貢献
c.学生ボランティアへの支援

◆自己評価（該当数字を〇で囲む）
１：判定基準を満たしていない
２：判定基準を概ね満たしている
３：判定基準を全て満たしている

◆自己点検評価結果の理由

◆自己点検評価結果における課題と対応

自己点検評価報告書（申請書式）

17

実地調査

1. 調査の目的

1）申請に基づく教育内容と、「自己点検評価
報告書」

における疑義、未確認事項の確認
2）教育機器、学習環境の視察

1. 調査の目的

1）申請に基づく教育内容と、
「自己点検評価報告書」

における疑義、未確認事
項の確認

2）教育機器、学習環境の視
察

1. 調査の目的と方法

1）申請(様式1から7）に基づく教育内容と、「自己点検
評価報告書」(様式8） における疑義、未確認事項の確認

2）教育機器、学習環境の視察

3）実地調査の日程、時間調整は事務局で行う

4）実地調査旅程は1日、調査時間は2時間程度

5）調査に先立ち、評価員相互で役割分担を決めて訪

問（書面調査実施調査員1名を含む2名）

２．実地調査報告書の作成
18
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評価認定委員会による審査結果のとりまとめ

1. 調査の目的

1）申請に基づく教育内容と、「自己点検評価
報告書」

における疑義、未確認事項の確認
2）教育機器、学習環境の視察

1. 調査の目的

1）申請に基づく教育内容と、
「自己点検評価報告書」

における疑義、未確認、合
計点項の確認

2）教育機器、学習環境の視
察

◆4段階評定

E評定 適：全ての項目に2以下がなく、合計が90～100点

G評定 適：全ての項目に2以下がなく、合計が75～89点

P評定 適：全ての項目に2以下がなく、合計が60～74点

F評定 不可：いずれかの項目で2以下がある

（具体的な改善項目を指摘し、次年度再審査）

結果は、上記判定結果とコメントを付、各学校養成施設へ通知

機構のホームページにて「適」のみ公表

結果の通知と公表

19

課 題

評価認定
・評価の客観性や信頼性の向上
⇒評価方法の精査と評価員研修会の質向上

・機構評価の成果評価実施と学修成果の発信に
つなげる

機構運営
・理学療法士作業療法士指定規則改定への対応
⇒評価基準、方法等再精査

・安定的・継続的な運営 運営予算の確保
⇒審査料等有償化の検討 20
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トピック

「理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則」
「理学療法士作業療法士養成施設指導ガイドライン」

改定検討中

第三者による評価の義務化と結果の公表

第4回理学療法士作業療法士学校養成施設カリキュラム等改善検討会資料より
21

（参 考）学校、養成施設アンケート結果（抜粋） （第三者評価の評価頻度）

（参 考）学校教育法第１０９条に基づく認証評価機関による評価の期間
・大学 ････ ７年以内
・専門職大学院を置く大学 ････ ５年以内

４．その他について

（１）養成施設の質の確保を図るため、以下のとおり第三者による外部評価を義務付けては
どうか。

（改正イメージ）
○ 養成施設は、教員資格及び教育内容等に関して、５年以内ごとに第三者による評価を
受け、その結果を公表すること。（追加）

【ガイドライン】

22

了承

第4回理学療法士作業療法士学校養成施設カリキュラム等改善検討会資料より
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詳細




